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平成２５年第３回小豆島町議会定例会議事日程（第１号） 
 

平成２５年９月１８日（水）午前９時３０分開議 
 
第１   会議録署名議員の指名について 

      

第２   会期の決定について 
 
第３   所管事務調査報告について 
 
第４   一般質問 ９名 
 
第５   報告第５号 平成２４年度決算における小豆島町健全化判断比率について 

 （町長提出） 
 
第６   報告第６号 平成２４年度小豆島町簡易水道事業特別会計決算における資金不

足比率について                （町長提出） 
 
第７   報告第７号 平成２４年度小豆島町水道事業会計決算における資金不足比率に

ついて                    （町長提出） 
 
第８   報告第８号 平成２４年度小豆島町病院事業会計決算における資金不足比率に

ついて                    （町長提出） 
 
第９   報告第９号 平成２４年度小豆島町介護老人保健施設事業会計決算における資

金不足比率について              （町長提出） 
 
第 10   報告第 10号 専決処分の報告について 
          （町の債権の支払請求に係る訴えの提起及び裁判上の和解について） 

（町長提出） 
 

第 11   報告第 11号 小豆島町土地開発公社の清算結了報告について （町長提出） 
 
第 12   議案第 64号 平成２４年度小豆島町歳入歳出決算認定について（町長提出） 
 
第 13   議案第 65号 小豆島町みさき園大規模改修工事に係る工事請負契約について 

（町長提出） 
 
第 14   議案第 66号 小豆島町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例について 

（町長提出） 
 
第 15   議案第 67号 平成２５年度小豆島町一般会計補正予算（第３号） 

（町長提出） 
 
第 16   議案第 68号 平成２５年度小豆島町介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

（町長提出） 
 
第 17   議案第 69号 平成２５年度小豆島町水道事業会計補正予算（第 1号） 



（町長提出） 
 
第 18   議案第 70号 平成２５年度小豆島町病院事業会計補正予算（第 1号） 

（町長提出） 
 
第 19   議案第 71号 小豆島町職員の給与の臨時特例に関する条例について 

（町長提出） 
 
第 20   発議第 1 号 小豆島町議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例

について                    （議員提

出） 
 
第 21   発議第 2号 道州制導入に反対する意見書の提出について   （議員提出） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



            開会 午前９時 26分 

○議長（秋長正幸君） おはようございます。 

 携帯電話をマナーモードに切りかえてください。 

 なお、議員申し合わせ事項により、10月末までの間、クールビズを実施するこ

ととし、ノーネクタイ、上着の着用は自由となっておりますので、上着の着脱は各

自の判断にお任せします。 

 本日は、何かとご多忙のところ、ご参集くださいましてありがとうございます。 

 今期定例会の議事日程等につきましては、去る９月 11日及び 13日開催の議会運

営委員会におきまして、お手元に配付のとおり決定いたしましたので、皆様のご協

力をお願いします。 

 開会に先立ちまして、町長から今期定例会招集のご挨拶があります。町長。 

 

○町長（塩田幸雄君） おはようございます。 

 本日、小豆島町議会９月定例会が開催されるに当たりまして、一言ご挨拶申し上

げます。 

 議員の皆様には、何かとご多用の中ご出席を賜り、まことにありがとうございま

す。小豆島が元気になるために克服すべき課題がたくさんありますけれども、一つ

一つ皆様のご尽力を得て、解決に邁進をしてまいりたいと思っております。 

 本定例会では報告案件７件、契約案件１件、新規条例案１件、補正予算の審議４

件、平成 24年度の各会計決算認定に加え、新規条例案１件を追加提案させていた

だきました。議案の内容につきましては、後ほど説明させていただきますが、十分

ご審議いただき、ご議決賜りますようお願い申し上げます。以上、簡単ではござい

ますが、今期定例会に当たりましてのご挨拶といたします。 

 

○議長（秋長正幸君） ただいまの出席議員は 16名で、定足数に達しております



ので、本日の第３回定例会は成立しました。 

 これより開会します。（午前９時 29分） 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 日程に入る前に報告事項でありますが、６月 11日以降９月 10日までの主要事項

に関する報告、監査委員からの例月出納検査執行状況報告書３件、監査委員からの

決算審査意見書報告、財政・経営健全化審査意見書報告については、お手元に印刷

配付のとおりでありますので、朗読は省略します。 

 また、地方自治法第 243条の３第２項の規定に基づく本町が出資している政令で

定める法人の経営状況を説明する書類４件については、各議員に配付しております

ので、朗読は省略します。 

 これより日程に入ります。日程はお手元に配付のとおりです。 

 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（秋長正幸君） 日程第１、会議録署名議員の指名についてでありますが、

会議規則第 118条の規定により、13番中江正議員、14番中村勝利議員を指名しま

すので、よろしくお願いします。 

 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  日程第２ 会期の決定について 

○議長（秋長正幸君） 次、日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りします。 

 今期定例会の会期でありますが、配付してあります日程表によりまして、本会議

は本日と明日 19日とし、会期は本日と明日の２日間にしたいと思いますが、これ



にご異議ありませんか。 

 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（秋長正幸君） 異議なしと認めます。よって、今期定例会は本日と明日の

２日間と決定しました。 

 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  日程第３ 所管事務調査報告について 

○議長（秋長正幸君） 次、日程第３、所管事務調査報告書についてを議題としま

す。 

 閉会中に委員会を開催し、調査された案件について会議規則第 76条の規定によ

り報告をお願いします。 

 庁舎問題特別委員会委員長から報告を求めます。森口委員長。 

 

○庁舎問題特別委員長（森口久士君） おはようございます。 

 平成 25年９月 18日。小豆島町議会議長秋長正幸殿。庁舎問題特別委員会委員長

森口久士。 

 調査報告書。 

 本委員会に付託された調査案件について、調査の結果を次のとおり会議規則第

76条の規定により報告します。記。 

 １．調査案件。総合庁舎の建設予定地候補の選定について。 

 ２．調査の経過。平成 25年９月９日、委員会を開催し、町長、副町長及び担当

課職員の出席を求め、調査をした。 

 ３．調査の結果。 



 役場庁舎問題について、総務課からこれまでの審議経過と状況の変化について説

明を受けた後、出席委員から意見を求め、次のとおり委員会として総合庁舎の候補

地について執行部提案に賛同した。 

(1) 池田中学校に新病院が建設されることに伴い、これを候補地から除外し、新

たに内海病院の跡地を候補地に加える。以上、報告いたします。 

 

○議長（秋長正幸君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（秋長正幸君） 質疑がないようですから、質疑を終わります。 

 これで所管事務調査報告を終わります。 

 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  日程第４ 一般質問 

○議長（秋長正幸君） 次、日程第４、一般質問を行います。 

 通告を受けておりますので、順次発言を許します。 

 一般質問の方法につきましては、引き続き一問一答、反問権の試行を行います。 

 執行部の方で反問をされる場合は、必ず議長の許可を受けて行うようお願いしま

す。 

 なお、議員申し合わせ事項による一般質問の時間を守っていただくために、５分

前にこちらから札を出します。その後の時間配分に十分ご留意いただきますようお

願いいたします。１番森口久士議員。 

 

○１番（森口久士君） 私は、２点についてお尋ねします。 

 まず、鳥獣害対策はということで、近年毎年鳥獣害被害が出ていますが、特に最



近町内各地からの多くの被害情報が寄せられています。地区によって違いはありま

すが、猿、イノシシ、鹿の被害が多く出ています。猿対策については、現在北地地

区で電気柵の設置を検討されていると聞きます。また、捕獲した猿に発信器をつけ

て動向を調査しているとも聞きます。イノシシ対策については、安田古郷地区で防

護柵の設置をし、対応しています。くくりわな、箱わななど猟友会を初め、いろい

ろな方々の協力を得ながら、努力、対応されていますが、現在イノシシは捕獲数よ

り繁殖数のほうがはるかに多いのではないですか。 

 ６月 25日に、小豆郡農業委員会の研修でさぬき市へ、猿、イノシシ対策で自治

会ぐるみの取り組みの先進地を視察してきました。国、県の補助事業を活用し、地

区を防護柵で取り囲むような形で自治会ぐるみの対策、取り組みで被害が大幅に減

少しているとのことでした。 

 現在の補助事業では、農地を耕作して受益者が２戸以上あることとなっています。

町内の状況では、対象となるのが一部の区域だけの取り組みとなり、十分な対応が

できません。このままでは、専業農家、兼業農家を初め、農作物をつくることがで

きなくなる心配があり、これまで以上の早急な対応が必要と思われますが、どのよ

うな対応を考えていますか、町長に伺います。 

 

○議長（秋長正幸君） 町長。 

 

○町長（塩田幸雄君） 森口議員から、イノシシ、鹿、猿などの有害鳥獣の被害に

ついてご質問をいただきました。 

 有害鳥獣の被害は、小豆島に限らず、全国的に深刻な課題でありますけれども、

小豆島町の状況も非常に深刻な事態になりつつあると認識をしております。国とか

香川県で、ご質問にあったようないろんな有害鳥獣の対策のメニューは出そろって

いるんですけれども、それだけでは効果が必ずしも十分じゃないと認識をしており



まして、国、香川県のメニューはもうきちんと実行することは当然として、町単独

でありとあらゆることをこれからやっていかねばならないと思っています。 

 それで、議員はご存じなんですけれども、イノシシ、鹿、猿と一くくりで言いま

すけれども、それぞれ全然動物の生態系が違っています。猿はとても賢くて、捕獲

をすればするほど、これはご存じのように群れで行動してるんで、捕獲すればする

ほど群れが分散してかえって猿は多くなると言われてますので、猿については捕獲

ではなくて、野里におりてこないようするとか、あるいは威嚇をして山に戻すとい

った対策が中心になるざるを得ません。鹿は、多分捕獲がかなり効果的だと言われ

てまして、捕獲を続けることで数は抑えていくことができると言われております。

一番難しいのはイノシシで、繁殖力も先ほどご質問にあったように、繁殖力がとて

も強いので、今のとこ打つべき手は必ずしも十分でないということでございます。

一般的に言われてるのは、後で担当課長が詳しく説明しますが、３点セットですね。

捕獲をすることと防護柵を設けるような防護、入ってこないようにする、それから

３番目が地域ぐるみの環境づくりということで、例えば生ごみを捨てないとか、山

や田んぼや畑の手入れをするとか、緩衝地帯をつくるとか、要するに地域ぐるみで

することが大事だと言われてまして、多分３番目の地域ぐるみの対策が最も有効で

あろうと思っています。 

 先ほど、さぬき市の取り組みの例を言われましたが、幸いなことに、そのさぬき

市の取り組みをバックアップした県の有害鳥獣の専門家が農業普及研究所のスタ

ッフで、小豆島にこの４月から赴任してますので、そのスタッフがいる間にモデル

地域を指定するなど、こうすれば少しは有害鳥獣は減らせるという取り組みをした

いと思ってます。 

 詳しくは担当課長がご説明申し上げます。 

 



○議長（秋長正幸君） 農林水産課長。 

 

○農林水産課長（近藤伸一君） 森口議員からのご指摘の、これまで以上の早急な

対応をということでございますけれども、ただいま町長のほうの答弁にもありまし

たとおり、有害鳥獣の対策の基本、こちらのほうが捕獲、それから防護、環境づく

り、こちらの３点による取り組みとなってございます。 

 まず、町としましては、猟友会の方々にご協力をいただきまして、銃、それから

わなでございますが、それらによる有害鳥獣の捕獲対策を進めてございます。また、

わなの購入とか捕獲にかかわる経費の助成、また人的な補強、こちらのほうを図る

ために狩猟免許の取得や免許の保持に要する経費に対しましても助成を行ってお

ります。 

 次に、野生鳥獣の人里に近づかせない環境づくり、こちらでございますけれども、

こちらのほうは地域の方々に鳥獣害被害が農業だけでなく共通の問題であると、こ

ういうご認識をまず持っていただくということでございます。その上で、収穫後の

野菜くずとか耕作放棄されましたカキなどの果樹類、それから家庭の生ごみを外に

出さないというふうな、野生動物を引き寄せる餌、この要因を極力取り除いていた

だくこと、また追い払いでありますとか花火による威嚇、動物によってこの地域は

煩わしい場所であるというふうな認識をさせることも重要となってございます。 

 それから、防護対策でございますけれども、まず山と人里、こちらのほうの境界

をつくるための緩衝帯、草刈り、それから侵入防止柵の設置、その後の草刈り等の

管理などの自衛体制づくりの取り組みをお願いしたいと考えてございます。町とし

ましても、緩衝帯づくり、防止柵の設置について国、県等の補助を活用し、支援し

てまいりたいと考えてございます。 

 早急な対応というご意見につきましては、電気柵を含めた侵入防止柵の設置等、



農地のみならず、集落単位で防除に取り組むモデル的な鳥獣害の対策地区の指定な

どに取り組んでいただき、より効果的な方法を検討してまいりたいというふうに考

えてございます。 

 それから、捕獲圧を進めるためには、人的な補強が必要になりますので、町内の

狩猟免許、こちらの保有者の方、地域地域で相当ばらつきが現在ございます。です

ので、少ない自治会の方には、やっぱり地域内で守るという意識も含めまして、免

許取得者づくりの検討をお願いしたいと、そのようにも考えてございます。 

 なお、鳥獣対策につきましては、他の先進地の事例でも地域の方がまず一体とな

って取り組むこと、こちらがおっしゃるとおり効果が出てございます。また、逆に

すぐにまた効果を発揮するものではなく、根気が要る対策である点、こちらにつき

ましてご理解をお願いしたいと存じます。以上です。 

 

○議長（秋長正幸君） 森口議員。 

 

○１番（森口久士君） 答弁いただきました。 

 私もいろいろ、確かにイノシシは賢い、最近人に会うと、イノシシが出て困っと

んやという話で、今細かい答弁もいただいたんですけども、やはり先ほども言いま

したように、自治会あるいはモデル地区というような感じで言われてましたけど、

私自身は全町挙げて取り組むという大がかりな対応を考えていかないと、これはい

けないんかなという感じがして、過去いろいろ鳥獣害については質問されておる人

がおるんですけども、ここまで増えてくると、やはり繁殖力のほうがすごいなとい

う感じがしまして、先ほども言いましたように、自治会全体、自治連内のほうへ呼

びかけて、もっと早くから取り組んでいくという、当然今取り組んでおるんですけ

ど、もう本当に一刻も猶予はないというような感じがするわけです。といいますの

は、先ほどあったのが、餌になる食べ物の残渣、これが放置されておると、どうし



てもそれに出てくるというようなケースがあります。こんなのを防ごうとすれば、

やはりわずかな人の対応だけでは取り組めん違うかなということで、それで先ほど

モデル地区と言われましたけど、全体的に取り組むという考えはないですか。 

 

○議長（秋長正幸君） 町長。 

 

○町長（塩田幸雄君） 結果として、全ての地域の人がやろうということであれば、

結果として全町的にやることになると思います。小豆島、江戸時代に 100キロのし

し垣をつくってますけれども、多分今度の地域ぐるみの対策にしても、やった地域

は多分イノシシ、鹿の侵入が減ると思いますが、やらなかった地域に多分流れてい

くこともあるので、やるとすれば、全ての地域でやるというのは本来はそれが望ま

しいと思ってますんで、ぜひそのような盛り上がりがるように、皆さんにもご協力

をお願いしたいと思います。 

 

○議長（秋長正幸君） 森口議員。 

 

○１番（森口久士君） そういう取り組んでいくという町長の前向きの答弁いただ

きました。 

 それと、私はやっぱり町の職員も大変ではないかなと、現在の状況を見てると、

休みもなく、やはり連絡が入ると現場に行かないかんというような状況で、当然猟

友会の方々の協力があって動けるんですけども、そういう意味で、この際こういう

な専門の係というのを少し検討する時期ではないかなと思いますが、いかがでしょ

うか。 

○議長（秋長正幸君） 町長。 

 

○町長（塩田幸雄君） おっしゃるとおりなんで、そのようにします。 

 



○議長（秋長正幸君） 森口議員。 

 

○１番（森口久士君） それでは、鳥獣害につきましては、町長前向きということ

ですんで、次の質問に移らせていただきます。 

 ２番目の公共施設の対応はということで、現在小学校、中学校の校舎、体育館は

耐震対策ができました。庁舎は合併時から検討中であります。内海地区の保育所、

幼稚園は再編の計画がされていると聞きます。 

 町は、56年以前の建築である勤労者体育センターを初め、公民館など社会教育

関係の施設は数多くあります。災害時には、避難場所となる施設もあります。公共

施設の耐震対策など、今後どのような計画をされていますか、町長、教育長に伺い

ます。 

 

○議長（秋長正幸君） 教育長。 

 

○教育長（後藤 巧君） 森口議員のご質問にお答えします。 

 昭和 56年の耐震基準導入以前の建築基準法に基づき、建築された社会教育施設、

社会教育課所管の建物は、公民館につきましては二生公民館、草壁公民館、安田公

民館、苗羽公民館の４館で、うち二生、草壁、安田の３館が避難所の指定されてお

ります。 

 また、体育館につきましては、内海体育館、Ｂ＆Ｇ、福田体育館の３館で、全て

避難所の指定はされていません。 

 まず、公民館の４館でございますが、全てが２階建てで 1,000平方メートル以下

の建物で、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する耐震診断の努力義務の

範囲には入っていないことから、今すぐには耐震診断の計画はしていませんが、今

後の国の動向を見ながら対応を進めていきたいと思っております。 



 また、体育館につきましても、全てが 1,000平方メートル以下であるため、努力

義務が規定されているものではございません。 

 しかしながら、いずれも建築後 30年近くが経過していることから、経年劣化に

より外壁のタイルの剥がれなどが懸念されるため、町の建築技師の協力を得て、昭

和 56年の新耐震基準導入以後の建築物も含め、全ての社会教育施設の外壁等の点

検を定期的に行いたいと考えております。 

 二生公民館につきましては、旧幼稚園部分をグループホームに改修することに伴

い、公民館の一部改修の要望がございますので、改修に備えて二生公民館について

は耐震診断を実施したいと考えています。 

 なお、公民館や体育館のみならず、Ｂ＆Ｇや中山、福田のプール、また内海運動

公園等、多くの社会教育、社会体育施設ともに経年劣化が激しく、傷みが目立つこ

とから、耐震診断を行う以前に、今後社会教育関連施設をどのように整備していく

のかを総合的に検討していきたいと考えております。以上であります。 

 

○議長（秋長正幸君） 森口議員。 

 

○１番（森口久士君） 今のあれで、新基準が昭和 56年６月１日以後がそういう

なんで実際建物見てますと、先ほど答弁ありましたけど、やはり劣化というのは目

の当たりにするわけですけども、これ中に避難所として使ってる場合、起きるであ

ろうというおそれがある津波の問題、こういうなん考えますと、確かに２階部分と

いいますけども、建物が 30年以上たっておるというようなことを考えますと、法

的に耐震基準にどうこうないらしいんですが、安心して避難できる施設としての確

保というのは計画を立ててやります言うけども、これも先ほどの質問と一緒で、先

送りのような感じじゃなくて、いつごろからそういうな分をやろうとしておるのか、

お伺いします。 



 

○議長（秋長正幸君） 教育長。 

 

○教育長（後藤 巧君） いつごろからと言われましたけれども、早急にというこ

としか言えないんですけども、人選等今から選んでいって、こういう整備費をどう

するか、そのあたり正直に専門家の人の立場ということがありますので、早急にこ

れが終わってからでもすぐに進めていきたいなと思っております。 

 

○議長（秋長正幸君） 森口議員。 

 

○１番（森口久士君） それでは、早急に、これが終わってから手をうつというよ

うなことですので、それともう一つ、意見として申し上げておきます。 

 23年度の有識者の意見として、やっぱり劣化が進んでおるというようなことで、

意見書が出てるかと思うんですが、そこらあたりも十二分に念頭に置いて頑張って

いただいて、そのときには体育施設の見直しといいますか、そういうな、当然建物

が悪い分は建てかえということもあるでしょうから、そのあたりも十分検討してい

ただけますよう、お願いしておきます。以上で質問を終わります。 

 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○議長（秋長正幸君） ９番植松勝太郎議員。 

 

○９番（植松勝太郎君） 私は、巨大地震に対する対応は十分かということで質問

をいたします。 

 先日の新聞報道で、南海トラフ巨大地震被害が県によって示されました。小豆島

町では 90人が死亡、負傷者が 430人、建物の全壊が 1,000棟、しかし火災はゼロ

とかなり軽い被害を想定していると思います。被害は、少ないのにこしたことはな



いが、実際巨大地震でこの程度で済むのでしょうか。対策として、行政と住民が連

携し、意識啓発だけでなく実際の行動につなげて、より少ない被害で済むようにし

なければならない。 

 そこで、４つに分けて質問をいたします。 

 １番目、池田庁舎、内海庁舎、これが分かれておるために、人の行き来ができに

くい中、災害本部機能が十分発揮できるのでしょうか。 

 ２点目、避難所での備蓄はどうか。今そういうのはどこに置いているのか。何を

どれぐらいの数を備蓄しているのか。 

 ３番目、津波が 3,7メーターと予想され、災害が発生したときに消防車が現場に

行けるのか。以前の台風 16号の高潮では、消防車が通行できなかったという事実

があります。 

 ４点目、一般住民の耐震化率は県下で 76％、県の補助金は国、県、町という形

での補助金は耐震診断で９万円、改修は 90万円となっております。これでは、な

かなか改修はできないと思います。町独自の補助率を上げる計画はないのですか。

人的被害を軽減するには、多くの古い家を改修することが大事だと思うが、いかが

でしょうか。 

 

○議長（秋長正幸君） 町長。 

 

○町長（塩田幸雄君） 去る８月 28日に、香川県が最大クラスの地震が発生した

場合の被害を公表しておりますので、小豆島町におきましても、最大クラスの地震

が起きたということを前提にする、起きるということを前提にいろんな防災対策、

減災対策をしていかなければいけないと思っております。 

 災害対策、東北の大震災、東日本大震災でもわかりましたように、ヘッドクオー

ターというか、役場の機能がきちんと機能するかどうかというのはとても大事だと



認識をしております。現在、小豆島町役場の中枢は、この隣の池田庁舎にあるわけ

ですけれども、ここは耐震性に問題がある建物ですので、まずは池田庁舎にある本

部機能をこの保健センターに移したいと思っております。 

 それから、今後統合の新庁舎をつくるという議論をしていかなければなりません

けれども、その場合には防災のヘッドクオーターの機能をそこが果たすということ

で、堅牢な拠点にすることが必要だと考えております。 

 それまでの間は、池田庁舎と内海庁舎にそれぞれ対策本部を設置して、災害に対

応するということになるわけでありまして、ご指摘のような行き来が難しいという

事態もあり得ると思いますけれども、いろんな電話回線とか情報ネットワークとか

衛星電話とかいろいろありますので、デメリットが起きないように最大限努力しな

ければいけないと思っております。 

 いろんなご提案をいただいておりますが、残りについては担当課長が説明いたし

ます。 

 

○議長（秋長正幸君） 総務部長。 

 

○総務部長（空林志郎君） 植松議員のご質問のうち、２点目の備蓄物資でござい

ますが、乾燥米 1,500食、それから飲料水 1,080リットル、毛布 560枚、こちらは

内海中学校の少し北側にございます備蓄倉庫ですけれども、そちらのほうに保管を

いたしております。例年追加備蓄を行っておるところではございますが、今回の県

の被害想定、こちらのほうで避難者数がかなり大きな数字となっております。これ

を照らしますと、依然十分な量ではございません。今後、この被害想定に基づいて、

適正な備蓄量を設定するとともに、各ご家庭でも備蓄のほうをお願いをしてまいり

たいと考えております。 

 次に、３点目の津波発生時に消防車両の移動制限に関してでございますけれども、



地震が発生いたしまして、津波が到達するころに浸水エリアのほうへ立ち入ること

は非常に危険であって、消防署員、消防団員の身の安全もこれは優先すべきである

というふうに考えております。 

 今年度、住民に適切な避難行動を促すため、４点目に入りますが、津波災害ハザ

ードマップの作成作業に着手いたしております。この津波災害ハザードマップを参

考に、消防団を初めとする防災機関の行動計画や資機材の備蓄倉庫の設置、消防署

員、消防団員の移動の制限に対する補完措置など、具体的な防災対策に活用したい

と考えております。以上です。 

 

○議長（秋長正幸君） 建設課長。 

 

○建設課長（尾田秀範君） ４点目の一般住宅の耐震化の進捗状況及び町独自の補

助創設についてのご質問に関してお答えいたします。 

 ことし８月 28日に香川県地震津波被害想定の中に、香川県内の住宅の耐震化率

が 76％となっており、南海地震等の被害予測において、旧基準の建物の全ての耐

震補強が行われた場合、全壊棟数が 11分の１になり、全壊に伴う死者数は 15分の

１に軽減されると予測されております。耐震補強の効果が報告されておりますが、

民間住宅耐震補強補助事業につきましては、香川県下一斉に平成 23年度から補助

制度を開始いたしております。今年度からは、さらなる促進を図るため、補助の上

限金額を診断につきましては６万円から９万円、改修につきましては 60万円から

90万円に県下統一で全市町が拡充しております。この拡充により、耐震診断につ

きましては、今までの調査の中でいきますと、耐震診断費用はおおむね 10万円の

ため、満額の補助金の利用で１万円程度で耐震診断ができるようになりました。耐

震改修につきましては、これまでの実績から 120万円から 200万円の費用が必要

と考えられておりますが、拡充によりおおむね２分の１の公的補助を受けることが



できるようになっております。また、小豆島町の平成 23年度の実績は診断７軒、

改修２軒、24年度の実績は診断６軒、改修１軒で、拡充された本年度８月末現在

におきましては、診断３軒、改修１軒となっており、補助制度を充実したものの、

制度の活用がまだ現在進んでない状況にございます。また、県内で唯一上乗せ補助

を実施している東かがわ市では、市内業者に耐震改修を依頼した場合に限り、５％

の市独自の上乗せ補助をしておりますが、ことし８月末で補助活用件数がまだ現在

１軒と非常に低調であるという報告も受けております。したがいまして、今後県内

他市町含めた制度活用状況を観察し、補助制度の内容を検討する一方、この制度を

周知徹底し、一層の活用が図られるように取り組んでまいりますことでご理解をい

ただきたいと思います。 

 

○議長（秋長正幸君） 植松議員。 

 

○９番（植松勝太郎君） １番目の質問で、町長が新しい庁舎、統合した部分にな

れば、そこが本部になるという話であったかと思っております。ここの保健センタ

ーが本部に今の段階ではなるよという話ですが、果たして町長は内海の馬木のほう

においでる、それからまた地震がいつ起きるかわからんという中で、この保健セン

ターのほうまでたどり着くことができるのかなというふうな感じもしております。

一刻も早く新庁舎から決めて、そこがきちっとした本部機能を果たせるようなとこ

ろになっていただきたいというふうに思っております。 

 それから、２番目の備蓄の部分です。何をどれぐらいの数をどこへという形で質

問しましたが、県は 20万食を備蓄しておるというふうなことを新聞に書いておっ

たと思います。ここでは 1,500食、水が 1,080リッター、毛布 560枚ということで、

１万二、三千人の町としては少ないんじゃないかなというふうなことと、どこに置

いとるんかということで、片城の倉庫ですね、実際は。これは、津波が１時間 20



分ぐらいかかるというたんですかね。もっとかかるんかな、発生してからね。その

間に、片城の倉庫にあるやつをだあっと配分できればいいんだけれども、実際でき

るかなあと。あそこが津波の予想の 3.7メーターの部分に耐えるだけの高さがある

んかと。多分、あれはないと思います。ということは、もし役場の職員がだっと寄

っていって分配できるだけの能力というんか、実際のときにそういうことができれ

ばいいんだけども、できなければ今置いておるやつはパアになるという可能性もあ

るということで、どこに置くかというのをやっぱりもう一回考え直していただかな

んだら、これはもうあるというだけの話に終わる可能性があるんじゃないかなと思

っております。 

 それと、今の４番目の耐震化率、これ実際問題として耐震診断が 10万円ぐらい

でできるということを今返答ありました。私はもう少し高いんかなと思よったんで

すが、そのぐらいでできて９万円補助があるんであるという形であれば、これはも

っと町民に知らせるべきであって、特に 56年以前の建物については、100％とは

言わんけれども、そういう耐震診断を受けなさいと、しかも個人負担は１万円で済

みますよというふうな町民に知らせるということは大事なんじゃないかなと思っ

ております。後の改修するせんというのは、個人の考え方の部分もあると思います。

ですから、自分とこの家はどのぐらい危ないかとか、それからどうすれば幾らぐら

いかけたら大丈夫になるんだとか、そういうことがわかって自分の命の判断基準と

いうんですか、それができると思うんで、ぜひ町の広報だけでなくて、あらゆると

ころでそういうふうな部分を啓発していただきたいというふうに思います。 

 どないしても、これは人間の命というのが一番大事な部分でありますので、ぜひ

そういうことをやっていただきたいというふうに思っております。とにかく、人的

被害を一番軽くすると、その方法を考えていただいたらというふうに思います。 

 



○議長（秋長正幸君） 町長。 

 

○町長（塩田幸雄君） 植松議員からご質問がありましたけれども、災害を受けた

首長さんの体験談を聞きますと、トップたるものはどんなことがあっても災害対策

本部に登庁せよと、周りにどんなにけがをした人がいようが、そういうものは無視

してトップはヘッドクオーターにまず行かなければならないと言われております

ので、仮に三都と峠を越えられない場合は、海上保安庁に頼むなり、何としても本

部に行くようにします。 

 それから、住宅の耐震化の話を聞きまして、私もこの質問があって初めてこうい

う制度があることを知ったんですが、私は築 100年の家に住んでまして、多分一番

に倒壊すると思われますので、率先垂範して耐震診断をし、改修が難しければ別の

ところに住むなりしたいと思います。終わります。 

 

○９番（植松勝太郎君） 今、町長がそういうふうな強い意志を持っておるという

ことがわかりましたので、ぜひ町を挙げて人命の尊重という部分をぜひやっていた

だきたいということで。 

 

○議長（秋長正幸君） 町長。 

 

○町長（塩田幸雄君） 備蓄の場所の話もご指摘のとおりなんで、検討いたします。 

（９番植松勝太郎君「これで終わります」と呼ぶ） 

 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○議長（秋長正幸君） ２番谷康男議員。 

 

○２番（谷 康男君） 私は、２点質問させていただきます。 



 まず、瀬戸内国際芸術祭、春、夏会期が終わったわけなんですけども、それにつ

いての中間報告と会期後の取り組みについて質問させていただきます。 

 瀬戸内芸術祭も春、夏会期が終わり、秋の会期を残すのみとなりましたが、これ

までの成果報告と秋会期に向けての課題をお尋ねしたいと。 

 11月４日に、瀬戸内芸術祭が終わるわけですが、この芸術祭を一過性のイベン

トとして捉えているのか、これを機会に永続的な地域おこしとして考えているのか。

残る作品や施設等を今後どのように活用するのか。トリエンナーレですから、３年

先ということがありますが、その３年先を考える場合、来年の６月あたりには作品

の選定募集が始まる、とりあえず 11月４日終わってから考えるというのでは、若

干遅いのではないかと思います。町長のお考えをお聞きしたいと思います。 

 

○議長（秋長正幸君） 町長。 

 

○町長（塩田幸雄君） 芸術祭についてどう考えるかについては、谷議員と私、全

く同じ考えでありまして、一過性のイベントではなくて、まちおこし、地域おこし

のきっかけとして持続して取り組んでいくべきものと考えております。 

 それで、今回の芸術祭では、坂手、醤の郷地区、福田、三都半島、それから中山

という地区に限られているわけですけれども、そこで展示されてる作品については、

基本的には来年も再来年もずっと見ていただくようにするということを基本に置

いて考えたいと思っています。 

 それぞれの地区について、11月５日以降どうするんだと、来年、再来年、そし

て３年後どうするんだということについては、秋会期が終わるごろまでにはそれぞ

れの地区について、こうしたいということをまとめて、何らかの形で発表したいと

思っています。瀬戸内国際芸術祭は３年に１度なので、その真ん中の２年間につい

ても何らかの形で今と同じようなもの、とりわけ谷議員が頑張っていただいてる坂



手港、醤の郷については関西系のクリエーターやデザイナーが今後とも交流の場、

関係を持って小豆島の振興あるいは大阪の振興につなげたいという意欲を持って

おられますので、とりわけ来年以降の取り組みが重要であると考えております。ほ

かの地区についても、例えば三都半島だと東京芸術大学が大学のサテライトとして

活用したいという意向で予算要求をしておりますので、それが実現すれば三都半島

は東京芸大のサテライトの場所になる、キャンパスとして発展していける方向性を

つくれると思いますし、福田地区について言えば、福武ハウスをどうするかという

ことがとても大事で、福武財団と協議を 10月に行って、11月５日以降どうするか、

福田の取り組みも来年も再来年もアジアのアーティストに来てもらって展示をす

るという約束で始まってますので、福武財団との協議を進めたいと思っています。

中山については、あの作品、ワンさんの作品がどれだけもつかという問題がありま

すけれども、中山の場合は作品というか、棚田をどう守っていくかというのが基本

的なことでありますので、棚田協議会というのを地元でつくっていただいているの

で、そこの支援をしたいと思っています。 

 それから、今回作品が展示されてない地区についてどうするかについても、でき

ればイメージは会期が終わるころまでにはつくっておきたいと思っております。以

上です。 

 

○議長（秋長正幸君） 谷議員。 

 

○２番（谷 康男君） 町長のお考えよくわかるんです。私もそういう町長のお考

えとは合うところがあるんですけども、実際に今の瀬戸内芸術祭が福田、坂手、馬

木、坂手中山、それから三都とあるんですけども、それ以外の地域といいますか、

もうどういうんですかね、瀬戸内芸術祭というものの趣旨とか、瀬戸内芸術祭がど

のような形で小豆島の地域おこしに役に立っているのかと。例えば、インターネッ



トとかで見ると、いろんなものがわかるんですけども、当然町長の八日目の蝉のブ

ログは非常にその時々のイベントといいますか、そういう催し物の結果であるとか、

町長の考え方というのはよくわかるんですけども、実際住民の中で、それだけの意

義とかそういう効果とか、町長が言うた今後どのように考えていくのかということ

がわかりづらいというか、わかってない方が多分、いわゆるネットを見ない、そう

いなところで、もう少し住民に対して、こういうことをやってこういう成果があっ

た、それがどのように地域おこしにつながっていくのかというようなところを瀬戸

内芸術祭で外から来る客を呼び込むための広報もあるでしょうけども、そういった

ところで、一般の方々にもこういう効果があるんだと、単なる作品の展示会とか展

覧会ではないというところをもう少し皆さんに周知できるような方法がないかと、

そこらをどのようにお考えかと思うんですけども。 

 

○議長（秋長正幸君） 町長。 

 

○町長（塩田幸雄君） 瀬戸内国際芸術祭をどう理解するかについては、谷議員さ

んと私は多分一緒で、アートを楽しんでもらうということは当然なんですが、その

ことよりも地域の人が自分たちの地域の魅力を再発見と再確認して自信を取り戻

して、自分たちの力でまちおこしをするというのが最大の狙いであるということは

一貫して考えているところであります。 

 そういう観点からすると、まだまだ住民の皆さんの間に温度差があることは間違

いないと思います。その温度差をどうなくすかというのは、多分少し時間がかかる

話で、いろんな地区でいろんな取り組みしてるんですが、私のところ、自分の出身

のところは馬木ですけれども、例えば馬木であれば、もう住民の人がおもてなしと

かアートの作品づくりとか参加してますので、とてもとてもいい雰囲気になってい

ると思います。実際に参加して活動してみないと意味がなかなか理解されないと思



いますので、もうできる限り住民の人が参加できるようなイベントとか取り組みの

ようなものを工夫して、地道にやる以外に方法はないと思っておりますので、どう

ぞご理解を賜りたいと思っております。 

 

○議長（秋長正幸君） 谷議員。 

 

○２番（谷 康男君） 今後ともそういう形で、地道に前向きにやっていただきた

いと思います。質問はこれで終わります。 

 次、２点目の質問をさせていただきます。 

 小学校、中学校における英語教育についてですけれども、私は英会話ができませ

ん。私も英語というのが中学校、高校、大学に入った大学の２年間、合計８年も一

応英語を教わるといいますか、やらされるんですけども、このような状態で、この

中で英会話が堪能な方が何人おられるかわかりませんけども、努力だけの問題なの

かどうかというところかと思うんですけども、小豆島町として一つの教育の特色と

して英会話を取り入れるといいますか、一応町の義務教育である期間が終わった時

点では通常の日常、難しいものは要らんでしょうけども、通常の日常会話程度のも

のができるような教育ができないのかと思うわけなんですけども、当然高校の入試

の中でもヒアリングというようなものがあるから、当然英語は聞いてわかる程度の

知識を義務教育の中で行ってるということだと思うんですけども、それあたりを教

育委員会としてどのように考えてるかお尋ねします。 

 

○議長（秋長正幸君） 教育長。 

 

○教育長（後藤 巧君） 谷議員のご質問にお答えします。 

 ご承知のとおり、平成 23年度から小学校第５学年、６学年に外国語活動が必修

になりました。このことは、グローバル化が推進する今日にあって、必然的である



とともに、日本における小学校教育にあっては画期的なことであります。 

 その目標は、外国語を通じて言語や文化について体験的に理解を深め、積極的に

コミュニケーションを図ろうとする態度の育成を図り、外国語の音声や基本的な表

現になれ親しませながら、コミュニケーション能力の素地を養うと掲げられていま

す。 

 つまり、体験的に英語に親しみ、子供たちが喜んで学習していくことを通して、

中学校の英語教育にスムーズに接続できるという本来の趣旨に沿った意義ある取

り組みを行っていく必要があります。 

 谷議員のご質問にあります、英会話できるような人づくりは重要であると考えて

おり、本町におきましても、以前より外国語指導助手、ＡＬＴを幼稚園から中学校

までに派遣し、計画的に本物の英語に触れる機会を設けております。 

 また、町独自の取り組みとして、池田小学校に合併前から英語臨時講師を配置し

ておりましたが、さらに今年度からは外国での留学経験等を有する外国語活動支援

員を他の３小学校に配置し、小学校のコミュニケーション能力の一層の向上に努め

ているところでございます。 

 なお、外国語活動支援員につきましては、来年度からは中学校にも配置する予定

にしております。 

 今後、中学校の目標であるコミュニケーション能力の基礎を養うにスムーズに接

続できるように小学校の外国語活動担当教員と中学校の英語科教員か連携し、中学

校との連携がとれた小学校における外国語活動のあり方について、町学校教育研究

会等を活用した研修を行ってまいります。 

 以上のような取り組みを行うことにより、本町の子供たちが英語に親しみ、英語

活動を楽しみ、より多くの日常英会話ができる子供を育成していきたいと考えてお

りますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 



 

○議長（秋長正幸君） 谷議員。 

 

○２番（谷 康男君） ぜひ、中学校卒業時には簡単な英会話ができるような子供

を育てていただきたいと思います。今からやっても 10年先ですから、早目早目に

やっていただきたい。といいますのは、今回の瀬戸内芸術祭において、やはり私も

観光案内所で見ますと、インフォメーションで見ますと、やはり外国の方かなり来

ます。単なるバス停、それから道の順路、その程度の英会話ができない情けなさと

いうのはしみじみ思います。ですから、そういうことに対して、やっぱりアレルギ

ーというか、違和感のないように、本当に小さなときからのほうが、たかが人間同

士の会話ですから、それができないというのは教育がどんなんかわかりませんけど

も、ぜひそのようなことでやっていっていくべきやと思いますので、ひとつその点

よろしくお願いします。答弁は結構です。以上で質問を終わります。どうもありが

とうございました。 

 

○議長（秋長正幸君） 暫時休憩します。再開は 10時 40分から開始します。 

            休憩 午前 10時 26分 

            再開 午前 10時 38分 

 

○議長（秋長正幸君） 再開します。休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○議長（秋長正幸君） 11番村上久美議員。 

 

○１１番（村上久美君） 私は、２つの問題について執行部に質問いたします。こ

の２つの問題は、何といっても町民の命を守る問題であり、そして町の地域国土を



守るという、そういう重要な課題だというふうに考えております。そういう点から、

この質問をしたいというふうに思います。 

 まず第１点は、まちづくりの土台として公共交通整備を図るべきではないかとい

う点です。 

 1990年代以降、公共交通の規制緩和推進のもとで、採算のとれない事業が次々

廃止に追い込まれ、今や大きな社会問題となっています。全国各地では、人々が移

動する制約が大量に発生しているとされ、生存権にかかわる極めて深刻な問題とし

て浮上しています。買い物難民は 900万人以上いると言われ、自由に移動できない

人々、買い物難民は小豆島においても相当増えてきているのではないですか。この

ような点から、移動制約者の解消は自治体が最優先で取り組むべき課題であります。 

 先般、交通問題特別委員会が開かれ、オリーブバス株式会社の補助金不正受給の

問題によって、今後の運営について議論されましたが、その代表者あるいは代表専

務、その他の取締役に対する商法的な責任というのは問われるわけで、今後の運営

において、オリーブバスの運営においては十分な問題が残されております。そうい

う観点からしても、本質的、総合的に住民の合意も得ながら公共交通の整備に向け

て早急に手を打つべきです。小豆島オリーブバス株式会社の今後については、公共

交通の見直しで町において、公共交通体系の抜本的見直しなどが出されております

が、抜本的見直しとはどういう見直しを考えているのでしょうか、伺います。 

 公共交通は、あらゆる施策分野に共通した土台となるインフラであり、安くて利

用しやすい公共交通整備によって、生活が充足できるまちづくり、地域づくりを進

める必要があるのではないですか。公共交通整備の具体案として提案をしたいのは、

小型バスやタクシーのデマンド交通、スクールバスの混乗や運行時間帯以外の活用

などで取り組んでいくということに関して、どのように考えているのか伺いたいと

いうふうに思います。 



 

○議長（秋長正幸君） 町長。 

 

○町長（塩田幸雄君） まちづくりの土台としての公共交通のあり方についてご提

案がありましたけれども、この点については議員の考えと私の考えは同じだと思い

ます。町長就任以来、交通弱者に対する公共交通の整備がされてない。私の母親自

身も買い物に晩年行けませんでしたし、病院にも通えませんでした。私自身も交通

の運転免許も持ってませんし、車も持ってませんし、将来間違いなく交通弱者にな

るという立場から、一日も早くご提案のあったようなことを実現したいと常々思っ

ております。しかしながら、物事には手順というのがあって、数年の前に小豆島バ

スが経営上の危機になったときに、住民出資でつくったオリーブバスがある以上、

それをどうするかということを関係者と時間をかけて議論する必要があったとい

うこと、それと島全体の交通体系の話なんで、小豆島町のみで決めることは不可能

で、土庄町との足並みをそろえなければいけないとか、いろんな課題がありますの

で、そういうものを乗り越えて一日も早く、町長就任してやりたかったことの一つ

なので、一日も早く事務方を叱咤激励して住民の皆様の意見も聞いて、新しい公共

交通の体系をつくりたいと思っております。 

 オリーブバスの問題については、よかれと思って担当の人がやったことだと信じ

ておりますけれども、ルール違反で許されることではありません。国、香川県も抜

本的に経営体制を見直さないといけないという強く強く要請されました。小豆島町

と土庄町が最大の出資者なので、まずは最大の出資者が経営に乗り込んで危機を乗

り越えてほしいということであります。私自身も緊急避難として行政が対応せざる

を得ないと思っています。あくまで緊急避難でありまして、オリーブバスのあり方

そのもの、根本から考えるべき時期だと思っております。一日も早く、議員が提案

されたものが実現することを私自身も願っております。 



 

○議長（秋長正幸君） 村上議員。 

 

○１１番（村上久美君） 同じような考えであるというふうに町長のほうから言わ

れましたが、その手順もあるということと、両町との関係があるというふうなこと

で進めていく必要があるのでということでした。 

 やはり、特別委員会においても、小豆島町のほうから会社のほうには代表取締役

として派遣するというふうなことですが、その２年ないし３年という短期間の中で

進めながら、同時に他町との協議も進めていくということだろうと思うんですが、

非常に職員にとってもノウハウが問われるというふうなことだと思うんですが、そ

の点については町長としてはどのように考えておられるのか、この２年ないし３年

間の中で実際にやってみて、果たして次の手が打てるのか、打てないのか、町がイ

ニシアチブをとって新たな体制をとっていくことも含めて、短い期間だと思います

が、町長の構想としてどのようにお考えになってるのか伺います。 

 

○議長（秋長正幸君） 町長。 

 

○町長（塩田幸雄君） 問われていることは、専門知識も当然あるにこしたことは

ありませんが、問われているのは覚悟の問題でありまして、病院は 28年４月にオ

ープンしますし、高校も 29年ですので、２年も３年もかける話ではありません。

速やかに結論を出すべき話だと私は認識しております。 

 

○議長（秋長正幸君） 村上議員。 

 

○１１番（村上久美君） ですから、覚悟が必要だというふうな気持ちの問題だけ

ではなかなか進まないのではないでしょうか。町民に対して具体的に、あるいはオ

ーソドックスでもいいですから、どのようなモデルをつくろうとしてるのか、そこ



のところについて伺いたいというふうに思うわけで、２年も３年も待たないという

んであれば、一定の考え方が持ち合わせているんじゃないかというふうに思うわけ

ですが、やはり交通問題は住民との共通した情報をしっかりと町の姿勢を出してい

くという、ここの基本的なところが今後の取り組みにとっても重要なポイントにな

ると思うんです。長野県の木曽町のところなんかでも、やっぱり根本は情報のしっ

かりした公開、そして住民の参画、ここのところが重要な交通整備を図る上で必要

だというふうにされております。ですから、そこのところを他の全国的な事例も含

めて、どのような考え方を持っているのかという点について、もう少し踏み込んだ

形で答弁願えたらというふうに思うわけですけど。 

 

○議長（秋長正幸君） 副町長。 

 

○副町長（竹内章介君） 繰り返しになると思いますが、一つはオリーブバス株式

会社と国、県との信頼関係を取り戻すということで、緊急避難的に筆頭株主である

土庄町と小豆島町から職員を派遣をして、内部の立て直しをする、これが１点です。 

 公共交通のあり方を考えるのは、もちろん町であります。小豆島町と土庄町にそ

れぞれ 10月に担当課であります、小豆島町であれば企画財政課に交通問題の対策

室を設置いたしまして、両町足並みをそろえまして、次の方向性を見つけ出すと、

これが早急に進めたいということでございまして、片方で当然補助金、今回の不適

切な処理によりまして、ただされた結果、三都線の補助金がなくなるということで、

来年度は 1,600万円ぐらいあった補助金が 600万円程度に下がることになります。

そういう赤字路線に、町が乗り出して町営のバスにするのかという考えもあるでし

ょうけど、これは町民が許してくれるかどうかという問題もあります。それじゃあ

どうするんかというのをこれから協議をするということで、この結論は急がないと、

職員の今回上程しております条例によります派遣期間は３年限度ということです



から、３年かけるという意味ではございませんので、できるだけ早急にという町長

の答弁のとおりでございまして、公共交通のあり方、片方で福祉バスのような無料

のバスを走らせながら、片方で赤字バスに乗り出すという、こんな状態をいつまで

も続けるわけにはいかないというふうに考えております。 

 

○議長（秋長正幸君） 村上議員。 

 

○１１番（村上久美君） 私も、オリーブバスの株式会社のある方にもお伺いしま

したが、やはり地域の住民の重要な足ですから、やっぱりこの運賃の問題も十分に

乗れるような運賃体制にすることが必要ではないかと。それと、やっぱり小型化し

ながら、今の空っぽで走ってるような大型ではだめで、小型に切りかえる必要があ

るというふうなことも意見として言われておりました。やはり、そういう幹線道路

あるいは端々の支線の交通運行については、いろんな地域ごとで車を走らす、バス

を走らす問題とか、あるいは民間の交通機関との連携とか、そういう総合的な話し

合い、連結をきちっと今後やっていくことが重要だというふうなこともおっしゃっ

ておりました。 

 ですから、ここに質問にありましたように、住民が安くて利用しやすい、そうい

う交通体系と同時に小型にしていくというふうな小型バスとかデマンド、スクール

バスの混乗、これについても規制緩和を利用しながら、スクールバスの混乗の活用

もしていくという考え方もやっぱり必要で、そういう独自性を発揮しつつ、前に進

めていくというふうなことをぜひ今後お願いしたいと思うわけですが、そういうふ

うなことも考えているのかどうなのか、伺いたいというふうに思います。 

 それと、最初に私言いました住民の、町民の命にかかわる問題というふうなこと

で、以前民主党政権のもとで国民の交通権を保障するということで、交通基本法案

の審議がされました。これは国会解散で廃案に終わっております。この法は、国及



び自治体が国民の交通権を保障する責務があることを法律で明確にしようとする

ものでありまして、法制定や条例制定によって地域の交通政策を立案し、実現する

権限や財源を当該地方自治体に与えることが核心となっています。交通問題は小豆

島だけでなく、全国の自治体が抱えている問題であります。他の自治体とも連携し、

国に対して交通基本法制定に向けた働きかけを行うという点について、どうでしょ

うか。再度質問の中の新たな質問なんですが、もしお答えしていただければという

ふうに思います。 

 

○議長（秋長正幸君） 町長。 

 

○町長（塩田幸雄君） いろいろ提案されたことは全部重要な検討課題でありまし

て、私はこの質問については町長になってから何度も同じ答弁、デマンドバスから

コミュニティーバスから全部実現したいと申し上げているつもりです。ただし、い

ろんな冒頭申し上げましたように、土庄町との関係とか小豆島オリーブバスの課題

を克服しなさい、いけないということを念頭に置きながら、一日も早くしたいと思

っておりますので、全然意見はかみ合ってるので、ご心配される必要は全くないと

思います。ただし、時間がかかるということですね。手順が要る、それからこの機

会に皆さんに申し上げたいですが、ぜひ小豆島バス、オリーブバスを使ってくださ

い。私は毎朝バスで来ております。リーダーの立場の人が率先してやらなければ、

島民の皆さんが覚悟ができるわけがないじゃないですか。ぜひよろしくお願いしま

す。 

 交通基本法については、そのようにします。 

 

○議長（秋長正幸君） 村上議員。 

 

○１１番（村上久美君） 私も十数年後にはバスを利用したいというふうに思って



おります。今は、なかなかそうはいきませんが、動く機動力ですので、いずれは考

えたいというふうに思いますが、次の質問に移ります。 

 防災計画の見直しの進捗状況はという点について伺います。 

 香川県は、ことし３月に公表した震度分布や津波浸水予測に基づき、南海トラフ

巨大地震被害を推計し、公表しました。本町においても、被害を最小限にするため

のあらゆる対策を着実に行い、町民に早く示すことが求められるのではないでしょ

うか。 

 昨年６月議会に一般質問の中で、南海トラフ巨大地震に対応した防災対策につい

て伺いましたが、その６月に防災会議が予定されているので、そこで十分議論をし、

取り組んでいきたいとの答弁でした。その後の進捗状況や決められたことなどにつ

いて伺いたいと思います。 

 また、質問した中で、答弁の不十分な点、また新たな問題点についても次の点に

ついて伺います。 

 まず１つは、地域別高齢者などの弱者が、より目につきやすい海抜表示の設置箇

所選定や、集落が海岸沿いなどにある地域は海抜表示設置数を増やしてもらいたい

ということです。これは、自治会長さんのほうからもそういう声が上がりました。

各地的な表示設置数ではなくて、地域によって柔軟な設置数を増やしてほしいとい

うふうなことです。 

 ２つ目は、ハザードマップの作成はどうなっておりますか。 

 ３つ目、自治会によって地震、津波に対応した防災計画、避難訓練等の取り組み

のばらつきがあるように思いますが、行政と各自治会との十分な協議や連携を高め

る必要があるのではないでしょうか。 

 ４つ目、町広報に建物の耐震化や家具類等の転倒防止対策を推進する啓発を年に

数回掲載することについて、いかがでしょうか。先ほど、植松議員からの質問もあ



りましたが、やはりそれぞれ皆さんの個々においては財政事情もあります。なかな

かしたいけども、それに着手できないという考えの方も結構おられると思います。

ただ、やっぱりまずは耐震診断を受けてもらうということが必要なので、その点に

ついて耐震工事も含めた、今言ったようなことを広報に年に数回掲載して、町民に

十分周知を図るということについていかがでしょうか。４つ伺います。 

 

○議長（秋長正幸君） 町長。 

 

○町長（塩田幸雄君） 昨年、開催しました小豆島町の防災会議におきまして、内

閣府が発表した南海トラフ巨大地震の被害想定をもとに、津波発生時の避難場所の

見直しを行い、同会議において確認いただき、地域防災計画に反映をいたしました。 

 この防災会議では、避難場所の見直しを初め、海抜表示あるいはハザードマップ

の作成など防災対策事業の確認をしたほか、町内自主防災組織の優良活動事例の紹

介などを行い、情報交換、防災意識の啓発を行ったところであります。 

 ご指摘の新たな問題点等につきまして、担当課長から説明させます。 

 

○議長（秋長正幸君） 総務部長。 

 

○総務部長（空林志郎君） まず、海抜表示でございますが、既に四国４県と国土

交通省四国整備局が共同いたしまして、海抜表示の設置を小豆島では県道の標識な

どに設置が行われております。 

 この海抜表示は、生活空間へ海抜情報を提供し、住民の適切な避難行動を目的に

実施したものでございます。これを現在、町道施設にも統一したデザインの海抜表

示の設置を開始したところであります。また、これ以外にも主に公共的施設に設置

していく方針で準備を進めております。 

 今後、各地区のご意見をいただきながら、設置箇所の増設を行いたいと考えてお



ります。 

 ２点目のハザードマップにつきましては、昨年度土砂災害ハザードマップを作成

をいたしました。今年度は、県からのデータに基づきます、津波浸水被害に関する

ハザードマップを作成したいと考えております。 

 ハザードマップは、平常時の準備行動、それから災害発生時の避難行動に非常に

有用な情報であると考えております。これは、広く住民に周知すべき情報でもあり

ますので、町のホームページでの公開、それから印刷物での各戸への配布を予定し

ております。 

 ３点目の自主防災組織に関しましては、ご指摘のとおり、それぞれの地域におけ

る防災対策への取り組みは全く差が見られます。申すまでもありませんが、地域防

災力の向上に当たっては、行政主体の取り組みではなくって、それぞれの地域がそ

の地域に応じた自主的な取り組み、これが最も重要なものでございます。このよう

な状況におきまして、地域の自主的な防災活動への物的支援として、今年度地域防

災訓練支援事業を創設したところであります。さらに、防災情報の提供や適切な助

言を行いまして、地域の防災活動の支援に努めてまいりたいと考えております。 

 ４点目の防災の啓発に関しましては、家屋の耐震補強や家具の固定など、平常時

の準備行動は物的被害、ひいては生命の保護につながる効果的かつ合理的な取り組

みであると考えております。ご指摘のように、積極的に啓発に努めてまいりたいと

考えております。以上です。 

 

○議長（秋長正幸君） 村上議員。 

 

○１１番（村上久美君） ハザードマップの問題については、町のホームページ、

印刷物をということですが、これはもう既にどのようになってるんでしょうか、各

地域の印刷物の配布は。 



 それと、３番目の自治会との十分な協議、連携なんですが、なかなか自治会の代

表者が一堂に集まってというのがそう回数的にはないと思うんです。特に、県の地

震、津波による被害が出たわけですから、行政と自治会の代表との特に地震、津波

に関する防災についての協議、それぞれの自治会がどのような取り組みをやってい

るのか、そういうふうなことをお互いに知る必要があると思います。私の地域の浜

条については、去年いろいろ炊き出しもやり、ことしも土のうとかやりました。去

年もやりました。ということは、去年１回、ことし１回ということで、地域の事業

の中に位置づけてやってるわけですが、あるところでは防災のいろんな道具とかと

いうものは保管する場所がないというふうなことも言っておりました。そういう場

合、どのような形をとるのかということもなかなか結論が出ていないというふうな

ことをおっしゃっておりました。 

 最近、県のほうの方が来られて、自治会の役員さんを集めての防災についてのお

勉強があったようですが、それは各それぞれ順繰りに回ったようですが、そういう

ふうな意識啓発という点については大事な取り組みでもあると思うんですけども、

もっと具体的な実践的なものについても、きちんと行政と町が連携をとり、自治会

の行動について、事業計画について把握するという、そういうこともやっぱり必要

なんではないでしょうか。そういう意味で、やっぱり今後の自治会との会議も行っ

ていく必要があると思うんですが、そういう意味で協議や連携を高めるというふう

に私も質問したんですけども、そこの点がちょっと不十分な、ちゃんとした答弁と

いうんですか、あったように思えませんので、その点についてどうなのかというこ

とです。 

 それと、４番目は積極的に取り組みたいということですが、私は具体的に年に数

回、広報でというふうにも言っておりますし、当然ホームページもそれは載ると思

うんですが、そのまま。積極的にということは、どういうふうに理解したらいいで



しょうか。もう毎回載せるのか、それとも年に２回載せるのか、それも積極的だと

いうふうに考えてるのか、そういう点についても伺いたいと思います。 

 

○議長（秋長正幸君） 総務部長。 

 

○総務部長（空林志郎君） 幾つかのご質問、ご指摘をいただいたわけなんですけ

れども、ハザードマップでございますが、いつできるのかということで、この津波

被害の浸水に関しますハザードマップのデータというのが県のほうでまだ最終形

が８月の末に出たと、被害想定とあわせて出ております。若干ちょっとまだ修正が

あるということなんですけれども、このデータを本町のほうで加工いたします。そ

の加工する、選ぶということなんですけども、その中には避難場所でありますとか、

津波災害に備えた待避所でありますとか、それから避難経路、これらについて載せ

ていこうというふうに考えております。 

 そこで、先ほどご指摘がありました自治会などとの連携なんですけれども、この

作成時に避難経路等を入れるに当たりましては、自治会や自主防災組織との話し合

いがどうしても必要になってまいります。実際に町のほうから出向きまして、そこ

の地区から待避所、津波に対応する待避所にはどういう経路で行くのかというふう

な話をする必要がありますので、そのときにその場を十分に活用して、どういうふ

うな体制をとるとか、要援護者をどういうふうにするとか、そういう話し合いもや

っていきたいというふうに考えております。 

 それから、防災のためのいろんな器具とかそういうことの保管場所ですけれども、

これはコミュニティーの助成事業でもこういうことの整備、保管場所の整備も可能

でありますし、これについても自治会といろんなところ、どういうところがいいか

ということは十分協議してまいりたいというふうに考えております。 

 それと、啓発に関しましてですけれども、これにつきましては、もちろん町の広



報に載せるということもあるんですけれども、そういうふうな適当な啓発の冊子等

もございますので、それを自治会を通じて各地区でお配りするとか、そういうこと

もやっていきたいというふうに考えております。この初期、地震のときはやはり初

期の行動、これが非常に重要になってまいります。それを啓発していく重要性とい

うのは、十分認識をいたしております。以上です。 

 

○議長（秋長正幸君） 村上議員。 

 

○１１番（村上久美君） 冊子等についてもあるのでという、適当なものがあるの

でということでしたが、これは自治会のほうに各世帯に配布するだけの部数があっ

て、それは各世帯が読んでも十分ポイントが合ってわかりやすい内容なのか、どう

なのかというんが問題なので、冊子があってもその中身が問題なのでということで

す。それと、全部配布し切れる部数があるのかということです。 

 初期の行動が重要だと言われましたが、もちろんそうです。ですから、今後の総

体的な取り組みとして、例えば地震があって一定の時間がある中で津波が来るとい

うふうな想定をした場合には、公共施設が近くにある場合、例えば学校の場合、一

定３階、４階というふうな、５階とかというふうな形で建物が近くにあった場合、

すぐにそれはどういう、いつ起きるかわからないというものがありますから、夜の

場合、そういうふうな場合、そういう建物のところへ住民が駆け込むことができる

のか、一定の期間、時間がある間に誰かが責任者が行って鍵をあけ、そこに避難で

きる、そういうこともできるように体制としては考えるべきだと思うんですが、そ

このところも住民の命をきちっと確保するという点については重要だと思うんで

すが、その点について伺いたいと思います。初期の行動が重要と言われましたから、

そういう今の点についてどう考えてるのか、対応するのかどうか伺います。 

 



○議長（秋長正幸君） 総務部長。 

 

○総務部長（空林志郎君） ２点ご質問をいただきました。 

 そういうふうな初期の活動なんかに関しましての冊子、これを全戸に配布できる

だけあるのかということでございますけども、これはもちろん国のほうで非常に啓

発をいたしておりますので、お願いをすれば分けていただけると考えております。 

 それから、津波災害に対してどういうふうな避難行動をとるかということなんで

すけども、これは地震の場合、まずは最初に自分の身を守るということ、それから

ちょっと時間をあけてそこから避難をするということになるんですけれども、避難

する先で再度の余震というものも考えられます。そうした場合、できるだけ屋内で

なく屋外で待避所を、皆さんが集まっていただく場所、これを現在指定をしており

ます、待避所といたしましては。そういうところへ待避をしていただくということ

がまず一番なんですけれども、夜間なんかはそれをサポートする自主防災組織の人

たちがどういうふうに動くかと、そういうことも今から十分に詰めていきたいとい

うふうに考えております。 

 

○議長（秋長正幸君） 村上議員。 

 

○１１番（村上久美君） ４つ目の年に数回掲載する点についてはどうかで、積極

的に取り組みたいというまず最初に答弁ありました。次に、冊子もあるので、冊子

も国にお願いすれば可能だと言われました。その両方を町としてはやるのかどうな

のか、そこら辺は明確に答えていただきたい。お願いすれば、お願いすればの話で

すから、するのかしないのか、各世帯に全部配布する適当なものなのか、ならばち

ゃんと国に対してそれだけの部数を送ってもらうというふうなことを考えている

のかどうなのかということなんです。 



 今、避難の問題、うちの地区でも２つに分かれる。浜のほうと、その奥のほうの

地域には浜のほうには行けませんから、だからやはり住民が分かれると。分かれた

場合に、近い池田小学校という校舎がありますが、そこへ避難するあるいは亀山八

幡さんに上がるというふうなことも分かれるわけです。ですから、公共施設に駆け

込む場合にそういう鍵をあけるなり、ちゃんとその対応を考えてるのかどうなのか、

誰にそれが責任があるのかどうなのか含めて問うてるわけです。その点、どうなん

ですか。 

 

○議長（秋長正幸君） 副町長。 

 

○副町長（竹内章介君） ちょっと伺っておりましたが、町にあれもせえ、これも

せえ、皆町の責任じゃ、自主防災組織、自治会の行動も町が背中を押せというよう

に聞こえますが、まさに総務部長言いましたように、自分の命をまず守るというこ

と、これ一番の問題ですから、誰が学校の鍵をあけるんだ、責任者は誰ぞというよ

うなことを言うこと自体、じゃあその責任者の方の命はどうでもええという話では

ありませんので、まさに自主防災、自治会がこういう場合にどうするか、学校が避

難できないんであればどこにするか、こういうことを考えていただくと。町が背中

を押さんから、自治会、自主防災の活動に差があるやないかということですが、や

っておる自主防災、自治会は自分たちでやってます。神懸通も早くから誰が誰を助

けるんやということをやってますが、例えば木庄、木庄は毎年自主的に避難訓練、

子供からお年寄りまで含めて自主避難の訓練をやってます、実際にどこへ逃げるか。

今回は、大学の専門家の先生あるいは研究者お二人を呼んで、防災講演会を計画し

てます。木庄地区がです。町がではないんです。その地区が大学の先生を呼んで勉

強せんかということをやってます。やってるとこはやっておるんです。負けんよう

にやってください。イノシシの答弁で町長言いましたように、やったところは生き



残るということだと思うんです。町がああせえ、町が動かんから動かんのじゃでな

しに、さきのバスもそうですけど、町民のバスというなら我々が乗ってやらなんだ

ら、バス潰れるぞというぐらいの気持ちを持っていただきたいというふうに聞いて

おって感じましたので、言わせてください。 

 

○議長（秋長正幸君） 村上議員。 

 

○１１番（村上久美君） 副町長の非常に偏見のある解釈の違いというか、当然住

民も一生懸命その地域で取り組むというふうなことでやるわけですが、やはりばら

つきがあるということも行政はそれをつかんでるわけですから、そこはやっぱり住

民の命を行政としてどう守るかという立場からすれば、その点も連携を話し合いも

密にしていくということがまず大事だというふうに私は言ってるわけで、何もかも

やれとは言ってません。そういう偏った言い方は非常に心外です。ですから、やっ

ぱりそこには町としての情報も住民にきちっと出し切るという姿勢がなかったか

ら、やっぱりお互いの意見が出ません、バスの問題も。ですから、そういう点で今

後住民に対しての協力も十分にやっていくというふうなことも含めて、私は質問し

たというふうに考えておりますので、その点誤解のないようにしていただきたいと

いうふうに思います。以上で質問を終わります。 

 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○議長（秋長正幸君） 12番鍋谷真由美議員。 

 

○１２番（鍋谷真由美君） 私は、４点について質問をいたします。 

 まず１点目ですけれども、風疹の予防接種への助成をということです。 

 風疹は発熱、発疹、リンパ節腫脹を特徴とするウイルス性発疹症です。全国で風



疹患者数が急増しています。国立感染症研究所の発表によりますと、患者数は１万

人を超え、特に子供のころ予防接種を受けなかった成人男性が多く感染しています。

妊娠中の女性が風疹にかかると、胎内感染により先天性風疹症候群という心疾患、

難聴など先天異常のある赤ちゃんが生まれる可能性があるため、大変危険です。平

成 24年からの流行の影響で、平成 24年 10月から 25年８月 25日までに、全国で

17人の先天性風疹症候群の患者が報告され、香川県でも１件、１人報告されてい

ます。先天性風疹症候群を防ぐためには、男女ともがワクチンの予防接種を受けて、

まず風疹の流行を抑制し、女性は感染予防に必要な免疫を妊娠前に獲得しておくこ

とが重要です。しかし、予防接種には保険が適用されないため、混合ワクチンで８

千円から１万２千円程度の自己負担となります。全国の市区町村によっては、予防

接種費用の一部または全額を補助しているところがあります。風疹が大流行したこ

とを受けて、厚生労働省は 2014年度から抗体検査の費用を第１子の妊娠希望者と

そのパートナーを対象に全額補助する方針を決めたとのことです。本町でも、先天

性風疹症候群を予防するため、免疫がない人が受ける予防接種の助成をしてはいか

がでしょうか。 

 

○議長（秋長正幸君） 町長。 

 

○町長（塩田幸雄君） 風疹予防接種への助成についての質問でした。 

 平成 24年から全国で風疹が蔓延し、ことしの６月の時点で累計１万人を超える

流行になっていると承知をしております。小豆島でも、今月４月に１件、６月に１

件の発生がありました。いずれも質問にありました 20代、30代の男性ということ

であります。女性の場合には、制度的な助成が確立してると思いますけど、成人男

子についてはそういう制度がないという問題があるのだろうと思います。 

 風疹の抗体を持たない、あるいは持っていても抗体価が低い妊娠中の女性が風疹



にかかると、先天性風疹症候群という赤ちゃんに難聴、心疾患、白内障、緑内障な

どの障害が起こる可能性があります。こういう状況で、先ほど質問にあったように、

国におきましては来年度予算の中で、成人男性についての風疹の抗体検査費用の補

助をするということを予算編成で議論していると承知しております。 

 問題は、質問にありましたように、抗体検査の結果、抗体がないと判明した場合

の男性の予防接種の費用をどうするかという話でありまして、現行の制度では質問

にあったように自費でということになるわけですけれども、私としては抗体検査の

費用を助成し、その後の肝心の予防接種は任意というのは、論理的に一貫性がない

し、せっかくの制度改正の意味がないと思いますので、国と県が予防接種について

の助成制度をつくることを期待をしますけれども、国とか県が助成制度をつくらな

いのであれば、町単独でやりたいと思います。 

 

○議長（秋長正幸君） 鍋谷議員。 

 

○１２番（鍋谷真由美君） 風疹の流行っていうのは夏場が多いそうなんですが、

今はちょっと減ってきていると、今の時期は。来年に向けての取り組みということ

にはなると思うんですけれども、国は抗体検査の費用の補助ということで、県のほ

うが今どういう状況なのかつかんでおられるのかお尋ねしたいのと、もし国、県が

やらない場合は町がやると言われました。子育て世代の中でも免疫のない人が対象

ということですので、子育て世代の安心を保障するためには費用的にも人数的には

そんな多くはないと思いますので、来年度からそれをやると、やっていただけると

いうことでいいのでしょうか。その点、お尋ねいたします。 

 

○議長（秋長正幸君） 健康づくり福祉課長。 

 

○健康づくり福祉課長（大下 淳君） 現在、香川県におきましても、予防接種に



つきまして助成制度を設けておる市町はございません。県にもそういった助成をす

るかどうかの確認もできておりませんけども、事が事、大きな案件でございますの

で、もし助成がなくても小豆島町で実施をしてまいりたいと考えております。 

 

○議長（秋長正幸君） 鍋谷議員。 

 

○１２番（鍋谷真由美君） 来年度予算で来年度から実施していただけるというこ

とでよろしいでしょうか。 

 

○議長（秋長正幸君） 健康づくり福祉課長。 

 

○健康づくり福祉課長（大下 淳君） 来年度から実施できるように目指してまい

ります。早春から夏場までが流行期の一つでありますので、間に合うように頑張っ

ていきたいと思ってます。 

 

○議長（秋長正幸君） 鍋谷議員。 

 

○１２番（鍋谷真由美君） ありがとうございます。 

 それでは次行きます。 

 ２番目、瀬戸内国際芸術祭の成果と今後の取り組みはということでお尋ねをいた

します。 

 先ほど質問、答弁もありましたが、私もこの夏会期が終わり、小豆島へも８万

4,000人余りの人が来場したということで、多くの人に芸術と島の観光やお接待な

ど楽しんでもらえたことと思います。しかし、地元にとってはどうだったのかとい

うところに少し疑問があります。新しいまちづくりの取り組みの実施や地域住民と

アーティストとの関係をつなぎ、島独自の活動に発展させるとして多額の国際芸術

祭推進事業費が計上されております。現時点で、その経費に見合ったどのような具



体的な成果があったのかということをお尋ねしたいと思います。 

 また、時間によっては臨時バスなど全く空っぽで走っていたとか、仕事に支障を

来すような住民や町職員の動員、お手伝いなど問題点もたくさんあるのではないか

と思いますが、こういった点、検討を改善すべき点も明らかにすべきだと思います

し、そのことを秋会期に向けて生かしていく必要があると思いますけれども、その

点どのようにお考えでしょうか。 

 

○議長（秋長正幸君） 町長。 

 

○町長（塩田幸雄君） 瀬戸内国際芸術祭については、いろんな評価があると思い

ますが、私自身は小豆島全体が元気になる兆しが出ていると思いますし、大勢の人

に小豆島の魅力を知っていただいて、小豆島のこれからの可能性を高めていると思

います。課題が山とあることも十分承知をしています。一過性のイベントにならな

いよう、いろんな課題を克服しながら継続していけるイベントにして、小豆島を元

気にしていくイベントとしていくことを期待をしております。 

 バスですけれども、確かに私も誰も乗ってないバスを見たことがありますけれど

も、いたし方ない面があると思いますが、今後の検討課題であろうとは思います。

住民の皆さんも物すごく協力していただいております。住民、自治会などで話し合

いをして役割分担とか担当を決めてやっていただいておりまして、もう頭が下がる

思いです。職員の人も夏の間大変ですけども、本当に頑張っていただいたと思って

います。課題は課題として受けとめて、今後とも瀬戸内国際芸術祭に全力を尽くし

たいと思います。 

 残余は担当課長なりから説明をさせます。 

 

○議長（秋長正幸君） 企画財政課長。 



○企画財政課長（久利佳秀君） 先ほど町長からも答弁ありましたように、地元で

はお客さんとの接待や交流で元気を取り戻しつつあるのではないかというふうに

感じております。数字では出てこないものですから、そういった感覚的なものにな

りますけれども、現在の成果としてはそういうことではないかと思います。 

 また、バスにつきましても、島内の移動手段ということで臨時バスを設けました。

これにつきましても、必要ということで臨時バスを走らせておりまして、その中で

どうしても空のバスが出てしまう、これはもう時間帯とか接続等で、考慮はしてお

るんですけれども、いたし方ないことかなあと思っております。 

 また、仕事に支障を来す住民や職員の動員ということでございますけれども、住

民に対してはそういった無理な動員はお願いしたというようなことはございませ

んが、中には準備の中の方にはそういった感じをとられた方がおいでたのかもわか

りませんので、また今後の反省にしたいと思います。 

 職員につきましても、瀬戸芸推進室の職員が中心でやっておりますけれども、当

初 21名でやった瀬戸芸の推進室の職員につきましても、随時増員しまして、現在

では 64名になっておりまして、職員になるべく負担がかからないような体制を整

えておりますのでご理解をいただきたいと思います。以上でございます。 

 

○議長（秋長正幸君） 鍋谷議員。 

 

○１２番（鍋谷真由美君） なかなか具体的な成果というのは、今の時点では難し

いかとは思うんですけれども、先ほどもありましたけれども、瀬戸芸の開催場所、

坂手、馬木、福田、三都など地域ぐるみで盛り上げていたところもある反面、全く

関係のない地域の住民にとっては、瀬戸芸に対する活動もまた関心もないという温

度差があることも事実だと思いますけれども、その点は先ほど町長も地道に取り組

んでいくということで、その温度差を埋めて瀬戸芸の成果を全体のものにして、ま



ちづくりに生かしていくというお考えを表明されました。 

 お尋ねしたいのは、各地から小豆島にお客さんが来たということですけども、町

内の人の瀬戸芸への参加状況というのはわかるんでしょうか。 

 

○議長（秋長正幸君） 瀬戸芸推進室長。 

 

○瀬戸内国際芸術祭２０１３推進室長（松本 篤君） 入場者数につきましては、

県のほうから報道発表されたとおりでございまして、そのうち何人が町内の人かと

いうのは把握はしておりません。ですから、島民の方も当然おりますし、ある程度

の方は島内での鑑賞もしていただいてるでしょうし、パスポートの販売状況を見ま

しても、島民パスポートが結構売れてますので、そのあたりで他の島にも参加して

いただいてるものと思っております。ですから、ある程度瀬戸芸については島民の

方には大変ご協力いただいてるものというふうに考えております。 

 

○議長（秋長正幸君） 鍋谷議員。 

 

○１２番（鍋谷真由美君） 感心のある人はパスポートも買ったり、それぞれ休み

の日に自分で出かけていったりしてる人もたくさんおいでると思うんですけど、全

く関心もないし、足もないし、行く機会もないみたいな人も大勢いると思うんです。

私が聞いた話では、瀬戸芸の臨時バスに自分たちは乗れないと思っていた人もいた

んです。それは瀬戸芸のバスだからということも言われて、ちょっと驚いたことが

あったんですけど、そういう町民も大いに利用できるんだという啓発も必要だと思

いますし、例えば町が取り組んでいる行政バスだとか、老人会のような行事とかで

町が補助して、そういう瀬戸芸の現地を回るみたいな、町民にもっとそれを知って

もらうという取り組みも、先ほど住民参加を地道に取り組んでいくということを言

われましたので、そういうことも考えたらどうかなと思うんですけど、いかがでし



ょうか。 

 

○議長（秋長正幸君） 瀬戸芸推進室長。 

 

○瀬戸内国際芸術祭２０１３推進室長（松本 篤君） 今、ご指摘のありました町

政バス、そういったものも検討してまいりたいとは思います。 

 ですから、本当に住民の方、当然温度差はございます。これ、先ほど町長申しま

したように、これは地道な取り組みで皆さんのそういった関心を高めていくことし

かないところでございますが、そのあたりも十分に配慮してまいりたいというふう

に考えております。 

 

○議長（秋長正幸君） 鍋谷議員。 

 

○１２番（鍋谷真由美君） 小豆島町にとっては、本当に大きな費用と時間と人が

投入されている取り組みですので、ぜひそれを成果としてみんなのものにしていく

ということを十分考えてやっていっていただきたいと思います。 

 では、３番目に行きます。 

 まちづくり支援事業についてお尋ねをいたします。 

 22年度から始まった協働のまちづくり支援事業は、福祉のまちづくり支援事業、

生涯学習のまちづくり支援事業、子育ち応援モデル事業と次々に拡大されてきまし

た。これらの支援事業の数とその交付額、また該当人数等、その成果について概略

で結構ですのでお尋ねをしたいと思います。 

 また、この３年間の取り組みの中で明らかになった問題点や今後の取り組みへの

考え方を伺います。 

 それから、財源としているふるさとづくり基金の現在の状況についてもお尋ねを

いたします。 



 

○議長（秋長正幸君） 町長。 

 

○町長（塩田幸雄君） 町長就任以来、協働のまちづくり事業として始めたものが

福祉のまちづくり支援事業とか生涯学習のまちづくり支援事業、子育ち応援モデル

事業といろいろ枝分かれしてきていることについてのご質問であったと思います。 

 枝分かれすることについて、賛否あると思います。私は、本来の一つでいいと思

ってるんですが、やっぱり地域の住民の人からすると、事業のイメージをつかんで

もらう、どんなことをすれば助成があるというイメージをまずはつかんでもらうと

いう意味では、具体的な事業に枝分かれしたほうが効果的ではないかと今のところ

は思ってます。そして、実際の事業がダブったり重複するいろんな形がありますの

で、一番適当と思うところに手を挙げていただいて助成をして頑張っていただくと

いう、そういうイメージです。まずは、住民とか地域ぐるみでいろんな活動をして

ほしいという気持ちで始めた事業ですので、当然のことながら、成功した事業もあ

れば、うまくいかなかった事業、いろいろあると思います。これは、ＮＰＯとか地

域の人に任せるのではなくて、行政の施策に取り組んだほうがいいというものも当

然これから出てくると思います。まだ試行錯誤の段階ですので、いろんな問題が出

ることが当然ですし、そういう中でいいものが育っていくと思っております。 

 具体的な数値については担当課長からご説明をいたします。 

 

○議長（秋長正幸君） 企画財政課長。 

 

○企画財政課長（久利佳秀君） それでは、具体的な数字につきましてご説明させ

ていただきます。 

 まず最初に、ふるさとづくり基金でございますけれども、これは決算書にも載っ

ておりますけれども、平成 24年度末で１億 2,591万５千円の残高がございます。



これを財源にして事業をさせていただいているところでございます。 

 それでは、各事業の実績でございますけれども、まず協働のまちづくり支援事業

でございます。こちらは、防災、防犯に関する活動、また自然環境の保護や景観形

成を図る活動、地域の活性化を図る活動に対して助成を行っております。今までの

実績としましては、平成 22年度で新規組織化が９団体、新規事業着手が３団体の

計 12団体、会員数にしまして 371名で、交付額は 298万９千円となってございま

す。次、23年度では新規組織化 21団体、新規事業着手 12団体の計 33団体、会員

数にしまして 682名に対し、交付額は 748万６千円となっております。24年度で

は、新規組織化７団体、新規事業着手 17団体の計 24団体、会員数 369名に対し

て、交付額は 524万１千円となっております。今年度につきましては、上半期だけ

の採択となっておりまして、新規組織化３団体、新規事業着手 13団体の計 16団体

に対し、会員数 291名ですが、交付決定額が現在のところ 350万円というふうに

なってございます。また、25年度からは申請団体からプレゼンテーションをして

いただいて、事業の趣旨、また継続性についてのより厳密な審査を行っているとこ

ろでございます。 

 次に、福祉のまちづくり支援事業でございますけれども、これは高齢者支援及び

障害者支援、また子育て支援を協働のまちづくり支援事業から独立し、平成 23年

度から開始された事業でございます。23年度では 10団体、360名に対して 235万

６千円を交付しております。24年度では 13団体、770名に対して 402万４千円の

交付しております。今年度は、８月末時点で 17団体、900名に対して 511万４千

円の交付決定をしているところでございます。 

 次に、24年度から始まりました生涯学習のまちづくり支援事業でございますが、

これは青少年の健全育成や芸術、文化、スポーツの振興を目的として行っているも

のでございまして、24年度では 11団体、900名に対して 223万円の交付をしてお



ります。今年度は、現時点で５団体に対して交付決定をしてるところでございます。

こちらについても、今年度からプレゼンテーションによる審査方法をとってござい

ます。 

 最後に、子育ち応援モデル事業でございますが、これは平成 24年度から先進的

なユニークな子育ちを行う団体や個人に対し、補助金を交付しておりまして、平成

24年度では４団体に対して 60万 2,658円を交付してございます。各種事業に対し

ては、延べで約 800名以上の親子が参加したと聞いております。今年度は、昨年度

からの継続３団体を含む７団体から申請があり、現在で 184万円の交付決定をして

おるところでございます。この事業につきましても、プレゼンテーションによる審

査を行っております。 

 いずれの事業にしましても、新たに団体を組織したり、また新たな事業に取り組

むなど自主的な活発な活動の支援につながっているものだと考えております。以上

です。 

 

○議長（秋長正幸君） 鍋谷議員。 

 

○１２番（鍋谷真由美君） さまざまな団体が新たな団体も含めて、自主的に幅広

い活動を行ってきて、成果も出ているということはすばらしいと思うんですけれど

も、この活動の中で町が取り組んでいて、それでこういうまちづくりの活動が行わ

れたことによって町でやらなくてもよくなった事業とか、そういうものはあるんで

しょうか。そういうふうにはならないんですか。 

 

○議長（秋長正幸君） 企画財政課長。 

 

○企画財政課長（久利佳秀君） 基本的には、住民や団体からの申し出によって行

っておる事業でございまして、町の事業をこれでやってくださいというような話に



はなってございませんので、あくまで自主的な事業だと考えております。 

 

○議長（秋長正幸君） 鍋谷議員。 

 

○１２番（鍋谷真由美君） 特に、福祉のまちづくり支援事業の団体名とか見てま

すと、自治会とか老人クラブとか老人会とかが、そういう団体がやっている部分も

あると思うんです。自治会、老人会、婦人会など既成の団体でも取り組める、これ

までも取り組んでいたとか、取り組める内容のもの、つまり新たな組織や予算がな

くても取り組んでいた内容というものがないのか、あるのではないか、そういうも

のはないのかということがちょっと気になったんですけど、そういう観点で中身を

精査する必要もあるのかなと思いますし、これまでの取り組みを生かしていくとい

うことも必要ではないかなと思うんですけど、その点はいかがでしょうか。 

 

○議長（秋長正幸君） 健康づくり福祉課長。 

 

○健康づくり福祉課長（大下 淳君） 福祉のまちづくり支援事業につきましては、

これまで似たような形態の活動も多少なりともあったことは間違いないと思いま

す。ただ、この事業によりまして、新たな団体、組織化したり、あるいは自治会、

婦人会、いろんな団体などを本拠として自主的にそういった活動を展開していく、

少し大がかりといいますか、福祉も自治会のほうで、地域で担っていくという方向

のもとで、積極的に展開をされているものでございます。行政の活動にも限りがご

ざいます。手の届かない細かいところへの配慮は地元でできることでございますの

で、望ましい事業であると考えております。 

 

○議長（秋長正幸君） 鍋谷議員。 

 

○１２番（鍋谷真由美君） 言われたとおりだと思うんですけども、中には老人会



などそういった団体の役員が、もとの団体の基本の取り組みとか事業をまちづくり

支援事業の取り組みだけに矮小化してしまってという本末転倒になっている例も

あるのではないかと、ちらっとそういうことも伺ってるんで、そういうことのない

ように町としても指導をしていただきたいとは思うんですけども、その点はいかが

でしょう。 

 

○議長（秋長正幸君） 健康づくり福祉課長。 

 

○健康づくり福祉課長（大下 淳君） いろんな団体がこれまで活動をされてこら

れまして、この春に団体の方をご案内いたしまして、スキルアップ研修会というこ

とで、これまでの事業報告を皆さんからいただきました。しっかりした内容で、そ

の結果、お互いの切磋琢磨の意識にも火がついたようにも思っておりますし、また

県内外で行われるいろんな研修会にも積極的にご参加をいただいているところで

ございますので、いろんな声もあるかと思いますけども、方向は真っすぐ見据えて

しっかりとやっていただけるものと思っております。 

 

○議長（秋長正幸君） 鍋谷議員。 

 

○１２番（鍋谷真由美君） 答弁によりますと、たくさんの方が参加されて金額的

にもかなりな金額が支出されてると思うんですけど、その事業について今後の取り

組み、この予算がある間は取り組むけれども、予算がなくなったらなくなるという、

事業は３年間ですけれども、その点はどうなんでしょうか。この取り組みを継続し

ていくための指導とか、町の補助がなくなったらやめてしまうということではだめ

だと思うんですけれども、どういうふうにお考えでしょうか。 

 

○議長（秋長正幸君） 企画財政課長。 

 



○企画財政課長（久利佳秀君） 初めにも申し上げましたけれども、この補助事業

自体は組織化、それから事業の継続、そのために３年ないし４年の補助をしている

わけでございますので、基本的にはその間に自立していただくというのが基本だと

思います。ただ、町長が最初に申し上げましたとおり、事業の内容によっては町で

取り組むべきような内容がもしございましたら、引き続きそれは町がやるなり、町

が支援するというような形になる事業も出てくるかと思います。その辺は精査が必

要かと思っております。以上です。 

 

○議長（秋長正幸君） 鍋谷議員。 

 

○１２番（鍋谷真由美君） まちづくり支援事業についても、ちょっと違いますけ

ど、先ほどの瀬戸内国際芸術祭のように取り組んでいる人はそういうふうに取り組

んでいるけれども、全然関係のないところにいる町民もたくさんいると思うんです。

ですから、幅広い町民が参加できるような形での取り組みということで、ぜひ指導

もお願いしたいというふうに思います。 

 最後ですけれども、子供の医療費の無料化の問題です。 

 ４月から中学校卒業まで入院について無料になった、拡大されたということは大

いに評価をし、歓迎するものですけれども、小・中学校で入院するっていう子供た

ちは少ないと思います。これまでのをお聞きしましたら、５名だったということで

すけれども、県下では８月から引き上げた三木町など３市５町が通院、入院ともに

中学卒業までとなっておりますし、丸亀市、多度津町では通院は７歳未満まで引き

上げております。子育ち応援のまちづくりを進める小豆島町として、また安心して

子育てができるまちづくりのために早期治療を行って、病気を重くして経費がかか

るようなことのないように通院への無料化も必要だと思います。この拡大をすべき

だと思いますけれども、いかがでしょうか。 



 

○議長（秋長正幸君） 町長。 

 

○町長（塩田幸雄君） 子供医療費の無料化の対象年齢の拡大につきましては、質

問でも言われましたように、平成 23年度に入院、通院とも小学校就学前までとし、

さらに平成 25年４月からは入院について中学校卒業までを医療費無料とし、対象

年齢を拡大してきました。この通院について、対象年齢を拡大して無料化すべきじ

ゃないかというご意見でありまして、県内の状況を見ましても、市町の単独事業と

して徐々に対象年齢を拡大する傾向にあると認識をしております。したがいまして、

小豆島町でも子育て支援の観点から検討すべき課題ではあると考えてはいますが、

一方で識者の中には安易に病院に行かせるような傾向になるような問題点を指摘

する方もおりまして、いま少しいろんな角度から検討をさせていただきたいと思い

ます。議会の中でもいろんな角度から議論をしていただければと思っております。

現時点では、考えておりません。 

 

○議長（秋長正幸君） 鍋谷議員。 

 

○１２番（鍋谷真由美君） 検討課題ではあるということなんで、できれば急に中

学卒業までは無理でも、７歳までとか８歳までとか少しずつでも引き上げていく、

そういう取り組みを進めていただきたいと思います。 

 それと、やはりこれは町に財政的には大きな負担がかかることですので、本来と

したら国に子供の医療費の無料制度創設を強く求めていただきたいということ、そ

れと県の制度として中学校卒業まで窓口無料にということを、町としても国、県へ

の要望としてぜひ声を上げていただきたいと思いますが、その点はいかがでしょう

か。 

 



○議長（秋長正幸君） 町長。 

 

○町長（塩田幸雄君） 国と県に要望してまいります。 

 

○議長（秋長正幸君） 鍋谷議員。 

 

○１２番（鍋谷真由美君） ぜひ、力を合わせて実現できるようにしていけたらと

思いますので、よろしくお願いします。以上で質問を終わります。 

 

○議長（秋長正幸君） 暫時休憩します。再開は１時からといたします。 

            休憩 午前 11時 51分 

            再開 午後０時 56分 

 

○議長（秋長正幸君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○議長（秋長正幸君） ８番安井信之議員。 

 

○８番（安井信之君） 私は、２つのことについて伺いたいと思います。 

 まず最初に、瀬戸内国際芸術祭以降の取り組みについて、今回の芸術祭は前回に

比べて大盛況のもと終わりを迎えようとしています。小豆島での展開も、前回と比

べて大きく飛躍しています。しかしながら、会期が終わると縮小していくのはやむ

を得ないこととなってきます。今回の会期の中で、地域においては新たな展開が生

まれようとしています。小さな芽を摘み取るのではなく、大きく育てるのがこれか

らの課題だと考えますが、町長のお考えを伺いたいと思います。 

 

○議長（秋長正幸君） 町長。 

 



○町長（塩田幸雄君） 安井議員のご質問にお答えします。 

 議員が言われたように、小さな芽を摘み取るのではなく、大きく育てるというこ

とがまさに課題であると思います。 

 芸術祭期間中としましても、いろんなところでいろんな活動が見られています。

ご存じのように、いろんな地域で自発的にお接待をしたり、道案内をしたり、ある

いは若手の皆さんが芸術家やアーティスト、デザイナーと交流したり、いろんな新

しい芽が出て地域が元気を取り戻しつつあるのではないかと思います。また、小豆

島の魅力をかなり全国、世界に発信できていると思います。また、芸術祭の機会と

いうか、小豆島の魅力が高まってるんだろうと思いますが、若手の皆さん、若い皆

さんの移住が今年度に入っても引き続き前年度に比べて、前年度に増してたくさん

の方が移住をされるようになっておりまして、新しい小豆島の芽が出始めていると

思っておりますので、それを大きく育てていきたいと思っております。 

 午前中の答弁でも申し上げましたように、会期末の 11月４日、５日までの頃に

は、三都半島とか中山、坂手、醤の郷、福田、現在会期をしている場所だけじゃな

くて、小豆島全体、来年、再来年、３年後どういう取り組みをするかというイメー

ジの段階を超えないかもしれませんが、何らかの形、どこかで私自身の考えを発表

したいと思ってます。今、鋭意水面下でいろんな団体、例えば東京芸大とか関西の

クリエーターの人たちとか福武財団とか、いろんなところと相談をし始めておりま

すので、一過性に終わらないよう頑張ってまいりたいと思います。 

 

○議長（秋長正幸君） 安井議員。 

 

○８番（安井信之君） 今回の瀬戸芸の中での滞在作家の中の佐藤君という作家が

いまして、その人やかいは仲間と一緒に新しい試みを地域の中へ入っていって展開

していこうとしております。例えば、それが言うたら、中山の自然美術館というふ



うな銘を打って、自分ら独自で地域のボランティア団体とそういうな展開をしてお

ります。ただ、そのボランティア団体も協働のまちづくり支援で応援をもらいなが

らやってきた経緯もあるんですが、これから協働のまちづくりの部分においては、

使えないような団体が出てきますんで、その辺の維持活動、展開していく上でもい

ろんなボランティアだけではできない部分もあります。町が財政的にかかわっとる

部分の地域においては、それなりの成果が出ていると思いますが、その部分でない

ところで小さな芽が出てきとるような感じで、その作家なりも全国規模でいろんな

ところで美術活動なりをやっておりますので、若手ですから大きくなって有名にな

ってくると、それが小豆島の価値を上げる部分も出てくると思います。その辺の活

動に対して町長なりはどういうふうに考えておられるのかお伺いしたい。 

 

○議長（秋長正幸君） 町長。 

 

○町長（塩田幸雄君） 芸術祭は３年に１度ですけれども、何度も申し上げてるよ

うに、アーティストやデザイナーや、そういう若手の皆さんの活動を通して地域を

元気にするという取り組みは来年も再来年も芸術祭の開催のいかんにかかわりな

く続けようと思っています。それは、三都半島とか中山に限らず、小豆島町全域を

対照にしますので、活動はもういろんな団体やいろんな人のいろんな活動のパター

ンがあるので、今ご指摘のあった佐藤さんの事例で言えば、けさも議論ありました

が、協働のまちづくりとしての展開はとてもよく頑張ってくれたと思います。政策

としてシステム化していく中の一つだろうと思います。佐藤さんに限らず、いろん

なクリエーターとかアーティストが小豆島で活動したいというのは 11月５日以降

たくさんありますので、そういうものをシステム化して応援する形をつくって、来

年度予算にそういうものを盛り込みたいと思っております。 

 



○議長（秋長正幸君） 安井議員。 

 

○８番（安井信之君） 行政のちょっとした応援というような部分が、その地域の

活動にも影響していくと思いますんで、その辺はよろしくお願いしたいと思います。 

 続きまして、教師に対する指導教育について、教育長にお伺いしたいと思います。 

 近年、いじめ、暴力等多くの問題がマスコミで多く報道されています。今回、池

田小学校でも保護者が教師の指導に対して抗議があり、改善策として教師に対して

も指導教育をしていくと伺っています。これは、一部の学校だけではなく、町全体

の学校で考えていく問題と考えます。教育長の考えを伺いたいと思います。 

 

○議長（秋長正幸君） 教育長。 

 

○教育長（後藤 巧君） 安井議員のご質問にお答えします。 

 まず、全国的な傾向として、最近の保護者は学校教育に対して熱心であるがため

に、学校に対する要望も多様になりつつあります。そのことによって、学校現場は

その対応に多くの時間を費やしているのが現状です。私は、学校は子供にとって安

心・安全な場所であり、楽しく生活できる場所でなければならないと考えています。 

 そこで、本町教育委員会といたしましては、管理職に対して児童・生徒が授業規

律の徹底と良好な人間関係の構築が図れるよう、指導、助言を行っております。そ

れを受けて、学校現場におきましては、児童・生徒一人一人を大切にする教育実践

を行うために、全教職員が児童・生徒一人一人の様子を把握するように努めており

ます。 

 具体的には、綱紀の保持と服務規律の徹底におきましては、香川県教育委員会か

らの通達文や香川県教育委員会及び本町教育委員会の指導訪問の場を活用して指

導を行っております。 



 また、授業中における不正行為等の未然防止と早期発見のために、管理職により

校内巡視を行い、教師の指導の様子や学級の様子を本町教育委員会に報告するよう

指示を出しております。万が一、問題が発生したときには、管理職が担任や関係職

員から聞き取りを行い、町教委へ報告させる。町教委は、事実確認後、今後の対応

について管理職へ具体的な指導をする。今後、問題が起こらないよう、管理職や指

導主事の巡回、訪問指導を行い、経過を見守るようにする。いずれにしましても、

本町教育委員会にあっては、服務を監督する立場として、管下の全ての教職員に対

し、みずからの職責の重大さを自覚し、教職員みずから厳しく律するよう指導の徹

底を行いたいと考えておりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

○議長（秋長正幸君） 安井議員。 

 

○８番（安井信之君） 今回の池田小学校の行き違いと、保護者と学校との行き違

いの原因は、発達障害の子に対する教育の方法なりにちょっと保護者と学校との差

異があったというのがもとだというふうに聞いております。そういうふうな中で、

発達障害の子に対する教育の仕方というふうな部分に関しても、昔はそういうな発

達障害というふうな形での認識はほとんどなかったような、私らが小学校のときい

うたらそういうふうな時代やったと思いますが、今はもうある程度明るみになって

きている中で、その養護関係の先生だけではなく、一般の先生たちにもそういうな

分の指導方法、研修的な教育いうんは必要ではないかなと思います。そういうな部

分を町教委、県の職員が先生ですけど、町の義務教育の中ではそういうな部分に関

しても町の教育委員会がかかわっていく事項だと思いますんで、その辺はやっても

らいたいと思うんですが、その辺の考え方をお伺いしたいと思います。 

 

○議長（秋長正幸君） 教育長。 

 



○教育長（後藤 巧君） 今、安井議員さんが言われたの、もっともなことだと思

います。各学校におきましては、特別支援教育コーディネーターというものが各学

校に存在しております。そして、その者を中心として、校内研修を特別支援または

発達障害における指導のあり方ということを校内でも研修しておりますし、県教委

の主催である研修会、またこれも不十分な場合は町としましても研修会等を実施し

て、より深く指導が徹底できるように図っていきたいなと思っております。 

 

○議長（秋長正幸君） 安井議員。 

 

○８番（安井信之君） そういうな研修の機会があれば、言うたら保護者としても

そういうなことを学ぶいうふうな機会を与えるいうふうなことも教育委員会の一

つの働きではないかなと思いますんで、そういうな研修会があれば、その関係、保

護者なりにも聞きに来てくださいというふうな対応をとることが可能かどうか、そ

の辺ちょっとお伺いしたいと思います。 

 

○議長（秋長正幸君） 教育長。 

 

○教育長（後藤 巧君） 保護者の参加、会への参加が可能かどうかということで

すけども、その会の内容によりまして、できることとできないことがあると思いま

す。校内独自のことでしたら、私のほうから、これについては保護者の対象にした

ということはできると思いますし、県の研修会等ではちょっと難しいかと思います

けども、できる範囲でそういうところは保護者にも案内するようにということは強

く要望しておきます。 

 

○議長（秋長正幸君） 安井議員。 

 

○８番（安井信之君） 今回、そういうふうなちょっといろんな行き違いでもめご



とがあったというふうなことは大変残念なことですが、そういうな部分においてち

ょっと強化的な部分で、町としてもそういうな講習会、保護者を含めた形の講習会

というふうなことを企画してもらいたいと思います。以上で私の質問を終わります。 

  

   ―――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○議長（秋長正幸君） 13番中江正議員。 

 

○１３番（中江 正君） 私は、１問だけ質問をいたしたいと思います。 

 瀬戸内海の復権、意見交換の決意は。３年前の 10月７日、オリーブ記念館で開

催、19自治体が参加した「瀬戸内海の復権」と題した意見交換は、香川県の浜田

知事も参加されました。瀬戸内海に航路を持つ自治体のトップが参加し、オブザー

バーで四国整備局、運輸局、瀬戸内・海の路ネットワーク協議会なども参加してい

ました。同じ３年前に開かれた瀬戸内国際芸術祭は、ことし第２回目が開催され、

多くの観光客が来ています。国際芸術祭は、成功に向かって進んでいることを喜ん

でいます。 

 町長は、ブログ八日目の蝉で人口減少問題について日本の動きを 50年先取りし

ていると主張され、多くの重要な問題に取り組んでいる姿勢を評価してます。 

 そこで、海の復権を目指した第２回目の意見交換の計画は予定されているのか質

問します。 

 前回以上に地方が疲弊している中、ポイントを突いた呼びかけが必要だと思いま

す。瀬戸内海の主要な政治課題を再度意見交換で集約し、国や県に広げなくてはな

りません。小豆島だけの問題ではなく、瀬戸内地方の共通していることとして、前

回航路の維持、創設、海を生かした観光振興、高速通信網の活用、瀬戸内の環境保

全の４つの柱を提案しております。問題や取り組むべきテーマを共有化し、一つの



エリアとして一層の振興を図ると共同宣言を採択しています。 

 その後、これからの点検はできているのでしょうか。するとしたら、２回目の意

見交換となりますが、その計画や決意をお聞きしたいと思います。 

 

○議長（秋長正幸君） 町長。 

 

○町長（塩田幸雄君） ３年前の「瀬戸内海の復権」と題した意見交換会は、とて

も意義があったと思っています。その意見交換会では、ご質問にあったように４つ

の提案をしました。１つは、航路の維持、創設、２つ目が海を生かした観光振興、

３番目が高速通信網の活用、４番目が瀬戸内海の環境保全という提案をいたしまし

た。その後、航路の維持、創設については、小豆島について言えば、神戸と坂手間

の定期フェリー航路が復活を見ておりますし、海を生かした観光も芸術祭を中心に

クルージングとか１歩２歩も前進をしていると思います。高速通信網の活用も、小

豆島については光ファイバー網の整備をし、アーティストやＩＴ関連、あるいは知

的レベルの高い産業の可能性、医療水準の向上の道が開けているのではないかと思

います。瀬戸内海の環境保全につきましても、先日瀬戸内海環境保全特別措置法の

40周年のシンポジウムなどの議論を聞いておりますと、このときの意見交換会の

内容がかなり議論され、一つずつ実現をしつつあるのではないかと思っています。 

 ２回目の意見交換会をということなんですが、私自身は正直言ってぜひとも開催

したいと思ってるんですけれども、小豆島のような小さな自治体がやるには事務方

の負担がもうとてつもなく大きいので、現時点で具体的にというところには至って

おりません。 

 それから、来年は瀬戸内海が国立公園になって 80周年という節目の年でもあり

ますので、もういろんな形で瀬戸内海のトップとか関係者が集まる機会があると思

いますので、そういう機会を通して発信していくということも現実的な対応ではな



いかと思っています。 

 ３年前とは大分議論が煮詰まったことがありまして、例えば航路の振興について

は、小豆島と神戸、あるいは小豆島と高松を結ぶフェリーボートなりの建造すると

きに、国庫負担を導入することができるかという点にかなり議論を集約できてます

ので、そういうものについては必ずしも小豆島で開くことが効果的とは言えないの

ではないか、例えば議員会館の会議室で関係の自治体のトップを集めて、国土交通

省なりに要請をするとか、次のステップのやり方はいろいろあるのではないかと思

っています。いずれにしても、第１回目の意見交換会の趣旨でもあった小豆島がリ

ーダーシップをとるという点は、ちゃんと心得ていきたいと思っております。 

 

○議長（秋長正幸君） 中江議員。 

 

○１３番（中江 正君） かなり突っ込んだ答弁をいただきました。器が大きいも

んですから、小豆島ではかなり事務的にも難しいことですけど、一つは航路問題で

国庫負担、これについて少しどういうな方向で、補助金の問題だと思うんですけど、

航路維持法はないんですね。それで、路線バス、生活路線については維持法がある

んですけど、朝からずっと論議になってます制定の問題ですけど、その中で制定は

議会の中でつめていってもらいたいわけですけど、現実にそれが不可能か可能かい

うのはあると思うんです。この瀬戸内の意見交換の中で、19自治体が集まって一

挙に国のほうへ要望できるような議論になればありがたいなあと思っております。 

 それと、４つの柱の中で海を生かした観光振興、これ生活路線、観光バス、貸し

切りバス維持についても、いわゆる陸、海上交通は車で言うと両輪のごとくであり

ます。やはり、小豆島も離島ですから、船が通っても中で観光できる貸し切りバス、

観光バスが路線バスを中心にして生かして観光、貸し切りとかそういうのが走って

いるわけですけど、福祉バスは別として、そのような中で、海を生かした観光振興



の中で陸上交通、これらを含めてお話はできるものかできないもんか、お尋ねした

いと思います。 

 

○議長（秋長正幸君） 町長。 

 

○町長（塩田幸雄君） 来年、瀬戸内海の 80周年ということで、いろんな機会が

あるだろうということもあるんですけれども、実は四国運輸局とかで活躍した旧運

輸省の人たちが東京に帰って中枢のポストを占めてくれてまして、彼らは小豆島の

海の交通とか陸の交通のことを熟知してくれてます。そして、瀬戸内海の島と島と、

陸と島をつなぐ新しい観光もつくらなければいけないというようなことで、要職で

仕事をしてくれてます。私も時々行っては、その皆さんと意見交換してますので、

今議員が指摘されたような航路の問題、それだけじゃなくて陸上交通とセットして

瀬戸内海の観光を考えるとか、ちゃんと国にはそういうことは伝わってると思いま

すし、彼らとも一緒になって考えていこうと思っているところでございます。 

 

○議長（秋長正幸君） 中江議員。 

 

○１３番（中江 正君） 首長が言ようるわけですけど、小豆島は一つにならにゃ

いかんと思うんですけど、やっぱり考え方の相違、土庄町と小豆島町、この間がや

はり完全に一つになってないと僕は思っております。だから、せっかくの機会です

から、土庄町との足並み、これがしっかりしてなければ、土台がしっかりしてなけ

れば、ばらばらでまちまちの要件を言ったりするという可能性もなきにしもあらず

ですから、小豆島が一つになるいうこと、これ町長自身、４年目になるんですけど、

土庄町と歩調を合わす、足並みを合わすいうことは今の時点でどうなんですか、少

し聞きたいと思います、土庄町と歩調を合わす。 

 



○議長（秋長正幸君） 町長。 

 

○町長（塩田幸雄君） 少なくとも、今議論している４つの点、観光とか航路の振

興とかはもう本当に一体となって行動してます。それから、とりわけ観光について

は私自身が小豆島の観光協会の会長という立場に今ありまして、自分で言うのは変

ですけども、旧来に比べて格段に発信力も外部の人の評価も観光政策については認

めていただいているのではないかと思います。 

 

○議長（秋長正幸君） 中江議員。 

 

○１３番（中江 正君） 私はよく土庄町に行くんですけど、ちまたでは何かこう

少し小豆島町に負けとんじゃないん違うかなという声を多く聞くんです。だから、

それなりにやっぱり町は２つあっても一つになった考え方、これを推進することは

僕自身大切でないかなと思っております。 

 瀬戸内海の復権、新たな場所で会を行うそうですけど、ぜひとも塩田町長がリー

ダーシップをとって、これから発揮していただきたいと思います。これで終わりた

いと思います。 

 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○議長（秋長正幸君） ６番森崇議員。 

 

○６番（森  崇君） 私からは２問質問いたしたいと思います。 

 最初に、公共交通の路線バスを守ろう、島民が株主の小豆島ということでお伺い

します。 

 先日の交通問題特別委員会で、中江議員が発言されていましたが、３年前の８月

に私鉄の議員団として高知県に視察に行きました。高知県の路線バス補助制度は、



生活路線、観光路線を問わず補助路線として認めており、香川県も学ぶべきだと思

います。昔は定期バスの便数が多く、坂手線の 20分ごとの運行は地元の利用者だ

けでなく、観光客も便利だと喜んでいました。地元の乗客と観光客をあわせて乗車

密度を上げていました。私は、ここがポイントだと思っています。しかし、そのこ

ろから私鉄バスは斜陽産業と呼ばれていました。バス利用から自家用車の通勤とな

り、観光客も減りました。船と接続していた終便も早くなりました。 

 日本には、公共交通の定義が今もなく、もうからない路線の廃止が続き、泣いて

いるのは免許証を持たない方、年配者や子供たちで、交通難民、買い物難民、限界

集落という言葉も生まれました。 

 私は５年前、ＮＨＫのクローズアップ現代を見て、12月議会で全国 932路線の

バス廃止問題を取り上げました。当時、夕張市が財政破綻し、自治体財政健全化法

が生まれ、補助できなくなった路線バスは廃止となり、年寄りが困っているという

報道でした。 

 ここに、香川県交通機関利用促進協議会が発行した「少し考えてみませんか、ク

ルマと公共交通のこと」という冊子がございます。これでございます。少し考えて

みませんかという冊子なんですけど、琴参バス、大川バス、ことでんバス、鬼ヶ島

観光自動車、小豆島バス運行路線と市町のコミュニティーバスが掲載され、利用を

呼びかけるものでした。別の資料です。高知県のものですけど、高知県交通課、運

輸政策課作成の地図です。人間の血管のように動脈と静脈が網の目のように張りめ

ぐらされています。生活路線と観光路線の違いはわかりません。大切なことは、小

豆島の路線バスは地元の利用者だけでなく、観光地であるということです。寒霞渓

や二十四の瞳映画村や、今は瀬戸内芸術祭で観光客が多く訪れる地域でございます。

香川県交通課に電話して聞きますと、今６市５町で 37系統の路線に補助をしてお

り、とてもやっていけないと琴参バスが二十数年前に路線バスのほとんどを廃止せ



ざるを得なかった三豊市では、11系統ものコミュニティーバスを走らせています。

これは、多分交通空白地域というんが生まれて走らせたと思います。さぬき市は６

系統、高松市と観音寺市と土庄町が４系統、直島町が３系統、丸亀、坂出、三木町、

綾川町と小豆島町、各１系統が補助対象とのことです。路線バスは、人間生活に直

結しています。少子・高齢化、商店の活性化問題など小豆島はその最前線に立って

いると思います。地元の利用者をどうやって増やすのか、紅雲亭行きバスなど観光

客対策も大切です。しかし、町の支援も限界があり、観光会社に任せるレベルでも

ないと思います。国や県の支援を強化するとともに、通勤など企業の理解を求め、

利用率を高める呼びかけ、自家用車のプールも必要だと思います。地方分権といわ

れる時代、香川県の要望は大切だと思います。小豆島は路線バスや航路の存続、強

化は活性化のためにも必須だからです。 

 ９月６日の朝のテレビニュースでは、コトバスの運転手の健康チェックのことが

報道されていました。高速ツアーバス事故以来、行われています。同じ６日の新聞

には、元島バスの補助金不正受給の報道がございました。残念な出来事だと思いま

す。交通基本法も未成立です。３年前、小豆島が中心となった瀬戸内海の復権のと

き、成立すると期待していた交通基本法ですが、当時の案の中には移動の権利とい

うこともありましたが、消えています。 

 路線バスは、人間生活の血管と同じでございます。オリーブや醤油を守り、小豆

島活性化を目指していることに感謝していますが、路線バスはその柱だと思います。

阪神航路が改善され、離島振興法の対象に指定され、改善の兆しも見えている小豆

島ですが、船が着いたのにバスがないようなことがあってはならず、少数でも旅行

を楽しむ島であってほしいと思います。みんなでお金を出し合って、公共交通の路

線バスを守っています。島民はまさに株主だと思います。 

 両町が中心のオリーブバスの取り組みは、私は全国一の体制だと思っています。



2020年のオリンピックは東京に決まりました。希望に向かっていると思います。

前向きの強い決意をお聞きします。 

 

○議長（秋長正幸君） 町長。 

 

○町長（塩田幸雄君） ご質問にありましたように、小豆島が発展、元気になって

いくためには島民の足を守ること、海の交通、陸の交通、両面において足を守るこ

とが絶対条件だと思います。 

 小豆島オリーブバスについては、小豆島バスが路線バス事業から撤退を表明した

ことを受けて、島民の皆様が立ち上がって小豆島町、土庄町、各自治会、地元企業

が中心となって立ち上げたものでありまして、まさに島民がつくり上げた島民が株

主の会社と言えると思います。そのこと自体、誇っていいことだと思いますが、公

共交通をめぐる環境は表現が難しいんですが、緩やかな善意の連合体で乗り切れる

ほど置かれてる環境は生易しくないないと思っています。島民の足を守るためには、

もう少し責任の所在をはっきりさせることが不可欠だと思います。そのやり方には、

民間事業者に任せるというやり方もありますけれども、行政が積極的に関与したコ

ミュニティーバスといった方向に向かう、両方の案があるわけでありまして、速や

かにその結論を得て島民の足を守るようにしたいと思っています。いずれにしても、

小豆島オリーブバスの経営危機の目の前の事態を緊急避難的に解決することが求

められておりますんで、まずはそれをしつつ、並行してそもそも論についてもでき

るだけ早く結論を得たいと思っております。午前中も申し上げましたが、島民の皆

様が公共交通を守るという気持ちで積極的に利用していただくということが何よ

り前提条件になりますので、このようなことについても関係の皆様のご理解とご協

力をお願いできればと思います。 

 



○議長（秋長正幸君） 森議員。 

 

○６番（森  崇君） 午前中に、議員ももっと利用せえということだと思うんで

すけど、きょうも実は迷って、自分は自家用で来たんですけど、確かにそこまで言

うんやったら利用せえと言われたら、もう言いようがないというふうに思っていま

す。 

 そこで、最初に質問した高知県の例です。生活路線バスじゃなくて、観光路線も

補助してますよいうんを３年前にちょっと学んだんですけど、その辺についてどう

思っておられるかということでお聞きしたいと思います。 

 

○議長（秋長正幸君） 町長。 

 

○町長（塩田幸雄君） これはいろんな考え方があると思います。私は一貫して議

員と同じ立場で考えてますが、一方で民間の事業者に路線バスを任せるべきだとい

う強硬な意見もあるやに聞いてます。そこは、よく議論をして結論を得なければい

けないテーマだと思います。 

 

○議長（秋長正幸君） 森議員。 

 

○６番（森  崇君） 今からちょっと報告なんですけど、元運転手でございます。

最初、出勤して点呼するときには健康チェックをします、元気やと、時計、服装、

所持品、これはダイヤですけど、そういう健康第一で、例えば運転中にいうことに

ならんと思います。バスなんですけど、小型化という意見も随分あります。マイク

ロバスで走ってないんか、あんな空で大きいのもったいないと言われますけど、今

のバスというのは左側から乗ります、当然のように。右側に非常ドアがあります。

いざというときにこっちから逃げるんです。ですから、マイクロバスには非常ドア



がありません。ですから、今のバスのよさも随分わかってもらいたいし、低床バス、

僕らのときはもう高かったんですけど、マルキンから乗っとる人が、発泡スチロー

ル持ってきて、踏んでそっから上がってきたと。おばちゃん、何どいな言うたら、

発泡スチロールの台にしとんやということもありましたけど、今は低床バスが多い

と思います。よさもわかってもらいたいと思います。 

 質問なんですけど、免許証の自主返納事業いうんの費用は幾らだったでしょうか。

何人ぐらいだったんでしょう、これ質問でございます。 

 もう一つ、今言ったように返納した方の路線、これは死守してあげなんだら、こ

こでバスがなくなったいうではちょっといかんので、そのことについてお聞きした

いと思います。 

 もう一つ、これはもう随分と専門用語なんですけど、ドアインターロックでござ

います。これは、僕らもある程度知っとったんですけど、これえらい申しわけない

ですが、副町長、もし聞いたことあったら言うてもらいたい。この２つです。 

 

○議長（秋長正幸君） 企画財政課長。 

 

○企画財政課長（久利佳秀君） 高齢者運転免許自主返納支援事業でございますけ

れども、24年度では 60名の申請がございました。延べで 163名の方が申請されて

おります。24年度の決算額で申しますと、764万１千円の支出をしております。

以上でございます。 

 

○議長（秋長正幸君） 副町長。 

 

○副町長（竹内章介君） ドアインターロックということですけど、ドアがあいて

おれば発進しようとしても発進できないと、走行中にドアがあけば、急停止すると

いうシステムだと理解しております。 



 

○議長（秋長正幸君） 森議員。 

 

○６番（森  崇君） 本当に大変難しいと思います、路線バスを守るというのは、

モータリゼーションの関係もありますから。だけど、日本全国で路線バスの問題は

本当に問題になっていると思います。小豆島町として、どっかへ視察に行きたいと、

どこかで学びたいということがあると思うんですけど、どこかありますでしょうか。

もういっぱい苦労しとると思うんですけど。ごめんなさい、今すぐどことは言いま

せんけど、なかったらいいです。 

 

○議長（秋長正幸君） 企画財政課長。 

 

○企画財政課長（久利佳秀君） たちまち視察というふうなことは考えておりませ

んけれども、もしそういう機会があればまたご意見を賜りたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 

○議長（秋長正幸君） 森議員。 

 

○６番（森  崇君） 次、２番目に入りたいと思います。 

 幼稚園や学校などの安全体制についてでございます。 

 最近、幼稚園や小学校、中学校を視察する機会が増え、学校などの実態が見える

ようになりました。その学校の子供たちの姿やわかりやすく工夫して教えている先

生の努力も知ることができ、学校現場の視察をするのは大変よいことだと思います。

ともすれば、表面を見るだけに終わってきた反省も強く感じました。 

 学校によりますけれども、驚くほど傷んでいる校舎なのに、辛抱し過ぎている先

生もいるように思えました。トイレの水が流れないため、使用後、バケツの水で流

していた学校、シロアリの壁をガムテープで覆っている学校、少し以前ですが、校



舎が傾いて卓球の球がころころ転がる学校、そのときの校長先生は校長室も同じで

すと見せてくれました。当時、目がおかしくなるほど斜めになっていました。その

学校の壁はどこをはかっても真っすぐでした。床が傾いており、廊下などのコンク

リートを切っているのを見ましたが、鉄筋が２本必要なのに１本しかありませんで

した。 

 学校校舎の老朽化をよく耳にしますが、一般の家と比べても年数が短く、老朽化

でなく手抜きでないかと思ったりします。公立の学校や病院がうまい仕事にならな

いためには、相当の知識と監視が必要に思います。 

 子供は地域の宝です。子供たちのために必死に頑張っている先生や親御さんの姿

が浮かんできました。特定するのは避けて質問しますが、安全性の問題です。狭い

ために不自由している保育所や幼稚園を見かけます。改善すべきと思うのは、ある

幼稚園の物置が約４メートルもの高いところにあり、階段もなく、真っすぐになっ

た鉄のはしごで転落防止もなく危険でございます。先生や親御さんが高いところに

登らざるを得ないまま、時が過ぎてきたようです。必要なとき、気をつけて作業し

ているのでしょうが、もしもの転落の可能性があり、即刻改善が必要に思いました。

財政的にやむを得ないで放置できない問題だと思います。教育長の考えをお聞きし

ます。 

 

○議長（秋長正幸君） 教育長。 

 

○教育長（後藤 巧君） 子供たちにとって、安全・安心な学校づくりは非常に重

要であります。学校施設等の耐震化については、最優先課題と考え取り組んできて

おります。 

 本町におきましては、新耐震基準に適合しない昭和 56年以前の建築物について、

平成 16年から順次耐震診断を実施し、その結果よって耐震補強工事を行ってまい



りました。幼稚園については、６園で８棟のうち、昭和 56年以前の建築である４

棟について、耐震診断を実施した結果、耐震性があることが確認されております。 

 小・中学校においては、６校 19棟ございますが、内海中学校の改築事業を初め、

全ての学校において耐震補強工事を実施した結果、本年度実施の星城小学校体育館

補強工事が完了する９月末で、耐震化率が 100％になります。 

 また、これまでの学校施設の耐震補強工事において、必要に応じて改修や修繕工

事を実施してきておりますし、24年度には空調設備の整備も実施しており、ある

程度の教育環境は確保できているものと思います。 

 しかしながら、内海中学校を除いて、各施設とも相当の年数が経過した建物でご

ざいますので、今後も必要な改修及び修繕工事を実施していく必要があります。 

 翌年度の予算要求に際しては、これまでどおり各小・中学校、各幼稚園等から施

設の修繕や備品購入等の要望を取りまとめ、教育委員による現地視察を行い、必要

不可欠かつ緊急度の高いものから優先順位をつけて計画的に実施してまいります。 

 ご質問にあります幼稚園については、現在業者に見積もりを依頼し、施工方法に

ついて検討しておりますので、その結果により、早急に対応いたします。 

 一方で、就学前教育検討委員会において、平成 28年度を目標に、幼・保一元化

の検討を行っておりますので、保育所等の施設面での保育環境の確保につきまして

は、いましばらく時間をいただきたいと存じます。 

 また、緊急を要する修繕等が必要となる場合もございますので、補正予算での措

置を含めて、できる限り迅速に対応するなど、子供たちの安全・安心を最優先に考

えて、学校施設等の維持管理に努めてまいります。 

 

○議長（秋長正幸君） 森議員。 

 

○６番（森  崇君） 僕らもほんまにたまにしか行かないんですけど、毎日おる



先生がいろんな実態を知ってると思いますんで、その辺はよろしくお願いしたいと

思います。以上で終わります。 

 
 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○議長（秋長正幸君） ３番大川新也議員。 

 

○３番（大川新也君） 私のほうから２問ほど質問させていただきます。 

 まず最初に、新内海ダムの総事業費はということです。 

 先々月になりますか、６月の県議会環境建設委員会で、細谷県土木部長の答弁で、

新内海ダムの総事業費が当初見込みの 185億円から 63億円圧縮され、122億円と

なる見通しが明らかにされました。それに伴い、国、県、そして町の費用負担が軽

減されるとありました。詳細な内容をもっと町民に公表すべきではないかと思いま

すが、いかがでしょうか。 

 町民の間では、当初示されました総事業費 185億円が、まだそのまま使ったとい

うふうな感情がかなりひとり歩きしているように考えられます。町としても、町の

負担が３億円近い金額だと思いますが、減っていきました。そういうな点から、も

う少し県議会の便りの中には小さく載っておりました。四国新聞にも掲載はされま

した、その記事は。しかし、町民にとってはそこまで見てない方もおると思います。

建設当初、185億円が税金の無駄遣いというふうなことで、かなり強く言われまし

た。そういうふうなことをやっぱり払拭するためにも、町としてあくまでもこれは

見通しですけど、もう少し広報で掲載するとか、そういうな方法がとれるんではな

いかなと。まだ 185億円という数字は頭からのいていませんので、そのあたりの対

応、また圧縮の原因等も新聞または県議会だよりで多少は載っておりましたが、実

際にどれぐらい、本体工事にどれぐらいのところが実際は金額が圧縮されたとか、



地元の土地の賠償の代金がこれぐらいかかったと、圧縮されたとか、63億円とい

う大きな数字ですので、そのあたりをもう少し詳細な説明をいただきたいと思いま

すが、お願いいたします。 

 

○議長（秋長正幸君） 町長。 

 

○町長（塩田幸雄君） 大川議員の質問にお答えをいたします。 

 新内海ダムは竣工式を終え、試験湛水期間にありますけれども、来年の夏前に終

了し、供用を開始する見込みとなっております。 

 町議会を初め、地元の関係の皆様のご理解とご支援により、大変難しい課題であ

りましたが、大事業をなし得ることができましたことを改めてこの場をかりて感謝

を申し上げたいと思います。 

 新内海ダムの事業費につきましては、議員のご指摘のとおり、事業費の大幅な縮

減が見込まれる状況となっております。小豆島町の負担割合は、事業費の 4.8％に

相当する５億８千万円程度となり、当初の想定からしますと、３割程度の縮減にな

る見込みでございます。そのような状況について、町民の方に知ってもらうという

意味では、きょうのようなやりとりは大変有効、有意義だと思いますし、いろんな

機会を通じて新内海ダムがどういう状況なのかということの一つとして、事業費の

相当程度の縮減ができたことも積極的に公表していかなければならないと思って

おります。 

 詳細は担当課長から説明をさせます。 

 

○議長（秋長正幸君） 水道課長。 

 

○水道課長（唐橋幹隆君） 新内海ダムの総事業費の縮減、これにつきましてはこ

とし６月の県議会環境建設委員会の答弁で明らかにされたものであり、６月 25日



に四国新聞が報道したところであります。 

 全ての事業がまだ完了しておりませんので、現段階での総事業費はあくまで見通

しにすぎませんが、総事業費が確定した時点で、県と協議して詳細を公表してまい

ります。 

 次に、総事業費が縮減の理由につきましては、当初事業費を算定した平成 17年

ごろの積算額に比べ、公共投資の変化、デフレによる資材単価が低下したほか、ダ

ム基礎岩盤にセメントミルクを注入して水をとめる止水処理の施工数量の減少、新

技術である造成アバットメントの導入によるダム左岸側の掘削量の減少、またダム

本体工事の入札の結果生じた請負差金などにより、大きく低減できる見込みとなっ

たと、こういうふうに聞いております。以上です。 

 

○議長（秋長正幸君） 大川議員。 

 

○３番（大川新也君） もう少し詳しく数字的なものはわからんですか。賠償金、

地元にどれだけの土地に対する賠償金を払われたとか、本体工事の企業体、飛鳥の

企業体の本体工事は終わりましたから、それへの支払い額とか、そういなことはも

う少し詳しくは出ないですか。 

 

○議長（秋長正幸君） 水道課長。 

 

○水道課長（唐橋幹隆君） 事業はまだ完了しておりませんので、あくまで見込み

ということで説明させてもらいたいと思います。 

 総事業費が約 122億円ということで、内訳につきましては、ダムや周辺整備工事、

これらの工事費として約 70億円、測量や設計などの調査費、これは約 17億円、用

地買収などの費用として約 16億円、附帯道路等の工事費として約 14億円で、残り

が事務費というふうに聞いております。以上です。 



 

○議長（秋長正幸君） 大川議員。 

 

○３番（大川新也君） ありがとうございました。あくまでもこれは見込みという

ことですけど、これを現時点で広報等で公表する考えはあるかないかはいかがです

か。 

 

○議長（秋長正幸君） 町長。 

 

○町長（塩田幸雄君） 見込みとして公表すべきだと思います。 

 

○議長（秋長正幸君） 大川議員。 

 

○３番（大川新也君） 県のほうに聞きますと、ダムの開発ニュースで少し触れる

というふうな話も聞きましたが、ぜひあくまでも見込みですがということで公表い

ただけたら、また議会だよりにも多少は私のほうから載せたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 続きまして、２点目、瀬戸芸への質問ですが、午前中からも３名の方が質問され

ました。私もまた瀬戸芸で同じような答弁になるかと思いますが、よろしくお願い

いたします。 

 瀬戸芸「小豆島まだ夏会期」とはと題しておりますが、９月１日に瀬戸芸夏会期

が閉幕しました。小豆島には、８万 4,000人近くの多くの人が訪れ、にぎわったこ

とと思います。しかし、２日の報道で、「小豆島まだ夏会期」と銘打ち、作品の継

続公開が発表されました。春会期に続き、夏会期の継続の判断はどのあたりでされ

ているのでしょうか。また、議会等にはそういうなお話はなかったと思いますが、

どのあたりで判断されたとお聞きしたいと思います。 

 また、その継続に伴い、多くの問題が発生すると思われます。まずは、警備等の



人件費、また鑑賞料、今までの会期中は鑑賞料を取っておったのが、会期以外です

ので、募金箱に募金を入れていただくというふうなことで、来られた方の公平さが

出てくるんではないかなと。また、職員も当然継続されるということが職員の勤務

体制にも負担がかかってくるんじゃないかなというふうに考えますが、いかがでし

ょうか。 

 また、先日これ企画財政のほうからですか、民話集を冊子にしたやつを送ってい

ただいたんですけど、あれはすばらしいことだなと思います。ちょっと余計かもわ

かりませんけど、あの民話集で、また島の子供たちにあれを一つずつ読んで聞かせ

るような島の昔の歴史を知らせるにはいいことだと思いますんで、つけ加えておき

ますが、以上です。 

 

○議長（秋長正幸君） 町長。 

 

○町長（塩田幸雄君） 瀬戸内国際芸術祭の関係の質問をいただきましたが、現在

も「小豆島まだ夏会期」ということで、作品の公開を続けておりますけれども、こ

の趣旨は今回の芸術祭は小豆島に大変たくさんのすばらしい作品があり、現に公開

できる状態でありますので、せっかくの作品ですので、できるだけ多くの人に見て

いただく、小豆島には９月であれ、６月であれ、大勢の観光客が来られてますので、

そういうせっかく来られた観光客の方が作品を見られないということでなくて、ぜ

ひ作品を見て小豆島を楽しんでいただきたいということとか、あるいは小豆島は会

場が大変広いので、一回だけで全ての作品を見ることはできませんし、会期外です

と、ゆったりと見れるというようなこともありまして、実行委員会の了解も得て、

会期外も公開が可能な作品については公開をしてるということでございます。 

 例えば、福武ハウスとか、馬木キャンプとか、スタジオＬとか、そういうところ

は閉鎖にしておりますし、住民の皆さんがしているお接待のようなことも会期外は



行っておりません。作品の管理とかが必要なんですけれども、基本的には会期中に

雇用している臨時職員の方を継続雇用しております。その人たちのための人件費が

必要になるんですけれども、これらの経費につきましては、当初予算と５月の補正

予算で説明し、計上し、ご議決をいただいているところでございます。鑑賞料につ

いても、期間外をどうするかという問題、大変これ微妙で難しい問題だったんです

けれども、実行委員会と相談しまして、基本は無料で観光振興のための小豆島観光

協会の寄付として扱うことで差し支えないという回答をいただきましたので、その

ようにして行っているところでございます。 

 職員の方には、本当にご苦労かけているんですけれども、会期外についてはでき

るだけ負担がないような配慮もしてるつもりでございますが、詳細は担当課長から

説明を申し上げます。 

 

○議長（秋長正幸君） 企画財政課長。 

 

○企画財政課長（久利佳秀君） まず、期間外の人件費等についてでございますけ

れども、先ほども町長からご説明ありましたように、各港の案内所、それから各作

品展示場所での管理人、そういった方、それから警備、そういった形の雇用、また

業者委託等をしております。それが合計しますと、まだ春会期の 89日間、それか

らまだ夏会期に当たります、この 33日間、合わせまして予算ベースで 2,941万８

千円の予算を見積もっております。 

 次のご質問であります、鑑賞料につきましてですけれども、観光協会のほうの募

金ということでいただいておりまして、まだ春会期分として約 147万９千円、まだ

夏会期としましては、きのうまでですけれども、27万４千円、合わせて 175万３

千円ほどの今現時点では募金をいただいておる状況と観光協会から聞いておりま

す。 



 それから、職員の勤務体制でございますけれども、まだ夏会期中につきましても、

作品の管理、特に坂手のアンガーフロムザボトムにつきましては、機械操作等がご

ざいますので、これにつきましては瀬戸芸推進室の坂手地区の担当者が交代で当た

っておりますのと、土日祝日には推進室でない管理職の者が半日交代で２人体制と

いうふうな形で今当番で当たっております。 

 もう一点、醤の郷の馬木キャンプですけれども、これを土日祝日だけ今あけてい

るようなルールにしております。その際には、瀬戸芸推進室の醤の郷の担当者が１

名、これも交代ですけれども、１名ずつ当番で出るような形にしております。そう

いう形で、職員には多少負担はかかっておりますけれども、朝の質問にもお答えし

ましたが、瀬戸芸推進室の人員を増やすことによって、極力１人の職員には負担か

からないような形で、健康には配慮して当番に当たらせておりますので、ご理解い

ただきたいと思います。以上です。 

 

○議長（秋長正幸君） 大川議員。 

 

○３番（大川新也君） 詳しくありがとうございました。私が言いたいのは、要は

職員、この夏大変暑かったんですけど、そのときに一生懸命瀬戸芸のほうも通常の

業務も頑張られておりました。疲れ切った顔をよく見たのを覚えておりますので、

特に職員の健康管理、お金を、残業手当を払うから、時間外払うからいうんじゃな

しに、やはり職員の健康管理も心が通うような職場にしてほしいなというのを一番

に思います。本当にこの夏は暑かったんで、職員の方は大変だったと思います。そ

れがまた、これまだ夏会期で続くんかなというふうに私も思っておりましたので、

質問させていただきましたが、こういうな人員を増やすとか、そういなことで一安

心しております。以上で質問を終わります。 

 



○議長（秋長正幸君） 以上で一般質問を終わります。 

 暫時休憩します。14時 10分から再開いたします。 

 

            休憩 午後１時 58分 

            再開 午後２時 08分 

 

○議長（秋長正幸君） 再開します。休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第５ 報告第５号 平成２４年度決算における小豆島町健全化判断比率

について 

  日程第６ 報告第６号 平成２４年度小豆島町簡易水道事業特別会計決算に

おける資金不足比率について 

  日程第７ 報告第７号 平成２４年度小豆島町水道事業会計決算における資

金不足比率について 

  日程第８ 報告第８号 平成２４年度小豆島町病院事業会計決算における資

金不足比率について 

  日程第９ 報告第９号 平成２４年度小豆島町介護老人保健施設事業会計決

算における資金不足比率について 

 

○議長（秋長正幸君） 日程第５、報告第５号平成 24年度決算における小豆島町

健全化判断比率についてから日程第９、報告第９号平成 24年度小豆島町介護老人

保健施設事業会計決算における資金不足比率についてまでは相関する案件であり

ますので、あわせて報告を求めます。町長。 

 

○町長（塩田幸雄君） 報告第５号平成 24年度決算における小豆島町健全化判断



比率についてのご説明を申し上げます。 

 報告第５号は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定に

基づき、地方公共団体の財政の健全性をチェックするための４つの健全化判断比率

について報告するものです。 

 なお、報告第６号から第９号につきましては、本町の簡易水道事業特別会計と３

つの公営企業会計の資金不足比率について、地方公共団体の財政の健全化に関する

法律第 22条第１項の規定に基づき報告するものであります。 

 報告内容につきましては、担当課長から順次説明させますので、よろしくお願い

申し上げます。 

 

○議長（秋長正幸君） 日程第５、報告第５号平成 24年度決算における小豆島町

健全化判断比率について内容説明を求めます。企画財政課長。 

 

○企画財政課長（久利佳秀君） 報告第５号平成 24年度決算における小豆島町健

全化判断比率についてご報告申し上げます。 

 上程議案集の２ページをお願いいたします。 

 まず、健全化判断比率４指標のうち、実質赤字比率及び連結実質赤字比率であり

ます。普通会計における標準財政規模に占める実質赤字の比率を示す実質赤字比率

につきましては、実質収支額が黒字となっており、財政健全化計画の基準値 14.7％

以上、財政再生計画の基準値 20％以上には該当しておりません。 

 次に、公営企業会計を含めた全会計の実質赤字額や資金不足額を標準財政規模に

対し、どの程度の比率を占めるているかを見る連結実質赤字比率につきましても、

実質収支額等が黒字となっており、これも財政健全化計画の基準値 19.7％以上、財

政再生計画の基準値 30％以上には該当しておりません。 

 次に、実質公債費比率であります。この指標は、総務省が平成 18年度から導入



した新しい財政指標で、自治体収入に対する借金返済額の比率を示すものでありま

す。その特徴としては、従来の起債許可制限比率には反映されなかった一般会計か

らの特別会計への公債費繰出金も含まれ、各自治体の財務実態をより正確に把握で

きるものとしております。 

 平成 17年度決算におきましては、ご承知のとおり、県下４市町が 18％を超え、

本町におきましても 18.2％ということで、その中に入っていたわけですけれども、

24年度決算ではここにありますように 6.5％となり、17年度に比べは 11.7ポイン

ト、前年度に比べましても 1.1ポイント改善されております。毎年度において改善

が見られるわけですけれども、この要因につきましては、公債費償還の大きなピー

クを越えたこと、また中期財政計画や公債費負担適正化計画に基づき、新規発行額

を抑制したこと、さらには過疎対策事業債や合併特例債など有利な地方債を活用し

た結果であると考えております。 

 次に４つ目、将来負担比率であります。この指標は、地方債残高のほか、一般会

計等が将来負担すべき実質的な負債が標準財政規模に対してどの程度の比率を占

めているかを示すもので、平成 24年度決算におきましては、分子となる将来負担

額から充当可能財源を控除した値がマイナスとなったことから、バーの表示となっ

ております。これは基金残高が増加したことに加え、後年度に交付税措置される地

方債の残高が多いことが主な要因となっております。この指標については、財政健

全化計画の基準値のみが定められておりまして、その基準値は 350％以上となって

おり、基準値を大幅に下回っております。 

 このように、平成 24年度決算において、健全化判断比率につきましては、全て

クリアできており、問題はございません。 

 なお、監査委員の意見につきましては、別冊の財政健全化・経営健全化審査意見

書の１ページから２ページに記載しておりますので、ご参照ください。以上、簡単



ではありますが、平成 24年度決算における小豆島町健全化判断比率についての報

告を終わらせていただきます。 

 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

○議長（秋長正幸君） 日程第６、報告第６号平成 24年度小豆島町簡易水道事業

特別会計決算における資金不足比率について内容説明を求めます。水道課長。 

 

○水道課長（唐橋幹隆君） 報告第６号平成 24年度小豆島町簡易水道事業特別会

計決算における資金不足比率についてご説明いたします。 

 上程議案集の４ページをお開きください。 

 簡易水道特別会計は、一般会計と同様に現金主義会計で、企業会計制度を適用し

ていません。この場合については、歳入から歳出を控除した決算の剰余額から支払

い繰り延べ、事業繰越額を控除し、建設改良費以外に充当させた起債残高を加えた

ものをもって、法非適用の公営企業会計の資金不足額としております。 

 平成 24年度小豆島町簡易水道事業特別会計決算書では、歳入総額１億 4,584万

円の内訳は、１款の使用料及び手数料から８款の町債までの合計でございまして、

歳出総額１億1,869万４千円は１款の総務費から４款の予備費までの合計でありま

す。歳入総額から歳出総額を差し引き、2,714万６千円の黒字となっております。

簡易水道事業においては、支払い繰り延べ、事業繰り越しはなく、また建設改良費

以外に充当させた起債もありませんので、黒字額 2,714万６千円が資金剰余となる

ため、資金不足比率は発生しておりません。以上、簡単ですが説明を終わります。 

 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

○議長（秋長正幸君） 日程第７、報告第７号平成 24年度小豆島町水道事業会計



決算における資金不足比率について内容説明を求めます。水道課長。 

 

○水道課長（唐橋幹隆君） 報告第７号平成 24年度水道事業会計決算における資

金不足比率についてご説明いたします。 

 上程議案集の６ページをお開きください。 

 流動負債 3,687万３千円は、決算書の 12ページ、上から 11行目、流動負債の合

計の数字です。内訳は、(2)の未払金 3,576万 771円と(3)のその他流動負債の 111

万 1,820円で丸めた数字であります。 

 流動資産 16億 2,370万５千円は、決算書 11ページ、下から２行目の流動資産の

額であります。内訳は、(1)の現金預金 15億 8,709万 7,657円から(4)のその他流動

資産までの合計であります。 

 資料に戻っていただき、(8)の 15億 8,683万２千円は、流動資産から流動負債を

差し引いた資金剰余額であります。(10)の額４億 7,079万７千円は、決算書の営業

収益の額から受託工事収益などを差し引いた額で、内訳につきましては(1)給水収益

の４億 6,791万９千円と(3)のその他営業収益のうち、消火栓の 144万９千円、簡

水事務費の 50万円、広域からの公園管理負担金 50万円、手数料の 42万９千円の

合計であります。 

 最後の欄の標準財政規模費の 28.8％は、(8)の資金剰余額の町の標準財政規模 55

億 138万１千円に対する割合であります。資金不足額を事業の規模で除したものが

資金不足率となりますが、水道事業会計では資金不足額がなく、資金不足比率は発

生はしておりません。以上、簡単ですが説明を終わります。 

 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

○議長（秋長正幸君） 日程第８、報告第８号平成 24年度小豆島町病院事業会計



決算における資金不足比率について内容説明を求めます。内海病院事務長。 

 

○内海病院事務長（岡本達志君） 報告第８号平成 24年度小豆島町病院事業会計

決算における資金不足比率等についてご説明いたします。 

 上程議案集の８ページをお開きください。 

 公営企業会計におきましては、流動負債の額が流動資産の額を上回りますと、資

金不足額が生じているということになります。また、資金不足比率は資金不足額を

事業の規模、病院事業の場合は医業収益の額となりますが、それで割ることにより

求められます。 

 したがいまして、小豆島町病院事業会計におきましては、表にありますように、

(1)の流動負債の額１億 4,137万３千円から(2)の流動資産の額５億 7,072万４千円

を控除した額、(6)の額がマイナスの４億 2,935万１千円となっておりまして、流動

資産のほうが多いということになっておりますから、資金不足額は生じておりませ

ん。そのため、病院事業会計におきましては、資金不足比率については該当いたし

ません。以上、簡単ですが、資金不足比率についての説明を終わります。 

 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

○議長（秋長正幸君） 日程第９、報告第９号平成 24年度小豆島町介護老人保健

施設事業会計決算における資金不足比率について内容説明を求めます。老健事務長。 

 

○介護老人保健施設事務長（堀内宏美君） 報告第９号平成 24年度小豆島町介護

老人保健施設事業会計決算における資金不足比率についてご説明をいたします。 

 上程議案集 10ページをお願いいたします。あわせて、介護老人保健施設事業決

算書の９、10ページの貸借対照表をお開きください。 

 表１中、流動負債 902万１千円は、決算書の 10ページ、上から４行目、流動負



債合計の数字でございます。内訳は、未払金 852万 1,047円とその他の流動負債の

50万円でございます。 

 表３中、流動資産２億 6,273万９千円は、決算書の９ページ、下から２行目、流

動資産合計で、内訳は現金預金の２億 1,679万 2,823円と未収金の 4,544万 5,896

円と、有価証券の 50万円でございます。 

 次に、表８の２億 5,371万８千円、この数字は流動資産から流動負債を引いた額

で、資本剰余額でございます。表 10の３億 460万３千円、これは決算書５ページ

の施設運営事業収益合計の数字でございます。 

 最後の欄、標準財政規模費 4.6％、これは８の２億 5,371万８千円が小豆島町の

標準財政規模に占める割合でございます。以上のように、介護老人保健施設事業会

計は資金剰余額があり、資金不足比率は発生しておりません。以上、簡単でござい

ますが、説明を終わらせていただきます。 

 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  日程第１０ 報告第１０号 専決処分の報告について（町の債権の支払請求に

係る訴えの提起及び裁判上の和解について） 

 

○議長（秋長正幸君） 日程第 10、報告第 10号専決処分の報告について（町の債

権の支払請求に係る訴えの提起及び裁判上の和解について）内容説明を求めます。

町長。 

 

○町長（塩田幸雄君） 報告第 10号専決処分の報告についてご説明を申し上げま

す。 

 町の債権の支払い請求に係る訴えの提起及び裁判上の和解について、地方自治法

第 180条第１項の規定により専決処分いたしましたので、同条第２項の規定により



議会に報告するものであります。 

 内容につきましては、担当室長から説明させます。 

 

○議長（秋長正幸君） 出納室長。 

 

○出納室長（谷部達海君） 報告第 10号専決処分の報告についてご説明を申し上

げます。 

 お手元の上程議案集 11ページをお開きいただきたいと思います。 

 報告第 10号につきましては、収納対策室から催告によって小豆島町の債権に属

する病院診療費の納付を求める請求を行ったものの、納付を履行せず、また納付相

談にも応じなかったことから、納付意識が極めて低いと判断し、土庄簡易裁判所書

記官宛てに町の債権に係る支払いを求めた支払い督促を申し立てていたものでご

ざいます。 

 上程議案集の 12ページをお開きいただきたいと思います。 

 まず、１の町の債権の支払い請求に係る訴えの提起についてでございます。 

 支払い督促申し立て日、平成 25年７月 10日。請求の相手方、香川県小豆郡××

×××、××××氏。 

 ３、請求の趣旨。病院診療費 48万 2,540円及び支払い申し立て手続費用 4,430

円を支払うこと。 

 経緯といたしましては、債務者である××××氏に対して平成 25年７月 10日に

支払い督促を申し立てておりましたが、同年７月 30日××氏より、適法な督促異

議申し立てが土庄簡易裁判所へ提出されましたことから、民事訴訟法第 395条の規

定に基づき、支払い督促の申し立て時に訴えの提起があったものとみなされ、通常

訴訟へ移行したものでございます。 

 お手元の上程議案集の 13ページをお開きいただきたいと思います。 



 次に、２の町の債権の支払い請求に係る裁判上の和解についてでございます。 

 先ほど、報告をさせていただきました民事訴訟法第 395条の規定により、支払い

督促の申し立て時に訴えの提起があったものとみなされた町の債権に係る支払い

請求において、通常訴訟への移行後、土庄簡易裁判所において同年９月２日に開か

れた口頭弁論の結果、町の債権額及びその支払い方法等に関し、双方合意の上、和

解が成立したものであります。 

 和解の概要としましては、請求の相手方である××××氏と、滞納する病院診療

費 48万 2,540円と申し立て手続費用及び訴訟移行に伴う経費 6,930円の合計 48

万 9,470円を和解事項のとおり、今後分割で支払いことで和解を行ったものでござ

います。以上のことから、議会の議決により指定された町長の専決処分事項に該当

いたしますので、専決処分を行ったものでございます。以上、ご報告申し上げます。 

 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  日程第１１ 報告第１１号 小豆島町土地開発公社の清算結了報告について 

 

○議長（秋長正幸君） 日程第 11、報告第 11号小豆島町土地開発公社の清算結了

報告について内容説明を求めます。町長。 

 

○町長（塩田幸雄君） 報告第 11号小豆島町土地開発公社の清算結了報告につい

てご説明を申し上げます。 

 第１回定例会で解散の決議をいただきました土地開発公社について、このたび保

有財産等の清算が終了しましたので、議会に報告するものであります。 

 内容につきましては、副町長から説明させます。 

 

○議長（秋長正幸君） 副町長。 

 



○副町長（竹内章介君） 報告第 11号小豆島町土地開発公社の清算結了報告につ

いてご説明を申し上げます。 

 上程議案集の 14ページでございます。 

 小豆島町土地開発公社は、本年１月開催の公社理事会において解散が承認され、

小豆島町議会３月定例会で議決をいただきました。 

 その後の経過ですが、香川県知事に対して解散認可申請を行い、認可を受けまし

て３月 31日付で解散となりました。しかしながら、解散に伴います公社残余財産

の清算が必要であり、理事長でありました副町長を代表清算人とする清算人会をつ

くり、解散公告を行うとともに、債権があれば申し出るよう、２カ月間公告を行い

ました。その結果、債権の申し出はなく、15ページにありますとおり、町からの

出資金 500万円と利息などの積み重ねであります準備金 1,124万 4,533円を合わせ

ました、1,624万 4,533円が残余財産として残り、小豆島町土地開発公社定款第 25

条第２項の規定に基づき、小豆島町に帰属させようとするものであります。このこ

とにつきましては、本日上程されております補正予算の歳入で議決をお願いするこ

とになっております。土地開発公社の経営状況は、書類を作成し、議会に提出する

ことになっておりますが、今回は清算ということで議会への報告事項とさせていた

だきました。以上で説明を終わります。 

 

○議長（秋長正幸君） 以上で報告を終わります。 

 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  日程第１２ 議案第６４号 平成２４年度小豆島町歳入歳出決算認定につい

て 

○議長（秋長正幸君） 次、日程第 12、議案第 64号平成 24年度小豆島町歳入歳



出決算認定についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

 

○町長（塩田幸雄君） 議案第 64号平成 24年度小豆島町歳入歳出決算認定につい

て提案理由のご説明を申し上げます。 

 一般会計及び国保会計などの７つの特別会計並びに３つの公営企業会計の歳入

歳出決算が調製されましたので、地方自治法及び公営企業法の規定に基づき議会の

認定を求めるものでございます。 

 決算の概要につきましては、それぞれ担当部長及び課長から説明させますので、

よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

 

○議長（秋長正幸君） 企画振興部長。 

 

○企画振興部長（大江正彦君） 議案第 64号平成 24年度小豆島町歳入歳出決算認

定についてご説明を申し上げます。 

 歳入歳出の詳細な内容につきましては、例年決算特別委員会が設置されまして、

そちらのほうでそれぞれ関係課から詳細な説明がございますので、私のほうからは

決算の概要について、施策の成果の財政編によりましてご説明を申し上げます。 

 施策の成果の２ページをお開きください。 

 一般会計の決算の状況でありますが、他団体との比較や性質別経費の分析が可能

な決算統計の数値をもとにご説明させていただきますので、一部決算書との数値に

乖離がございますことをまずもってお断り申し上げます。 

 まず、平成 24年度の決算額は歳入総額（ａ）でございますけれども、96億 2,906

万５千円、歳出総額（ｂ）は 89億 2,966万１千円でございます。また、（ｃ）広域

連合に派遣している人件費と広域連合からの人件費負担金 560万９千円、及び（ｄ）

の広域連合から受託して実施する健康診査費用と事業負担金1,030万１千円を歳入



歳出からそれぞれ控除いたしまして、普通会計の歳入総額（ｅ）が 96億 1,315万

５千円、歳出総額（ｆ）が 89億 1,375万１千円となっております。 

 形式収支でございますけれども、（ｇ）でございますけれども、６億 9,940万４

千円で、これから繰越明許した事業の財源（ｈ）の 8,285万７千円並びに事業繰り

越しとなりました財源（ｊ）50万３千円を差し引きまして、決算統計における実

質収支（ｋ）は６億 1,604万４千円の黒字でございます。実質収支のうち、地方自

治法の規定によります基金繰入額につきましては、昨年度と同様に決算上剰余金で

ある実質収支６億 1,604万４千円の２分の１以上の額、今回の場合３億１千万円で

ございますけれども、それを減債基金に積み立てるべく、今回の定例会に補正予算

案を計上いたしております。 

 単年度収支の（ｌ）は、本年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額

でマイナスの２億 4,723万１千円の赤字でございます。この中には、財政調整基金

への積立金 586万４千円が含まれておりまして、実質単年度収支といたしましては、

２億 4,136万７千円の赤字でございます。前年度も 4,136万６千円の赤字でござい

ましたので、実質単年度収支は２年連続の赤字となっておりますけれども、このあ

たりの指標につきましては、前年度の決算に大きく左右されるといったことでござ

いまして、たちまち当該年度の決算のよしあしに直結するものではございませんの

で、現時点では安定的な財政状況が保てているものと考えております。ただ、今後

におきましては、新病院の建設でありますとか、消防庁舎の建てかえ、またし尿処

理施設の改修など非常に大規模な事業が控えておりますし、内海病院の跡地利用、

また小豆島高校の跡地利用、庁舎整備、こういった課題もたくさんございますので、

このあたりが具体化してまいりますと、大きな財政支出が予想されるということで

ございまして、必ずしも楽観視できないというふうに考えております。 

 次に、８ページの財政指標をご覧ください。 



 財政指標につきましては、ご覧いただいたとおり、個々の数値は悪化したものあ

るいは好転したものでございます。極端な変化はございませんけれども、積立金現

在高をご覧いただきたいんですけれども、決算上剰余金の積み立てなどによりまし

て、減債基金の残高が５億 3,483万９千円増加しておりまして、この８ページには

載っておりませんけれども、特定目的基金も含めました基金全体といたしましても、

６億 1,320万円増の 59億 3,168万５千円となっております。このあたりは、決算

書の 240、241ページに各基金ごとの年度内増減や年度末現在高が記載されており

ますので、ご確認いただけたらと思います。 

 一方、地方債現在高でございますけれども、光ファイバー網の整備事業あるいは

坂手港の再度ゲート建設事業、植松都市下水道建設事業など昨年度におきましては

大型事業がございましたので、３億 5,010万円の増となってございます。また、債

務負担行為の翌年度以降支出予定額の、昨年度末にみさき園大規模改修事業の債務

負担行為を設定いたしましたことによりまして、３億 6,909万円の増となっており

ます。平たく申しますと、貯金も増えた一方で、借金も増えたという状況でござい

ますけれども、実質公債費比率が 7.6％から 6.5％に下がっておりますように、有

利な地方債の活用によりまして、実質的な将来負担は抑えられているものと考えて

おります。以上が一般会計の決算の概要でございます。 

 次に、６、７ページの特別会計決算状況の概要について、ごく簡単にご説明を申

し上げます。 

 特別会計は、国民健康保険事業特別会計から簡易水道事業特別会計までの７会計

でございます。実質収支は、収支均衡も含めまして全会計黒字となってございます。

実質の赤字、黒字を見る実質単年度収支は、国保、後期高齢者医療の２会計で赤字

となっております。特に国保会計では、１億 6,547万２千円の非常に大きな赤字で

ございます。赤字幅も前年度の 1.5倍超に拡大傾向にあるということでございます。



これに伴いまして、国保会計の財政調整基金の取り崩しがございまして、この残高

が急速に減少をしておる状況でございますので、このままでは近い将来安定的な事

業運営を続けられなくなることが危惧される状況でありますので、今後非常に注意

を要するものでございます。以上が平成 24年度の一般会計及び７つの特別会計の

決算概要でございます。 

 なお、３つの企業会計の決算状況につきましては、それぞれ担当課長並びに担当

事務長からご説明させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

○議長（秋長正幸君） 水道課長。 

 

○水道課長（唐橋幹隆君） 平成 24年度小豆島町水道事業決算につきまして概要

をご説明申し上げます。 

 別冊の薄い小豆島町水道事業会計決算書の 23ページをおあけください。 

 このページでは平成 24年度小豆島町水道事業報告書といたしまして、業務、建

設改良、経理について記載をいたしております。 

 まず、業務につきましては、年間を通して降雨が少なく、水源である殿川ダム、

内海ダム、粟地ダムとも例年以下の貯水量で推移したことから、吉田ダムからの取

水量を増量することにより、給水を維持することができました。年間総配水量は

226万 590立米で、前年比 1.9％の減となり、有収率は 86％となっており、前年度

を 1.24ポイント改善いたしました。 

 次に、建設改良でございますが、内海ダム再開発事業の利水分負担金を初め、導

水管、送水管、配水管の布設事業、国道や町道の改良時期に合わせた配管の布設が

えなど、効率的な施工を心がけて工事を実施しました。 

 次に、経理についてご説明いたします。 

 収益的収入での税抜きでの総収益は４億 7,641万 8,325円となり、このうち給水



収益は４億 6,791万 9,320円です。前年度に対して 137万 7,337円の減となってお

ります。これは、宿泊施設や工場での使用量が減少したことが一因と思われます。 

 一方、事業費用は４億 1,056万 9,738円で、前年度の決算合計額と比較すると

1,879万 4,586円増加しており、これは平成 23年度に竣工した内海浄水場電気計

装設備の減価償却によるものが主な要因となっております。 

 この結果、当年度純利益は 6,584万 8,587円となりましたので、前年度繰越利益

剰余金１億 957万 448円と合わせて当年度未処分利益剰余金は１億 7,541万 9,035

円となります。 

 次に、資本的収入及び支出については３ページ、４ページでご説明いたします。 

 収入では、第１項企業債、第２項出資金、第３項補助金は内海ダム再開発事業の

利水分負担金などに係るものでございます。 

 第４項の負担金は、かんかけ配水池移転関連の香川県からの補償金と原簡水統合

に充当した起債の償還に係る元本分に対する一般会計からの繰り入れでございま

す。 

 第５項の水道分担金は、新規需要家の加入分担金でございます。 

 また、第６項の長期貸付金返還金は、簡易水道に対する貸付金に対する返還金で

ございます。 

 一方、支出では、第１項の建設改良費は、主なもので内海ダム再開発事業の負担

金、導水管及び配水管の更新に係るものなどでございます。 

 第２項は、過去の借り入れしております企業債の償還金となっております。 

 この結果、支出欄の枠下に記載しておりますように、収入額が支出額に対し不足

する額は過年度分損益勘定留保資金と減債積立金及び当年度分消費税及び地方消

費税、資本的収支調整額で補填いたしました。以上が水道事業会計の概要でござい

ます。 



 なお、翌年度繰越額はダム事業に係る建設改良繰り越しでございます。以上、簡

単でございますが、ご説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

 

○議長（秋長正幸君） 内海病院事務長。 

 

○内海病院事務長（岡本達志君） 平成 24年度小豆島町病院事業会計決算の概要

についてご説明させていただきます。 

 別冊の小豆島町病院事業決算書の 21ページをお開きいただきたいと思います。 

 まず、医療業務ですが、入院患者数は延べ３万 9,974人で、前年度に比べまして

280人、0.7％減少しました。１日平均では 0.5人減の 109.5人となっております。

外来患者数は延べ８万 9,137人で、前年度に比べまして 820人、0.9％増加してお

ります。１日平均では、1.9人増の 363.8人となっております。一般病床の病床利

用率は 56.3％、平均在院日数は 14.5日となっております。また、４月から３年半

ぶりに常勤医師による眼科の診療を再開しております。 

 次に、設備ですが、設備面では電子カルテシステム、自動火災報知設備等を更新

し、診療設備の充実を図っております。また、眼科常勤医師の復帰に伴いまして、

眼科用の手術機器、検査機器を整備しております。 

 続きまして、経理ですが、収益的収支につきましては、総収益が 26億 237万８

千円で、前年度に比べまして 8,630万７千円、3.4％の増収となっております。こ

れは、常勤医師の増加によりまして、手術、検査等が増加し、それに伴って診療単

価も上昇したためであります。 

 一方、総費用は常勤医師の増加に伴う給与費の増加、患者数の増加に伴う材料費

の増加等によりまして、前年度に比べて 5,670万６千円、2.0％増の 28億 2,819万

７千円となっております。この結果、本年度の収益的収支は２億 2,581万９千円の



純損失を計上しております。これは、昨年に比べますと 2,960万１千円改善してお

りますが、これに前年度繰越欠損金を加えました当年度未処理欠損金の残高は 38

億 8,650万８千円となっております。 

 資本的収支につきましては、資本的収入３億 122万７千円に対して、資本的支出

が４億 760万６千円となりまして、収入不足額の１億 637万９千円を消費税及び

地方消費税、資本的収支調整額の 11万１千円及び過年度分損益勘定留保資金の１

億 626万８千円で補填しております。 

 企業債につきましては、医療機器の整備のため、新たに 4,500万円を借り入れ、

２億 5,132万９千円を償還したため、未償還残高は 30億 5,955万３千円となって

おります。現金及び預金の残高につきましては、前年度末に比べ、１億 3,215万２

千円減少し、１億 2,812万７千円となっておりまして、資金不足を回避するために

は経営改善を早急に行って収益の確保を図ることが必要不可欠な状況となってき

ております。 

 大変簡単ではございますが、平成 24年度小豆島町病院事業会計決算の概要につ

きましては以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○議長（秋長正幸君） 介護老人保健施設事務長。 

 

○介護老人保健施設事務長（堀内宏美君） 平成 24年度小豆島町介護老人保健施

設事業会計決算の概要についてご説明させていただきます。 

 別冊の小豆島町介護老人保健施設事業決算書の 21ページをお願いいたします。 

 介護老人保健施設事業報告書でございます。１、総括事項の業務でございますが、

平成 24年度の入所の年間利用者数は２万 1,970人で、前年度に比べまして 11人減

少しました。１日平均利用者数は 60.2人で、前年より 0.1人の増となっておりま

す。これは、23年度はうるう年であったためです。通所、デイケア利用者は年間



利用者数が 4,474名で、前年度に比べまして 241人減少しております。１日平均利

用者数は 19.3人で前年より 0.4人の減となっております。この主な要因は、ノロ

ウイルス感染者が発生し、マニュアルに沿い、デイサービスを中止したことによる

ものでございます。 

 次に、経理についてご説明いたします。 

 収益的収支は、通所利用者の減により、総収益が３億 654万 3,482円となり、前

年度と比べ 0.25％、75万 4,030円の減となっております。一方、総費用は３億 2,206

万 5,215円、前年度と比べ 0.16％、52万 2,867円の減となっております。この結

果、当年度純損失は 1,552万 1,733円となっております。前年度繰越利益剰余金

2,477万 8,263円と相殺し、当年度未処分利益剰余金は 925万 6,530円となってお

ります。 

 続きまして、決算書３、４ページをお願いいたします。 

 資本的収入及び支出につきましてご説明いたします。 

 収入はございません。 

 支出は、企業債償還金の 2,466万 8,385円でございます。資本的収入額が資本的

支出額に不足する額 2,466万 8,385円は、過年度分損益勘定留保資金で補填いたし

ました。以上、まことに簡単ではございますが、平成 24年度小豆島町介護老人保

健施設事業会計決算の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

 

○議長（秋長正幸君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（秋長正幸君） 質疑がないようですから、質疑を終わります。 

 お諮りします。 



 本件については８名の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付

託の上、閉会中の継続審査にしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（秋長正幸君） 異議なしと認めます。よって、本案については８名の委員

をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、閉会中の継続審査と

することに決定されました。 

 お諮りします。 

 ただいま設置が決定されました決算特別委員会の委員の選任については、委員会

条例第７条第１項の規定により、議長が会議に諮って指名するということになって

おります。委員８名の選任方法については、さきの議会運営委員会で協議の結果、

総務建設常任委員会から４名を、教育民生常任委員会から４名をそれぞれ選任して

いただくということになりましたので、その者を委員に指名したいと思いますが、

これにご異議ありませんか。 

 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（秋長正幸君） 異議なしと認めます。よって、決算特別委員会の委員の選

任については、総務建設常任委員会及び教育民生常任委員会からそれぞれ４名を選

任することに決定されました。 

 ただいまから休憩をとりますので、休憩中に各常任委員会を開催し、それぞれ４

名の選任をお願いします。なお、総務建設常任委員会は委員会室、教育民生常任委

員会は議員控室を使用してください。 

 また、各常任委員会の委員長は、委員が決まりましたら、お手数ですが私のとこ

ろまでご報告願います。 



 暫時休憩します。 

 

            休憩 午後２時 51分 

            再開 午後２時 57分 

 

○議長（秋長正幸君） 再開します。休憩前に引き続き会議を開きます。 

 休憩中に決算特別委員会委員の選任が行われましたので報告します。 

 総務建設常任委員会からは藤本傳夫議員、森口久士議員、植松勝太郎議員、谷康

男議員の４名が、教育民生常任委員会からは渡辺慧議員、安井信之議員、中江正議

員、鍋谷真由美議員の４名がそれぞれ選任されたことの報告がありましたので、以

上の８名を決算特別委員会の委員に指名します。 

 たびたび休憩をとって申しわけありませんが、暫時休憩をします。 

 休憩中に、ただいま決まりました決算特別委員会の委員の皆さんは、恐れ入りま

すが委員会室で正副委員長の互選をお願いします。なお、正副委員長が決まりまし

たら、委員長はお手数ですが私のところまでご報告願います。 

 それでは、暫時休憩します。 

 

            休憩 午後２時 58分 

            再開 午後３時 00分 

 

○議長（秋長正幸君） 再開します。休憩前に引き続き会議を開きます。 

 休憩中に決算特別委員会を開催し、正副委員長が選任されましたのでご報告しま

す。 

 決算特別委員会の委員長に藤本傳夫議員、副委員長に渡辺慧議員、以上のように

決まりましたことを報告します。 

 なお、審査報告は 12月定例会でお願いします。 



 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  日程第１３ 議案第６５号 小豆島町みさき園大規模改修工事に係る工事請

負契約について 

 

○議長（秋長正幸君） 次、日程第 13、議案第 65号小豆島町みさき園大規模改修

工事に係る工事請負契約についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。

町長。 

 

○町長（塩田幸雄君） 議案第 65号小豆島町みさき園大規模改修工事に係る工事

請負契約について提案理由のご説明を申し上げます。 

 し尿処理施設の大規模改修工事の実施に当たっては、総合評価方式による一般競

争入札により、請負業者を選定しました。 

 今回選定した業者との請負契約の締結に当たり、地方自治法第 96条第１項第５

号の規定により議決を求めるものであります。 

 内容につきましては、担当課長から説明させますので、よろしくご審議のほどお

願い申し上げます。 

 

○議長（秋長正幸君） 環境衛生課長。 

 

○環境衛生課長（樋元一郎君） 議案第 65号小豆島町みさき園大規模改修工事に

係る工事請負契約についてご説明いたします。 

 上程議案集 17ページをお開きください。 

 提案理由でございますが、し尿処理場みさき園におきまして、老朽化している機

器類の更新及び処理棟の耐震補強等により、施設の延命化を図るとともに、処理方

式の変更により、水質の向上を図ることを目的に実施する大規模改修工事の請負金



額が５千万円以上となりますことから、小豆島町条例第 46号及び地方自治法第 96

条第１項第５号の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

 ２、契約の方法は総合評価方式による一般競争入札による契約。 

 ３、契約の金額は５億 1,450万円、うち消費税額が 2,450万円となっております。 

 ４、契約の相手方といたしましては、大阪府高槻市芥川町１丁目７番 26号、株

式会社クリタス西日本支社、西日本支社長、河村秀典となっております。 

 １枚めくっていただきまして、18ページをお開きください。 

 工事概要書であります。 

 ４、工期につきましては、始めを町の指定する日としており、今議会で承認をい

ただいた日から終わりは平成 27年３月 31日までとしております。 

 ５、工事の概要につきましては、現在の好気性消化処理方式から膜分離高負荷脱

窒素処理方式への変更に伴います機器の新設を予定しております。また、使える機

器については使ってまいりますが、老朽化している機器については更新をする予定

にしております。 

 次に、処理棟につきましては、昭和 52年当時の耐震基準で建設されております

ので、耐震工事を施工する予定にしております。さらに、管理棟につきましては、

昭和 41年の初代処理場のときのブロック積み建築でありますので、新たに建てか

えをする予定にしております。 

 ６、入札参加業者につきましては、株式会社クリタス１社でございます。以上、

簡単ではございますが、説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたしま

す。 

 

○議長（秋長正幸君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。11番村

上議員。 

 



○１１番（村上久美君） 18ページのところの５、工事概要ですが、それぞれの

工事についての内容、金額をお願いします。 

 

○議長（秋長正幸君） 環境衛生課長。 

 

○環境衛生課長（樋元一郎君） 資料を持ってきておりますけど、ちょっと出すの

に時間をいただきたいと思います。 

 

○議長（秋長正幸君） 環境衛生課長。 

 

○環境衛生課長（樋元一郎君） 細かいことはちょっと省かせていただきますけど

も、まず機械設備工事があります。これは受け入れ貯留槽等の設備工事の改修であ

ります。それから、主処理設備の改修工事、それから高度処理設備の改修工事、消

毒設備の改修工事、汚泥処理設備の改修工事、それから脱臭設備の改修工事、取水

設備の改修工事でございます。それから、配管設備の工事があります。 

 それから、３番としまして、電気計装設備の工事があります。４番、土木建築工

事があります。それから最後に、仮設とか切り増し工事の設備の工事がありまして、

まず機械設備工事につきましては小計が１億 3,097万 9,180円、それから配管設備

工事につきましては 2,671万 8,460円、それから電気計装設備工事につきましては

9,440万 4,040円、土木建築工事につきましては１億 3,3…… 

 

（11番村上久美君「済いません」と呼ぶ） 

 

 はい。 

 

（11番村上久美君「ここに提案してる一式全部ありますね」と呼ぶ） 

 ああ。 

 



（11番村上久美君「それに基づいて合計で言ってください。処理方式変更に伴う

機器の新設一式で幾らか、老朽化に伴う機器の更新一式で幾らか、処理棟の耐震改

修一式で幾らか、管理棟の建てかえで幾らか」と呼ぶ） 

 

 済いません、この議案に出ております一式については、ちょっと分け方が見積も

りとは違っておりまして、集計をちょっといたしておりませんので申しわけありま

せんけど、また集計してお知らせしたいと思います。 

 

○議長（秋長正幸君） 11番村上議員。 

 

○１１番（村上久美君） 資料等については、また後でお願いしたいと思います。 

 こういうふうな工事概要で、それぞれ４つの項目に分けて書いてあるものですか

ら、それに伴った金額を求めたわけです。ですから、そのような準備は前もってし

ておいてほしいというふうに思います。 

 

○議長（秋長正幸君） ほかに質疑はありませんか。12番鍋谷議員。 

 

○１２番（鍋谷真由美君） 契約の方法が総合評価方式による一般競争入札による

契約となっていますけれども、総合評価方式というのがどういうことなのかという

ことと、参加業者が１社だけっていうのはなぜなのか、特殊な仕事なのか、全国に

はそういう業者かいないのか、その辺をお尋ねいたします。 

 

○議長（秋長正幸君） 環境衛生課長。 

 

○環境衛生課長（樋元一郎君） まず、最初の質問の総合評価方式ですけども、地

方自治法施行令の 167条の 10の２の規定に基づき、価格、その他の条件が町にと

って最も有利なものをもって申し込みをした者を落札者とする方式でありまして、



価格だけではなく、技術提案等の内容も審査して落札者を決定するという方式であ

ります。 

 それから、２点目の１社でいいのかという話ですけども、一般競争入札による方

式においては、要件さえ満たせば誰でもが入札に参加できる機会を入札公告という

段階で与えております。今回、結果として１社のみの入札でありましたけども、そ

れは結果論でありまして、競争性は十分に確保されていると判断しております。と

いうことで、ほとんどの官公庁でも１社入札を有効としており、本町においても有

効であると考えております。以上でございます。 

 

○議長（秋長正幸君） ほかに質疑はありませんか。14番中村議員。 

 

○１４番（中村勝利君） 工事概要の処理棟の耐震改修、それから管理棟の建てか

え、これ地元の業者をぜひ使うようにお願いしたいんですけども、どんなんでしょ

うか。 

 

○議長（秋長正幸君） 環境衛生課長。 

 

○環境衛生課長（樋元一郎君） 今の質問についてですけど、これから今後工事の

施工について協議してまいります。それで、そういう要望につきましては、クリタ

スのほうへ述べたいと考えます。以上です。 

 

○議長（秋長正幸君） ほかに質疑はありませんか。 

 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（秋長正幸君） 質疑がないようですから、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

 



            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（秋長正幸君） 討論なしと認めます。討論を終わります。 

 これから採決します。 

 議案第 65号は原案どおり決定することにご異議ありませんか。 

 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（秋長正幸君） 異議なしと認めます。よって、議案第 65号小豆島町みさ

き園大規模改修工事に係る工事請負契約については原案どおり決定されました。 

 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  日程第１４ 議案第６６号 小豆島町公益的法人等への職員の派遣等に関す

る条例について 

 

○議長（秋長正幸君） 次、日程第 14、議案第 66号小豆島町公益的法人等への職

員の派遣等に関する条例についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。

町長。 

 

○町長（塩田幸雄君） 議案第 66号小豆島町公益的法人等への職員の派遣等に関

する条例について提案理由のご説明を申し上げます。 

 本町が出資する株式会社への人的援助に当たって、職員派遣に関する条例を新た

に定めようとするものであります。 

 内容につきましては、担当部長から説明させますので、よろしくご審議のほどお

願い申し上げます。 

 

○議長（秋長正幸君） 総務部長。 



 

○総務部長（空林志郎君） 議案第 66号小豆島町公益的法人等への職員の派遣等

に関する条例についてご説明を申し上げます。 

 上程議案集の 19ページをお願いいたします。 

 本条例につきましては、もとになる法律は公益的法人等への一般職の地方公務員

の派遣等に関する法律ですが、この法律は地域における人材の有効活用を通じた行

政と民間の適切な連携協力により、諸施策の推進のためには地方公共団体からの職

員派遣が必要であり、その適正化及び手続等の透明化、職員の身分取り扱い等の明

確化のために制定されたものでございます。 

 この法律には、地方公務員の公益法人等へ派遣制度と営利法人への退職派遣制度

の２つの制度を設けております。そして、法律の中で、それぞれの市町村が条例で

必要な事項を定めることによりまして、それに基づき職員を派遣することができる

こととなっております。 

 それでは、条文ごとに説明をいたします。 

 第１条は趣旨規定で、この条例はそちらにありますように、法律の第２条第１項

から第 12条第１項それぞれに関し、必要なことを定めるとしております。 

 第２条は、公益的法人であります一般社団法人、一般財団法人、一般地方独立行

政法人などで、人的援助を行うことが必要であるものを規則で定めて職員を派遣す

ることと定めております。 

 第２項では、除外される職員を定めております。 

 第３項では、職員派遣に際し、講習その他勤務条件及び派遣先で従事すべき業務、

職員派遣の期間、当該職員の職務への復帰に関する事項、これ以外で防止すべき事

項といたしまして、そちらのほうで第１号として、派遣職員の福利厚生に関する事

項、第２号で派遣職員の業務従事状況の連絡に関する規定をしております。 



 次の 20ページの第３条でございますけれども、派遣職員の職務への復帰につい

て、どのような場合に復帰するかを規定をいたしております。 

 第４条は、派遣職員の給与支給は通常派遣先団体が支給いたしますが、従事する

業務が地方公共団体の委託を受けている業務などの場合、地方自治体から給与を支

給することができるという規定でございます。 

 第５条は、派遣先において負傷、疾病などにより公務員に復帰した場合において、

その後も休職状態になった場合は、その期間中、給与の全額を支給する規定となっ

ております。 

 第６条は、派遣職員が復帰時の処遇に関し、他の職員との均衡を考慮して必要な

調整を行うことを規定したものでございます。 

 第７条は、企業職員または技能職員が派遣職員となった場合で、その業務が地方

公共団体の委託を受けて行う業務などの場合には、給料、扶養手当、住居手当及び

期末手当に限って、地方公共団体から給与支給ができる規定となっております。 

 第８条は、職員派遣の状況、職務の復帰後の処遇を町長に報告する規定でござい

ます。 

 第９条以降でございますが、こちらのほうが営利法人への退職派遣制度に関する

規定となります。今回のこの条例制定の趣旨に係る部分でございます。 

 第９条は、小豆島町が出資している株式会社のうち、その業務の全部または一部

が地域の振興、住民生活の向上、その他公益増進に寄与するとともに、小豆島町の

事務または事業と密接に関係を有するものであり、かつ小豆島町が人的援助を行う

ことが必要である法人、これを特定法人と申しますけれども、これに小豆島オリー

ブバス株式会社を指定しているものでございます。 

 第 10条は、退職派遣を除外される職員を定めております。 

 第 11条は、退職派遣職員を小豆島町の職員として復帰させる場合の規定で、そ



の職員が特定法人の業務に従事すべき期間が満了した場合のほか、そちらに規定を

いたしております。 

 第 12条は、復帰させられない場合の規定で、退職派遣職員が刑法その他の法令

の規定に反し、職員であったならば懲戒免職処分を受けるような場合には、復職で

きないという規定としております。 

 第 13条は、派遣を受ける特定法人との間での取り決めについて、退職派遣職員

の報酬、その他の勤務条件、法人における業務内容、従事すべき期間、これ以外に

そちらで規定をいたしておりまして、職員の福利厚生と業務従事の状況の連絡に関

する事項でございます。 

 第 14条では、特定法人への退職派遣職員の公務災害、通勤災害を認める規定で

ございます。 

 第 15条は、退職派遣職員が復帰時の処遇に関し、他の職員との均衡を考慮して、

必要な調整を行うことを規定したものでございます。 

 第 16条は、特定法人での退職派遣職員の状況、職務に復帰後、処遇を町長に報

告する規定でございます。 

 附則で、この条例は平成 25年 10月１日から施行することといたしております。

以上で条例の説明を終わります。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げ

ます。 

 

○議長（秋長正幸君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。12番鍋

谷議員。 

 

○１２番（鍋谷真由美君） 前に、説明の中で３年が限度だという説明があったん

ですけど、そのことっていうのはこの条例とか法律には出てこないでしょうか。 

 



○議長（秋長正幸君） 総務部長。 

 

○総務部長（空林志郎君） その件に関しましては、法律のほうで規定をされてお

りまして、この条例につきましてはその法律を補完するようなことを定めておると

いうことでございます。法律のほうで３年ということを明記されております。 

 

○議長（秋長正幸君） 12番鍋谷議員。 

 

○１２番（鍋谷真由美君） ここに、根拠法令の抜粋がありますけど、ここに抜粋

されていない部分にあるということなんでしょうか。 

 

○議長（秋長正幸君） 総務部長。 

 

○総務部長（空林志郎君） はい。ちょっとここの抜粋の部分には入っておらない

と思います。 

 

○議長（秋長正幸君） ほかに質疑はありませんか。３番大川議員。 

 

○３番（大川新也君） これはオリーブバスの話ですから、現在の、どなたが行く

かはここでは発表はまだされないんですか、その職員。もうこれ 10月１日からで

すから、もう決まっとかないかんのじゃないかなと思うんと、もう一点は現在その

方、派遣される方の給与がオリーブバスのほうへ派遣されて上がるもんかどうか、

その給与的な、代表取締役になるんですから、そのあたりの現在の給与と同等では

ないんですね。そういなところはどういな考え方なんでしょうか。 

 

○議長（秋長正幸君） 副町長。 

 

○副町長（竹内章介君） 人選につきましては、本町も土庄町も今人選の作業をし



ておるところでございます。それから、処遇につきましては、ご承知のとおり、小

豆島オリーブバス株式会社は役員報酬は０円でございます。今、無報酬の役職員ば

っかりでございますが、当然、今回派遣いたします職員が向こうに役職につけば役

員報酬は出します。バス会社にそれだけの力はございませんので、両町がそれぞれ

負担してあげないといけないと思っておりますが、今のまんまの給与体系で送り出

すには少しかわいそうだと思っておりますので、何らかの措置をしたいというふう

に考えておりますが、まだ発表できる段階ではございません。 

 

○議長（秋長正幸君） ３番大川議員。 

 

○３番（大川新也君） これ 10月から新しく始まるんでしょ。もう今９月中過ぎ

てますけど、まだ人選中なんですか、両町とも。 

 

○議長（秋長正幸君） 副町長。 

 

○副町長（竹内章介君） 当然、この人しかないという方と現在協議調整中です。 

 

○議長（秋長正幸君） ほかに質疑はありませんか。 

 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（秋長正幸君） 質疑がないようですから、質疑を終わります。 

 本案については、総務建設常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議

ありませんか。 

 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（秋長正幸君） 異議なしと認めます。よって、議案第 66号小豆島町公益



的法人等への職員の派遣等に関する条例については総務建設常任委員会に付託す

ることに決定されました。 

 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１５ 議案第６７号 平成２５年度小豆島町一般会計補正予算（第３

号） 

  日程第１６ 議案第６８号 平成２５年度小豆島町介護保険事業特別会計補

正予算（第１号） 

  日程第１７ 議案第６９号 平成２５年度小豆島町水道事業会計補正予算（第

１号） 

  日程第１８ 議案第７０号 平成２５年度小豆島町病院事業会計補正予算（第

１号） 

 

○議長（秋長正幸君） 次、日程第 15、議案第 67号平成 25年度小豆島町一般会

計補正予算（第３号）から日程第 18、議案第 70号平成 25年度小豆島町病院事業

会計補正予算（第１号）までは相関する案件でありますので、あわせて提案理由の

説明を求めます。町長。 

 

○町長（塩田幸雄君） 議案第 67号平成 25年度小豆島町一般会計補正予算（第３

号）について提案理由のご説明を申し上げます。 

 一般会計において、追加補正をお願いします額は５億 5,021万１千円でございま

す。 

 補正の内容といたしましては、議会費 10万９千円、総務費３億 7,709万円、民

生費 7,581万８千円、衛生費 4,149万５千円、農林水産業費 1,508万６千円、商工

費 2,372万２千円、土木費 255万円、教育費 1,334万１千円、災害復旧費 100万



円となっております。 

 詳細につきましては、担当部長から説明させます。 

 なお、議案第 68号介護保険事業特別会計補正予算（第１号）、議案第 69号水道

事業会計補正予算（第１号）及び議案第 70号病院事業会計補正予算（第１号）に

つきましても、順次担当部長、課長から説明させますので、よろしくご審議のほど

お願い申し上げます。 

 

○議長（秋長正幸君） 日程第 15、議案第 67号平成 25年度小豆島町一般会計補

正予算（第３号）の内容説明を求めます。企画振興部長。 

 

○企画振興部長（大江正彦君） 議案第 67号平成 25年度小豆島町一般会計補正予

算（第３号）についてご説明申し上げます。 

 上程議案集の 25ページをお開き願います。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正でございます。既定の歳入歳出予算の総額にそれ

ぞれ５億 5,021万１千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 86億 9,729万

５千円とするものでございます。 

 第２条は、地方債の追加及び変更でございます。 

 28ページの第２表地方債補正をご覧ください。 

 上側の表、追加分の１、上段は国土交通省の補助を受けまして、超小型モビリテ

ィ、要は２人乗りの電気自動車でございますけれども、これを観光レンタカーとし

て試験的に運用する事業の財源といたしまして、過疎対策事業債のソフト分 340

万円を借り入れるものでございます。 

 下段のほうは、旧二生幼稚園を障害者のグループホームとして活用するに当たり

まして、施設整備の財源として合併特例債を借り入れるものでございます。どちら

も元利償還金の 70％が交付税措置される有利な起債でございます。 



 下側の表の変更分につきましては、内海ダム再開発事業の事業費が増額となった

ことに伴いまして、出資債の借入額を 320万円に増額するものでございます。こち

らは、元利償還金の 50％が交付税措置をされます。 

 続きまして、補正予算の内容をご説明申し上げます。 

 議案集末尾に添付しております平成 25年度小豆島町一般会計補正予算（第３号）

説明書の５ページ、６ページをお開き願います。 

 まず、歳入の補正でございます。 

 14款国庫支出金、２項１目１節総務費補助金 6,524万９千円であります。説明

欄１の超小型モビリティ導入促進事業補助金につきましては、地方債補正のところ

でも触れましたけれども、国の 24年度補正予算に盛り込まれました超小型モビリ

ティ導入促進事業について、国庫補助金の交付決定がございましたので、これを受

け入れるものでございます。なお、事業内容は歳出でご説明いたします。 

 説明欄２は、国の平成 24年度１次補正による緊急経済対策として追加内示を受

けました公共投資の地方負担額に応じまして、地域の元気臨時交付金が交付される

ものであります。歳出側では、グループホーム整備事業及び坂手港高潮対策事業に

充当するものでございます。 

 14款２項６目１節小学校費補助金 205万円及び２節中学校費補助金 68万３千円

につきましては、町内の小・中学校が実施する理科教材備品等の購入に対して、２

分の１の補助金が交付されることとなったものでございます。 

 14款３項２目１節社会福祉費委託金 44万９千円につきましては、国民年金被保

険者の資格取得届け出につきまして、従来の書類送付が本年４月から光ディスクの

送付で済むようになったことから、それに伴う電算システムの改修費でございます。

全額が事務取扱委託金として交付されるものでございます。 

 15款県支出金、２項１目１節総務管理費補助金 3,487万円でございます。説明



欄１の防災拠点施設再生可能エネルギー等導入支援事業費補助金3,447万円につき

ましては、グリーンニューディール基金事業の採択を受けまして、香川県が造成い

たします基金を財源といたしまして、防災拠点となる公共施設への再生可能エネル

ギーの導入事業に対する補助金が交付されるものでございます。小豆島町におきま

しては、今年度から３年間で 11施設に太陽光発電設備と蓄電池を導入する予定で

ございまして、今年度は池田保健センター、蒲生公民館、西村公民館の３カ所分の

補助金を受け入れるものでございます。 

 説明欄２の消費者行政活性化事業補助金 40万円につきましては、平成 24年度ま

でとされておりました香川県の消費者行政活性化基金からの啓発事業等に対する

補助金が１年延長されたため、当該補助金を受け入れるものでございます。補助率

は 100％でございます。 

 同じく 15款２項３目１節保健衛生費補助金 35万円につきましては、小豆医療圏

で在宅医療、介護を担う専門職を対象とした研修会が小豆島町で開催されることと

なったため、その財源として県補助金が交付されるものでございます。補助率は

100でございます。 

 同じく 15款２項５目１節農業費補助金 850万１千円であります。まず、説明欄

１の耕作放棄地再生対策事業費補助金 590万１千円ですが、これは国の耕作放棄地

再生利用交付金事業の事業量がほぼ確定したことに伴いまして、県の上乗せ補助分

４分の１を受け入れるものでございます。 

 説明欄２のオリーブ生産拡大総合支援事業費補助金 110万円につきましては、新

たに３事業者からオリーブ植栽地への鳥獣害防護柵の設置等について補助の要望

がございまして、県補助金が交付される見込みとなったため、計上するものでござ

います。補助は２分の１であります。 

 説明欄３の施設園芸推進事業費補助金 150万円につきましては、１事業者から品



質向上効果のある機械設備等の整備について補助の要望がございまして、県補助金

が交付される見込みとなったため、受け入れるものでございます。補助率は３分の

１であります。これら３つの補助金につきましては、いずれも町を経由して事業者

に交付されるものでございます。 

 同じく 15款２項７目１節小学校費補助金 48万４千円であります。これは、町内

の４小学校が実施するエネルギー学習用教材の購入について交付決定があったた

め、受け入れるものでございます。補助率は 10分の 10でございます。同じく２節

の就学前教育費補助金８万１千円につきましては、今年度から取り組んでおります

保育合宿事業のうち、神戸常盤大学の参加者が大幅に増加いたしましたので、事業

費の増に伴う補助金の増額を計上したものでございます。同じく４節の中学校費補

助金９万６千円につきましては、内海中学校が実施するエネルギー学習用教材の購

入について交付決定がございましたので、受け入れるものでございます。 

 16款財産収入、２項３目１節土地開発公社清算収入 1,624万４千円につきまし

ては、先ほどの議案でもございましたけれども、旧内海町から引き継いだ小豆島町

土地開発公社の解散に伴い、残余財産を受け入れするものでございます。 

 17款寄付金、１項１目１節一般寄付金につきましては３件、同じく４目１節の

商工費寄付金につきましては 13件、７ページ、８ページをお開きいただきまして、

５目１節小学校費寄付金につきましては 19件のそれぞれ寄付の申し込みがござい

ましたので、受け入れをするものでございます。 

 18款繰入金、１項５目１節小豆島町オリーブ公園整備運営基金繰入金 2,120万

円につきましては、映画「魔女の宅急便」実写版のロケに使用いたしましたセット

を今後の観光振興に活用するため、オリーブ公園内に移築する事業の財源として、

小豆島オリーブ公園整備運営基金から繰り入れを行うものでございます。 

 19款繰越金、１項１目１節前年度繰越金３億 2,604万８千円でございます。こ



のうち、３億１千万円につきましては、決算上剰余金の２分の１を下回らない額を

減債基金に積み立てるものでございます。それ以外につきましては、今回の補正に

よる一般財源の必要額をここで対応したものでございます。 

 20款諸収入、５項１目３節雑入 2,210万６千円でございます。まず、説明欄１

の次世代自動車充電インフラ整備促進事業補助金 2,202万３千円につきましては、

町内７カ所に急速充電設備、２カ所に普通充電設備を設置するため、その財源とし

て一般社団法人次世代自動車振興センターから補助金が交付されることとなった

ものでございます。 

 説明欄２の保育合宿事業負担金は、神戸常盤大学の参加学生の増に伴いまして、

増加することとなった事業費の３分の１相当額を大学側から受け入れるものでご

ざいます。 

 21款町債、１項１目１節総務債 340万円であります。地方債のところでもご説

明申し上げましたとおり、超小型モビリティ導入促進事業の補助残等の財源として、

過疎対策事業債ソフト分を発行するものでございます。 

 同じく２目１節衛生債 160万円につきましては、内海ダム建設事業の事業費増に

より出資債の発行を増額するものでございます。 

 同じく８目１節社会福祉債 4,300万円につきましては、障害者グループホーム整

備事業の財源として新たに合併特例債を発行するものでございます。以上、歳入の

補正額合計は５億 5,021万１千円となってございます。 

 ９ページ、10ページをお開き願います。 

 歳出のご説明を申し上げます。 

 １款議会費、１項１目議会費 10万９千円であります。これは、小豆島が離島指

定を受けたことに伴いまして、全国離島振興市町村議会議長会定期総会への出席に

係る費用弁償と同会議の負担金を計上するものでございます。 



 次に、２款総務費、１項３目広報費 115万６千円でございます。９節の旅費から

12節の役務費までの合計 40万円につきましては、歳入のところでも触れましたけ

れども、消費者行政活性化事業補助金が平成 25年度まで延長されたことに伴いま

して、啓発等に係る事業費を計上したものでございます。13節委託料 75万６千円

につきましては、小豆島町のホームページをより見やすいものに改修するため、両

備システムズへの委託料を計上したものでございます。 

 同じく２款１項６目財産管理費 916万７千円であります。13節委託料 705万６

千円につきましては、せんだっての庁舎問題特別委員会でご説明いたしましたとお

り、新病院の設置に伴いまして、現内海病院の跡地利用を検討するため、建物の構

造も含めた利活用の可能性を専門業者に委託するものでございます。15節工事請

負費 170万６千円及び備品購入費 40万５千円につきましては、本年９月に水道課

敷地内にあります香川県ダム開発事務所のプレハブが町に譲渡されますことから、

書庫として活用するため、必要最低限の改装工事と棚の購入費を計上したものでご

ざいます。 

 同じく２款１項７目企画費 1,058万４千円であります。13節委託料、説明欄１

の寒霞渓等自然文化調査研究プロジェクト委託料 304万５千円につきましては、瀬

戸内海国立公園指定 80周年となる来年にかけて、寒霞渓を中心とする小豆島の貴

重な自然や文化についての総合的な学術的な調査研究を行い、今後の小豆島のＰＲ

に活用するとともに、後世に残していくため、専門のシンクタンクに調査研究を委

託するものでございます。そのほかの９節旅費から 15節工事請負費までは、国土

交通省の超小型モビリティ導入促進事業補助金の交付決定を受けまして、小豆島ふ

るさと村を起終点とした三都半島、中山、それからオリーブ公園を結ぶエリアの観

光レンタカーとして３台の超小型モビリティを実験的に導入するに当たり、必要と

なる経費を計上するものでございます。なお、13節委託料、説明欄２の導入効果



検証委託料につきましては香川大学工学部、説明欄３の導入計画策定委託料につき

ましては香川大学工学部並びに日産自動車への委託を予定しております。なお、15

節工事請負費を除くソフト部分は、国の補助金と過疎対策事業債のソフト分を財源

とするものでございます。 

 同じく２款１項 10目自治振興費ですが、次のページの一番上の 19節負担金補助

及び交付金 10万円でございます。これは、歳入で計上いたしました一般寄付金う

ち、２件 10万円をご本人の意向に沿って神浦自治会に支出するものでございます。 

 同じく２款１項 11目姉妹都市交流費 211万円でございます。これは、南島原市

との姉妹都市交流が旧内海町時代から数えて 30年の節目を迎えますことから、記

念事業として両市町の歴史的なきずなや今後の交流をテーマとしたシンポジウム

等を小豆島町において開催することとなったため、それに係る経費を計上したもの

でございます。 

 同じく２款１項 13目防災諸費 4,365万９千円であります。これは、防災拠点施

設再生可能エネルギー等導入支援事業費補助金を受けまして、防災拠点となる町内

の公共施設 11カ所に３年計画で太陽光発電設備と蓄電池を整備するものでござい

まして、池田保健センター、蒲生公民館、西村公民館の３カ所が今年度分の事業で

ございます。委託料と工事請負費を計上するものでございます。 

 同じく２款１項 16目財政調整基金費でございます。歳入でご説明申し上げたと

おり、決算上剰余金の２分の１を下回らない額、３億１千万円を減債基金に積み立

てるものでございます。 

 ２款３項１目戸籍住民基本台帳費 31万４千円でございますが、これは更新期限

が迫っております住民基本台帳ネットワークシステムの機器更新を来年２月に行

うことに伴いまして、２カ月分のリース料差額を計上するものでございます。 

 ３款民生費、１項４目国民年金費 44万９千円につきましては、国民年金被保険



者の資格取得届け出が書類送付から光送付と変更になったことに伴いまして、電算

システムの改修を行うものであります。財源は 100％国費でございます。 

 同じく３款１項５目障害者福祉費 7,536万９千円であります。これは、旧二生幼

稚園を障害者グループホームに活用するため、施設改修に係る管理委託料と工事請

負費を計上したものでございます。なお、実施設計の委託料につきましては、６月

の定例会にて予算措置済みとなっております。 

 次に、４款衛生費、１項１目保健衛生総務費 35万円でございます。次のページ

の一番上の８節報償費から 14節使用料及び賃借料まで、計 35万円でございます。

これは、小豆医療圏の在宅医療、介護を担う専門職の研修会を小豆島町内で開催す

ることとなったため、それに係る費用を計上したものでございまして、財源が県支

出金 100％でございます。 

 同じく４款１項４目環境保全費 3,854万５千円でございます。これは、一般社団

法人次世代事業者振興センターの助成を受けまして、急速充電設備を町内７カ所、

普通充電設備を２カ所に整備する費用でございます。 

 同じく４款３項３目内海ダム水源開発費 160万円でございます。内海ダム再開発

事業の事業費増に伴いまして、町の出資金を増額補正するものでございます。 

 同じく４款４項３目公立病院再編整備事業費 100万円でございますけれども、こ

れにつきましては新病院の建設に伴いまして、国道 436号の右折レーン設置のため

に、イマージュセンターの敷地の一部を提供する予定となっておりますため、用地

提供後の敷地利用計画作成のための測量業務を委託するものでございます。 

 ６款農林水産業費、１項３目農業振興費 940万１千円でございます。13節委託

料 10万円及び 15節工事請負費 250万円につきましては、中山地区の棚田保全活

動の一貫といたしまして、棚田協議会からご提案のございました春日神社西側の農

道舗装を実施するものでございます。18節備品購入費 90万円につきましては、鳥



獣被害対策を強化するためにイノシシ、猿兼用の捕獲おり 10台を追加購入するも

のでございます。負担金補助及び交付金 590万１千円につきましては、国の耕作放

棄地再生利用交付金事業を実施する２事業者に対しまして、県の上乗せ補助金を経

由するものでございます。 

 同じく６款１項４目園芸振興費 150万円であります。これは、品質向上効果の高

い機械、施設等の導入に対する県補助金を１事業者に対して町経由で交付するもの

でございます。 

 同じく６款１項 10目農地・水・保全管理支払交付金事業費 10万円でございます

が、これは安田の東谷地区農村環境保全組織が畦畔等の管理作業の省力化を図るた

めに実施いたしますセンチポートグラス、要は芝の一種でございますけれども、こ

の植栽に対する町負担分を窓口となる東讃地域協議会に交付するものでございま

す。 

 同じく６款１項 12目オリーブ生産費 140万５千円でございます。まず、14節の

使用料及び賃借料 16万３千円及び備品購入費 14万２千円につきましては、現在オ

リーブ課には地理情報システム、要はＧＩＳでございますけれども、この端末が配

置されていないということで、住民からの農地の問い合わせ相談への対応、またあ

るいはオリーブ栽培地の登録管理業務が非常に非効率的であるといったことから、

リースによる地理情報システムの設置と製図ソフトの購入を計上するものでござ

います。19節負担金補助及び交付金 110万円につきましては、鳥獣害防護柵の設

置等を実施する３事業者に対して県補助金を経由するものでございます。 

 同じく６款３項１目水産業振興費 268万円でございます。９節旅費につきまして

は、漁業関係者との懇談会でご提案をいただきました海の貧栄養化対策並びに新し

いアサリの養殖についての先進地研修旅費を計上したものでございます。19節負

担金補助及び交付金につきましては、町内企業から水産業振興のために１件の寄付



がございましたので、寄付相当額を池田漁業協同組合に交付するものでございます。 

 ７款商工費、１項１目商工総務費 32万２千円につきましては、今年度前半にお

きましてオリーブナビ１階のエアコンの故障など不測の修繕を要する事態が発生

いたしましたので、修繕料の増額補正を行うものでございます。 

 同じく７款商工費、１項３目観光費 220万円でございます。19節の説明欄１、

小豆島映像支援実行委員会補助金につきましては、瀬戸内こども映画祭において脚

本賞グランプリを獲得した「瀬戸内海賊物語」の来春の公開に向けまして、宣伝活

動を強化するため、土庄町や各種団体、企業と協調して補助を行うものでございま

す。 

 説明欄２の小豆島まつり補助金 120万円につきましては、町内企業団体から小豆

島まつりに対して 13件の寄付がございましたので、小豆島まつり振興会に同額を

交付するものでございます。 

 同じく７款１項４目観光施設費 2,120万円につきましては、映画「魔女の宅急便」

実写版のロケに使用したセットをオリーブ公園内に移築する経費でございます。必

要な備品の整備も行うこととしております。財源につきましては、全額小豆島オリ

ーブ公園整備運営基金からの繰入金でございます。 

 次に、８款土木費、１項１目土木総務費、19節負担金補助及び交付金５万円に

つきましては、本年７月に開催されました国道 436号整備期成同盟会の総会におき

まして、運営費として土庄、小豆島町、両町が５万円ずつ負担することが決定いた

しましたので、計上したものでございます。 

 次に、８款土木費、４項２目港湾建設費、15節工事請負費 250万円につきまし

ては、吉野崎港内の護岸開口部１カ所をアルミ合金製の開閉式ゲートに改良するも

のでございます。 

 10款教育費、１項２目事務局費の 280万円につきましては、レベルの高い文化



芸術に触れることによりまして、子供たちの発想力やコミュニケーション能力の向

上を図るため、町内の小学校６年生と中学生を対象に、平田オリザ氏が主宰する劇

団による演劇公演を開催する経費として、計上するものでございます。 

 10款２項１目学校管理費 280万４千円につきましては、まず 11節需用費でござ

いますけれども、こちらは施設の老朽化によりまして、今年度前半で不測の修繕が

多く発生いたしましたので、修繕料を増額計上するものでございます。15節工事

請負費 164万９千円につきましては、今年度当初予算で計上しておりました池小プ

ール更衣室新設工事及び苗羽小プール、トイレ改修工事について、実施設計段階で

変更、追加が生じたため、それぞれ増額補正を行うものでございます。 

 同じく 10款２項２目教育振興費、18節備品購入費 461万円につきましては、町

内の４小学校が実施する教材の購入について、原子力エネルギー教育支援事業及び

理科、算数教育設備整備費の交付決定があったため、増額補正するものでございま

す。19節負担金補助及び交付金 50万円につきましては、苗羽小学校に対しまして

19件の寄付がございましたので、学校振興補助金として交付するものでございま

す。 

 10款３項１目学校管理費 25万円につきましては、昨年度に来日したＡＬＴが通

常は２年勤務でございますけれども、急遽１年で帰国ということになったため、そ

の方の帰国及び新たなＡＬＴの来日旅費が必要となったものでございます。 

 同じく 10款３項２目教育振興費、18節備品購入費 146万４千円につきましては、

内海中学校が実施する教材の購入について、原子力エネルギー教育支援事業及び理

科、算数教育設備整備費の交付決定があったため、増額補正するものでございます。 

 10款４項１目子育ち共育費 24万５千円につきましては、８月に実施いたしまし

た神戸常盤大学の保育合宿事業の参加者が大幅増となったことによりまして、10

月に実施予定の香川大学教育学部の保育合宿に必要な経費に不足が生じたため、増



額計上するものでございます。 

 同じく 10款５項７目文化財保護費４万２千円でございます。次のページの一番

上、12節役務費でございます。遊歩道とかトイレの整備によりまして、天狗岩丁

場跡への来訪者が大幅に増加しております。これに伴いまして、公衆トイレの利用

が増えたということで、くみ取り手数料を増額するものでございます。 

 同じく 10款６項３目海洋センター費、11節需用費 18万９千円でございます。

これにつきましては、海洋センタープールに電飾による漏水危険箇所が発見された

ため、修繕料を計上するものでございます。 

 同じく 10款６項４目体育施設費、11節需用費 43万７千円でございます。これ

は、福田町民プールの底の塗料剥離、内海武道場のゲート弁からの漏水が発生した

ため、修繕料を増額するものでございます。 

 最後に、11款２項１目道路橋梁河川災害復旧費 100万円でございます。これは、

９月初めの大雨によりまして、町道坂手観音線及び坂手港橘線において、小規模な

土砂崩れが発生いたしましたため、復旧工事を計上するものでございます。以上、

歳出予算の補正総額は５億 5,021万１千円でございます。これで一般会計補正予算

の説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

 

○議長（秋長正幸君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。12番鍋

谷議員。 

 

○１２番（鍋谷真由美君） ちょっと何点かお尋ねします。 

 １つは、土地開発公社の残余財産収入のこの金額が３月末時点の財産との差額、

これは何だったのかということが１つ。 

 それと、防災拠点太陽光発電設備設置工事、公民館とか３カ所ということでした

けど、これは屋根につける太陽光発電、これ設置したら日常的に発電して売電とか



もするんでしょうか、その辺、どれぐらいの規模の設備になるのかということ。 

 それから、環境保全費ですが、電気自動車の充電器、急速充電、普通充電、これ

は今オリーブ公園にある急速充電と同じものと、普通充電は 200ワットの普通のも

のかと思うんですけれども、これはモビリティの導入にあわせてこれをするという

ことですが、充電を利用する場合に無料でするんですか。今、オリーブ公園のは無

料だというふうに聞いたんですけど、費用とかは取らないのか、これだけのお金を

かけて、ちょっとどういうふうな活用をするのかということをお尋ねいたします。 

 それと、観光施設費、「魔女の宅急便」のセット移築ですけど、これすごい金額

大きいんですけど、セットだけだと張りぼてで前しかないんですけど、どういう形

でどういうものになるのかということをもう少し詳しくお願いします。以上。 

 

○議長（秋長正幸君） 副町長。 

 

○副町長（竹内章介君） 土地開発公社のご質問ですが、期首３月末で 1,633万

4,590円でありました。その後、先ほど申しましたように、債権の申し出を２カ月

間しなければならないということで、官報に解散広告とその申し出の公告をいたし

ました官報の掲載料が９万 1,961円――これが経費です――と預金利息、これは

1,904円ありました。差し引き９万 57円が減少したということで、清算が終わり

ました段階では 1,624万 4,533円ということでございます。 

 

○議長（秋長正幸君） 総務部長。 

 

○総務部長（空林志郎君） 太陽光発電、防災設備への設置ということでございま

すけれども、この充電器、太陽光パネルと蓄電池、蓄電器の設置ということになり

ます。ここの保健センター、ここが 15キロワット、それから蒲生公民館が５キロ、

西村も５キロの容量でございます。防災、災害時には十分対応できるものでありま



すし、余れば売電というものも考えられると思います。 

 

○議長（秋長正幸君） 環境衛生課長。 

 

○環境衛生課長（樋元一郎君） ＥＶ用、電気自動車用に充電器についてご説明し

ます。 

 今回、予定しております箇所ですけども、池田港、草壁港、坂手港、福田港に４

カ所、それから小豆島ふるさと村に１カ所と、それと映画村、それから寒霞渓の山

頂、それから池田庁舎、内海庁舎につきましては、観測、普通充電器を２カ所考え

ております。合計９カ所を考えてます。この中で、ふるさと村につきましては、先

ほど申し上げましたモビリティ等も別の急速充電器を今設置することを考えてま

す。 

 それから、課金についてですけども、現在オリーブ公園や土庄町が土庄港に設置

している充電器につきましては、電気自動車を普及させることが目的でありますの

で、課金はいたしておりません。しかし、都市部の民間の充電器につきましては課

金をしておりますことから、近い将来には課金が必要ではないかとも考えられます

ので、今回設置します充電器につきましては課金装置つきを考えております。以上

です。 

 

○議長（秋長正幸君） オリーブ課長。 

 

○オリーブ課長（城 博史君） 鍋谷議員のご質問にお答えします。 

 「魔女の宅急便」のセットの移設関係の全体概要についてご説明させていただい

たら思います。 

 角野栄子さん原作の「魔女の宅急便」につきましては、昭和 60年に発表された

もので、皆さんよくご存じの話としては、平成元年に宮崎駿監督がアニメ化をした



作品として広く知られておるところでございます。今回は、その実写版の映画制作

ということで、小豆島での撮影が５月 30日から６月の中旬ごろまで行われたとこ

ろでございます。島内の撮影はサン・オリーブから山手側のダッチカフェと小豆島

ヴィラの石の館、それから土庄の旧戸形小学校で撮影が行われました。制作会社の

プロデューサーにお伺いするとこでは、映画全体の約４割がこの小豆島で撮影され

たものということでございました。 

 それで、今回のこのセットにつきましては、ダッチカフェ、根本さん宅の隣接地

に主人公のキキが住みますパン屋、グーチョキパン屋という建物をセットとして建

設されたものでございます。それで、今回移設しようとするセットの概要につきま

しては、建物自体は白い壁に緑の窓枠とステンドグラスの装飾のあります外装で、

ヨーロッパ風の雰囲気がありながらも、屋根は瓦という和洋折衷の様式となってお

ります。建物全体の延べ床面積は、木造平家の約 42平米、ごくごく小さな建物で

ございます。建物内はパン屋というお話をいたしましたが、約 26平米ぐらいの店

舗部分と内壁を挟んで調理室とに分かれてございます。 

 今議会の補正予算につきましては、セットの建築費と外構工事、これに関連する

設計委託料、また施設の運用を行う上で必要となってまいります備品等の経費を基

金取り崩しで行うものでございます。 

 それで、この「魔女の宅急便」実写版の全国ロードショーは来年の３月１日と聞

いておりますので、これを目標として撮影終了後、土地地権者との借用期間の関係

もございまして、急遽７月 22日にオリーブ公園のほうで町内の建築業者６社で入

札を行いまして、壺井工務店さんが落札をし、オリーブ公園の収益事業で建物の解

体、仮置きまでの準備をしてきたところでございます。今回の建物につきまして、

今議会、議決を賜りましたら、設計監理業務の入札を行いまして、確認申請、建築

という準備に取りかかってまいりたいと考えております。よろしくお願いします。 



 

○議長（秋長正幸君） 12番鍋谷議員。 

 

○１２番（鍋谷真由美君） 電気自動車の充電器は課金装置つきということで、将

来的にお金を取るようになるということですか。今回設置してからはどうなるんで

しょう。 

 「魔女の宅急便」のセットですけど、建物を建てて観光客が自由に入れる、そう

いうものになるんでしょうか。 

 

○議長（秋長正幸君） 環境衛生課長。 

 

○環境衛生課長（樋元一郎君） 機器としまして、課金装置がついとる機器を設置

する予定にしてまして、すぐにそれで料金を取るかというのはまだ決定はしており

ません。 

 

○議長（秋長正幸君） オリーブ課長。 

 

○オリーブ課長（城 博史君） 施設建設後の運用方法等についてご説明させてい

ただきます。 

 新しい建物の建設予定地でございますが、ハーブの見本園からガーデンへと衣が

えをして丸６年が経過をいたしました。ここ数年、散策客や写真撮影をされるお客

様が非常に増加傾向でございます。建物を移築することで、ハーブガーデン内に移

築することで、ガーデン自体に落ちつきと華やかさが生まれ、オリーブ公園の滞在

時間の延長と散策エリアへの拡大を図っていきたいと考えております。 

 運用方法については、若い女性にアピールできて、また一般客の中でも小豆島オ

リーブ公園がターゲットとしております 40代前後の女性客に対して、住と食の関

係のライフスタイルを提案できるショップ展開を図ってまいりたいと考えており



ます。 

 ショップでの販売につきましては、現在までのところでございますが、地元でつ

くった商品に加え、以前からお客様からの希望の多かったガーデニング的な用品等

をそろえていきたいと考えておりまして、特に食に関しましてはハーブティーなど

のドリンクと、セットがパン屋であったということもございますので、パンなどの

比較的軽目なガーデン喫茶的なものがやれたらと。その食材については、できる限

り地元で調達を考えて、例えば最近移住してきた方の中にパンを焼くことをなりわ

い、また趣味としておるような方もおいでるように聞いておりますので、移住者を

含めた小豆島に住む人とのつながりをこのセットを移築していく、運用していく中

でつくっていきたいと考えております。 

 これに加えて、今後はオリーブ収穫祭とかいろんなオリーブ公園のイベントの中

でガーデニング教室なんかをやっておりますけれども、非常に高い人気を誇ってお

ります。この施設移築後につきましては、こういった施設を核として、講座で非常

に人気の高い、そういったガーデニング教室なんかも積極的に開催をしてまいりた

いと考えておるところでございます。以上です。 

 

○議長（秋長正幸君） ほかに質疑はありませんか。９番植松議員。 

 

○９番（植松勝太郎君） 16ページの７款の観光費の中で、映像支援実行委員会

の補助金ということで 100万円計上しております。海賊物語、先ほどほかのところ

の部分も含めてという形がありましたが、全体で幾らの広告を打つのに予定をして

おるんですか。 

 

○議長（秋長正幸君） 商工観光課長。 

 

○商工観光課長（山本真也君） 全体で予定といたしましては、347万５千円を予



定しております。大体のところを申し上げますと、小豆島町で 100万円、土庄町で

100万円、あと小豆島観光協会で 30万円、土庄町観光協会、小豆島町観光協議会

でそれぞれ 10万円ずつ、あと３公社等も含め、合計でおおむね 350万円程度を集

めたいと検討しております。以上です。 

 

○議長（秋長正幸君） ほかに質疑はありませんか。６番森議員。 

 

○６番（森  崇君） 14ページだと思うんですけど、この鳥獣、きょう質問も

出ましたけど、イノシシは一体小豆島に何匹ぐらいで、１年たったらどうなるんか

と心配しとんですけど。 

 

○議長（秋長正幸君） 農林水産課長。 

 

○農林水産課長（近藤伸一君） 鹿のほうの捕獲、島内の頭数の調査はやっており

ますけれども、イノシシにつきましては頭数の調査方法がないというふうに聞いて

ございますが、猟友会の古い方に先般ちょっとお話の中でのあくまでも推測ですけ

れども、これだけ頻繁に出没状況を見るに、1,000頭近くはおるのではないかと、

これはあくまでも猟友会の方のご発言ですけれども、ではないかというふうに聞い

てございます。一般質問のほうでもご案内しましたとおり、年間四、五頭産みまし

て、生存率が約 50％ということでございます。 

 

○議長（秋長正幸君） ほかに質疑はありませんか。11番村上議員。 

 

○１１番（村上久美君） 14ページの先ほど関連ですが、電気自動車の関連です。

国交省の国の事業ということで、小豆島町は手を挙げてやろうということなんです

が、あくまでも小豆島の観光地としてのアピールをこの電気自動車でもって利用し

て、そのために総額大体4,500万円ぐらいかと思うんですが、その事業を費やすと、



投入するということなんですが、観光の名所というか、アピールするためにこれだ

けの事業を手を挙げてやると、その一点で今回の補正が組まれたというふうに理解

すればいいのかどうなのかを伺いたいと思います。 

 それと、10ページの財産管理委託料、これは委員会でも議論しました内海病院

の跡地を庁舎ということで、先ほどの説明では建物の構造を委託するということで

した。ということは、建物の内海病院６階建ての全体を、これをコンサルティング

をするというふうに認識すればいいのかどうなのか、あるいは庁舎の部分と想定す

るところをコンサルティングし、またそれ以外の部分についてもあわせてコンサル

ティングをするのか、そこら辺も伺いたいというふうに思います。 

 それともう一点、先ほど、ちょっと戻りますが、10ページにある超小型モビリ

ティの車庫建築工事というのがあります。この３台のモビリティはどこに日常的に

保管を管理するのかというところを伺いたいというふうに思います。 

 それと、最後ですけども、この電気自動車の次世代の自動車充電インフラ整備ビ

ジョンというのが県のレベルも出されております。それに準じて、小豆島町もその

計画ビジョンを出したと思うんですけど、これが全国的な動向はどうなってるのか、

さらに香川県内でのモビリティなりの活用というか、そういう状況は各自治体では

どのようになっているのか伺いたいと思います。 

 

○議長（秋長正幸君） 企画振興部長。 

 

○企画振興部長（大江正彦君） まず、村上議員さんご指摘の 14ページの環境保

全費に含まれております充電施設の整備事業でございますけれども、これはあくま

で次世代自動車の普及のためのものでございます。当然、次世代自動車を普及する

ためには、それの燃料となる充電設備がなければならないということで、ＥＶの普

及に向けて充電ポイントを増やしていくという趣旨のものでございます。 



 それから、超小型モビリティのほうでございますけれども、これはことしの２月

に１次募集がございまして、それには県内では豊島が応募しております。応募時点

では、ソフトバンクとベネッセが共同事業者としてやるという内容でございました

けれども、土庄町もかんで、一応土庄町がトップということで今現在豊島で走って

おります。これにつきましては、国土交通省の補助でございます。先ほどの 14ペ

ージのものにつきましては、経済産業省の外郭団体からの補助ということで、国の

所管も違っております。超小型モビリティのほうは、２人乗りの非常に手軽でエコ

な乗り物、低酸素でもあるということで、数年後のカテゴリー創出に向けて国土交

通省が検討しているものでございます。新たな自動車のカテゴリーをつくるという

ことを検討しているもので、その実験的な事業として今回の超小型モビリティの導

入促進事業があるものでございます。これについては、全国で三十数カ所が今事業

認定されておりまして、内容的には在宅介護の訪問用に使うとか、観光用に使うと

か、まちまちでございますけれども、当町の場合はこの間の瀬戸内国際芸術祭でも

非常にバスの便が三都半島周辺悪いと。中山についても土庄回りでないとバスがな

いとか、芸術祭の企画中はもちろんであるんですけれども、通常の期間については

ないと言ったようなこともございまして、今後の観光振興を図る上で手軽な乗り物

として活用できないかということで、香川大学の協力も得まして観光レンタカーと

しての有用性を検証するとともに、当然ながら狭いとこにも入っていけるというよ

うな特質もございますので、今後町内で高齢者等が利用する手軽な乗り物として活

用できるかどうか、こういったあたりも検証するための事業でございます。 

 保管場所でございますけれども、車庫につきましては夢想館の北側の面、そうめ

ん館寄り側でございますけれども、あそこの一面を使いまして３面を車庫として建

築するといったような形で、当然ながら保管場所もそこに常時保管すると、観光レ

ンタカー事業については、現在３台で観光レンタカーを運営しております小豆島ふ



るさと村公社に委託して行うこととしておりますので、ご理解をいただいたらと思

います。 

 

○議長（秋長正幸君） 総務部長。 

 

○総務部長（空林志郎君） ２つ目のご質問の内海病院跡地利用調査業務委託料と

いうことでございますけれども、せんだっての庁舎問題特別委員会のときに申し上

げましたように、候補地といたしまして、ほかのところは新築工事ということにな

ろうかと思いますけれども、内海病院を利用する場合は改築ということになります。

そうした場合に、全体も構造的にどういうふうな利用が可能なのかということを建

物全体として調べてみたいということでございますので、ご理解いただきたいと思

います。 

 

○議長（秋長正幸君） ほかに質疑ありませんか。 

 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（秋長正幸君） 質疑がないようですから、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（秋長正幸君） 討論なしと認めます。討論を終わります。 

 これから採決します。 

 議案第 67号は原案どおり決定することにご異議ありませんか。 

  

           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 



○議長（秋長正幸君） 異議なしと認めます。よって、議案第 67号平成 25年度小

豆島町一般会計補正予算（第３号）は原案どおり決定されました。 

 暫時休憩いたします。小休止、25分までお願いします。 

 

            休憩 午後４時 18分 

            再開 午後４時 24分 

 

○議長（秋長正幸君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○議長（秋長正幸君） 次、日程第 16、議案第 68号平成 25年度小豆島町介護保

険事業特別会計補正予算（第１号）の内容説明を求めます。健康福祉部長。 

 

○健康福祉部長（松尾俊男君） 議案第 68号平成 25年度小豆島町介護保険事業特

別会計補正予算（第１号）についてご説明申し上げます。 

 上程議案集の 29ページをお開き願います。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正で既定の額に歳入歳出それぞれ 2,002万２千円を

追加し、歳入歳出総額を 18億 7,924万４千円とするものでございます。 

 続きまして、その内容につきまして別冊の補正予算説明書により説明させていた

だきます。 

 説明書の 25、26ページをお願いいたします。 

 歳入の補正になります。 

 ８款１項１目１節繰越金になりますが、歳出の補正財源として前年度繰越金

2,002万２千円を充当しようとするものでございます。 

 めくっていただいて、27、28ページをお願いいたします。 



 歳出の補正になります。 

 ４款諸支出金、１項２目償還金、23節償還金利子及び割引料ですが、2,002万２

千円を追加するものでございます。これは、平成 24年度の介護給付費、地域支援

事業費に対して、国、県、支払基金などから概算交付を受けていた交付金等のうち、

実績に対して超過する額を返還するもので、補正後の歳出合計を 18億 7,924万４

千円とするものでございます。以上、大変簡単ですが、議案第 68号の説明を終わ

ります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

○議長（秋長正幸君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（秋長正幸君） 質疑がないようですから、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（秋長正幸君） 討論なしと認めます。討論を終わります。 

 これから採決します。 

 議案第 68号は原案どおり決定することにご異議ありませんか。 

 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（秋長正幸君） 異議なしと認めます。よって、議案第 68号平成 25年度小

豆島町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）は原案どおり決定されました。 

 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――― 

 



○議長（秋長正幸君） 次、日程第 17、議案第 69号平成 25年度小豆島町水道事

業会計補正予算（第１号）の内容説明を求めます。水道課長。 

 

○水道課長（唐橋幹隆君） 議案第 69号平成 25年度小豆島町水道事業会計補正予

算（第１号）についてご説明いたします。 

 上程議案集の 31ページをお開き願います。 

 第２条は、予算第２条の(4)主要な建設改良事業、（ニ）内海ダム再開発費を 480

万円追加し、1,170万円とするものでございます。 

 続いて、その内容につきまして、別冊の補正予算説明書により説明をさせていた

だきます。 

 説明書の 30ページをお開き願います。 

 収入の補正になります。 

 １款資本的収入、１項企業債、２項出資金、３項補助金、それぞれ 160万円を追

加して、資本的収入合計を 1,476万９千円とするものでございます。 

 次に、支出補正になります。 

 １款資本的支出、１項建設改良費、５目内海ダム再開発費ですが、町の負担金

480万円を増額補正するものでございます。 

 補正の理由につきましては、平成 25年度内海ダム再開発事業において、貯水池

掘削工事で強固な岩盤の露頭による増工と周辺整備工事が増額となったため、事業

費で１億円の増額補正したことによる町利水負担金の 480万円が増額となったた

めです。以上、簡単でございますが、議案第 69号の説明を終わります。ご審議の

ほどよろしくお願い申し上げます。 

 

○議長（秋長正幸君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 



            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（秋長正幸君） 質疑がないようですから、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。11番村上議員、討論の通告は

ございませんので、注意を申し上げます。続けてください。 

 

○１１番（村上久美君） 内海ダムの開発費が増額されておりますので、この件に

関して反対をいたします。 

 

○議長（秋長正幸君） ほかに討論はありませんか。 

 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（秋長正幸君） 討論を終わります。 

 これから採決します。この採決は起立によって行います。 

 本案に賛成の方の起立をお願いします。 

 

            〔賛成者起立〕 

 

○議長（秋長正幸君） 起立多数です。以上、原案どおり決定することになりまし

た。 

 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○議長（秋長正幸君） 次、日程第 18、議案第 70号平成 25年度小豆島町病院事

業会計補正予算（第１号）の内容説明を求めます。病院事務長。 

 

○内海病院事務長（岡本達志君） 議案第 70号平成 25年度小豆島町病院事業会計

補正予算（第１号）について説明させていただきます。 



 上程議案集の 32ページをお願いいたします。 

 第２条は、資本的収入及び支出の予定額の補正であります。 

 収入は、１款資本的収入に４項として新たにその他資本的収入を加え、88万８

千円を補正しようとするものであります。 

 支出は、１款資本的支出、１項建設改良費の既決予定額１千万円に補正予定額

88万８千円を加え、1,088万８千円に補正しようとするものであります。 

 内容につきましては、説明書のほうの 32ページをお願いいたします。 

 まず、収入ですが、１款資本的収入、４項１目その他資本的収入の補正予定額

88万８千円につきましては、公用車の自損事故に伴う保険金の収入でございます。 

 次に、支出ですが、１款資本的支出、１項１目設備整備費の補正予定額 88万８

千円につきましては、保険金を財源して公用車の購入に充てるためのものでござい

ます。以上、簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。ご審議のほど

よろしくお願いいたします。 

 

○議長（秋長正幸君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。11番村

上議員。 

 

○１１番（村上久美君） 資本的収入の補正額 88万８千円の入りと、支出のほう

が公用車の購入費ということで同額なんですが、全く入りと出が同額っていうこと

は実際にあり得るんでしょうか、この辺の説明を。 

 

○議長（秋長正幸君） 病院事務長。 

 

○内海病院事務長（岡本達志君） 公用車のほうは自損事故を起こしまして、それ

に対する保険金ということで、本来民間の保険会社ですと恐らく修理に対する費用

のみが支出されることになると思いますが、保険会社のほうが町村会のほうであり



まして、その自損事故で廃車をしました車の査定額まで保険金で出るということで、

それに見合う額の中古のライトバンを購入しましたので、収入、支出額が同額とな

っております。 

 

○議長（秋長正幸君） ３番大川議員。 

 

○３番（大川新也君） その物損事故、これ廃車になるまでということはかなり大

きな事故やと思うんですけど、それはいつどういうふうな形態で事故になったか、

けが人があるどうこうはこの議会では報告はないんですか。公用車に関しての事故

は運転者の責任はないんですか、それも。全て保険上で賄えるんですか。 

 

○議長（秋長正幸君） 病院事務長。 

 

○内海病院事務長（岡本達志君） ６月に非常勤医師の送迎用に使っております運

転手つきの公用車のほうが、オリーブ園の国道のところで脇見運転によりまして、

オリーブ園の看板に車体を持っていくというような自損事故でございました。幸い

なことに、非常勤のドクターについては港まで送り届けた後ということで、車体の

損傷のぐあいからいいますと、奇跡的といいますか、運転手のほうにも幸いなこと

にけがはございませんでした。それで、当然事故でありますから、警察のほうにも

連絡して、その辺の事故処理を済ませまして、オリーブ園さんのほうの看板のほう

も相当傷みましたので、その辺の修繕につきましても保険金のほうでカバーしてお

ります。それから、事故につきましては総務課のほうに報告をしております。以上

です。 

 

○議長（秋長正幸君） ３番大川議員。 

 

○３番（大川新也君） それ総務のほうに報告したら、もうそれで終わり、脇見運



転ということは過失が出てくると思うんです、本人の。それは問わないんですか、

非常勤の医師の、医師じゃない、運転手ということは職員。 

 

○議長（秋長正幸君） 病院事務長。 

 

○内海病院事務長（岡本達志君） 運転手のほうは、非常勤医師ではございません

で、非常勤医師等を送迎するために雇用しております運転手でございます。パート

の運転手でございます。事故につきましては、当然警察のほうも呼んでますが、そ

ういう刑罰といいますか、そういうふうにはなってございません。 

 

○議長（秋長正幸君） ほかに質疑はありませんか。 

 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（秋長正幸君） 質疑がないようですから、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（秋長正幸君） 討論なしと認めます。討論を終わります。 

 これから採決します。 

 議案第 70号は原案どおり決定することにご異議ありませんか。 

 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（秋長正幸君） 異議なしと認めます。よって、議案第 70号平成 25年度小

豆島町病院事業会計補正予算（第１号）は原案どおり決定されました。 

 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 



  日程第１９ 議案第７１号 小豆島町職員の給与の臨時特例に関する条例に

ついて 

 

○議長（秋長正幸君） 次、日程第 19、議案第 71号小豆島町職員の給与の臨時特

例に関する条例についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。町長。 

 

○町長（塩田幸雄君） 議案第 71号小豆島町職員の給与の臨時特例に関する条例

について提案理由のご説明を申し上げます。 

 香川県内のほとんどの市町が給与減額措置を講じたことから、給与決定上の均衡

の原則を考慮し、本町にあっても期間を限定した給与減額措置を行おうとするもの

であります。 

 内容につきましては、担当部長から説明させますので、よろしくご審議のほどお

願い申し上げます。 

 

○議長（秋長正幸君） 総務部長。 

 

○総務部長（空林志郎君） 議案第 71号小豆島町職員の給与の臨時特例に関する

条例についてご説明を申し上げます。 

 追加上程議案集の１ページをお願いいたします。 

 本条例につきましては、平成 25年１月に総務大臣から各地方公共団体に、地方

公務員にあっても給与減額措置を行った国家公務員の給与に準ずるようにとの要

請がありました。それで、６月議会で可決をし、７月１日から実施した自治体もあ

ったのですけれども、その数が約半数に満たなかったということで、総務省のほう

から再度の要請がございました。これに伴いまして、香川県及び県内の各市町で給

与削減の動きが出てまいりました。全ての市町といいますか、ラスパイレス指数が

100に達していない２つの町を除きまして、県も含めて、それを７月に実施してい



ない以外の県、市町全てが議会に議案上程をするという方向が出てまいりましたの

で、均衡の観点から本町におきましても、平成 25年度に限って職員の給与削減に

ついて新規条例制定を行うものでございます。 

 それでは、条文に沿って説明をいたします。 

 第１条は、趣旨規定で、ことしの 10月から来年の３月までの給与に関しまして、

一般職及び特別職の給与を削減する旨を規定しております。 

 第２条では、常勤の特別職についての削減率を 1.5％に規定、第３条では一般職

となる教育長の給与についても 1.5％の減額措置を行うとしたものです。 

 第４条の第１項では、今回の給与削減を行政職給与表に該当する職員に限るとい

うことと、その削減幅を給与総額の少ない若年層を 0.5％、主査、係長クラスの職

員を１％、主幹以上の管理職を 1.5％にすることといたしております。 

 第２項で、休職者の給与を減額した給与に連動したものにする規定となっており

ます。 

 第３項では、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当についてはその算出

額を減額した給与から算出することといたしております。 

 第４項は、読みかえ規定であります。 

 第５条になります。小豆島町職員の育児休業等に関する条例における区分給与す

る職員の勤務してない時間の減額措置の基準を本条例の第４条第３項に読みかえ

るものです。 

 第６条では、介護休暇に係る勤務してない時間、これも同じく読みかえるもので

ございます。 

 第７条は、端数計算の方法を規定したものとなっております。 

 附則で、本条例は平成 25年 10月１日から施行するといたしております。以上で

条例の説明を終わります。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。 



 

○議長（秋長正幸君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。６番森議

員。 

 

○６番（森  崇君） 浜田知事も当時乱暴だということをおっしゃってましたし、

県内の各市町の賛成はなかったと思うんですけど、しかしいろいろあってやむを得

ないとは思うんですけど、職員組合との話し合いというのは随分されたと思います

けどこれをちょっと。 

 

○議長（秋長正幸君） 町長。 

 

○町長（塩田幸雄君） 職員の給与のことについては、この議会でも私の基本的ス

タンスを申し上げてきたところでありまして、自治体の職員の給与は本来それぞれ

の自治体が決めるべきものであること、それから小豆島町の給与の状況が減額をす

るような状況にあるとは私自身も考えてないということで、減額をする考えはない

ということを明確に申し上げてきたと思いますが、その後、総務部長の話にありま

したように、総務省、香川県から強力な要請がありました。小豆島町の財源のかな

りの部分を交付税に頼っている以上、そこでのペナルティーとかということも言わ

れての話ですので、そのことも考慮せざるを得ない状況になりました。私としては、

引き続き給与の減額の必要はないと思いますけども、いろんなことのバランスとか

考えないといけないということで、事務方に組合と協議する、相談するようにとい

うことでしました結果、減額を受諾していただいたと。まことに心苦しく思ってま

すが、詳細は担当部長から、今回限りだと。 

 

○議長（秋長正幸君） 総務部長。 

 

○総務部長（空林志郎君） 森議員さんのおっしゃるとおり、給与については職員



団体である組合でございますけれども、そちらのほうと十分協議を行いました。職

員の生活給をされるということですので、労働基準法に基づいて真摯な態度で協議

に臨ませていただきました。もちろんいろいろな観点、先ほど町長から申し上げま

したように、地方交付税の関係とか起債の借り入れの関係とか、そういうことの背

景も十分職員のほうで理解をしていただきました。それから、かなり今回のものは

マスコミにもすごく取り上げられる事項となってまいっております。それもありま

して、もし下げないとなった場合にも、職員に対するいろいろな住民からのものが

あろうかということも危惧をいたしております。そういうお話もしました上で、お

願いをいたして職員には納得をしていただいたということでございます。以上です。 

 

○議長（秋長正幸君） ６番森議員。 

 

○６番（森  崇君） 僕らも残念に思うんですけど、来年の４月からもとに戻る

のでしょうか。 

 

○議長（秋長正幸君） 総務部長。 

 

○総務部長（空林志郎君） はい。この条例自体が、もう来年の３月 31日までの

条例となっておりますので、それ以降はもとの給与に戻ります。 

 

○議長（秋長正幸君） 12番鍋谷議員。 

 

○１２番（鍋谷真由美君） 今の説明で、ラスパイレス指数が 100に達していない

２町は下げないというような説明だったので。それで、全国的にはみんな 100にな

るように下げたということなんでしょうか。そうでない自治体もあるのでしょうか。 

 

○議長（秋長正幸君） 総務部長。 

 



○総務部長（空林志郎君） 全国的な話ということでございますけれども、こちら

のほうはいろいろなケースがございます。既に地方交付税のほうは国のほうから減

額をされております。これは、国のほうで計算をされた額となるんですけども、そ

の下げ幅を減額措置をしたという自治体も一部ございます。ただ、総務省のほうで

は国家公務員の給与に準ずるようにというふうな話がございますので、これはラス

パイレス指数を指標にして給与をそれと同等にしなさいということでございます

ので、そういうふうにしておる自治体がほとんどであるということです。ただ、先

ほど最初に鍋谷議員もおっしゃいましたように、県下で２つの町はらラスパイが

100に到達しておりませんので、この団体については実施をしておりません。以上

です。 

 

○議長（秋長正幸君） ほかに質疑はありませんか。11番村上議員。 

 

○１１番（村上久美君） 先ほど町長のほうから、公務員の給与を引き下げること

については賛成ではないというふうなことで、６月議会においても森議員の一般質

問に対してもそのような答弁をされておりました。ことしの１月に地方六団体が共

同声明を出してると思うんですが、その中身についても町長ご存じだと思うんです

が、大事なところを非常に六団体が指摘しております。例えば、先ほどの交付税の

問題、これをてこにして条件をつけてやるということ自身が交付税法にも違反する

問題だとか、そういうなことを、あとは地方公務員との労働契約法についても、こ

の特例期間を設けて給与を引き下げる問題、ここの点について先ほど言いました、

どのように認識をされているのか伺いたいというふうに思います。 

 

○議長（秋長正幸君） 町長。 

 

○町長（塩田幸雄君） 交付税を措置法として政策を強制するということは許され



ないことだと思います。それについての考えは一切変わっておりませんが、今回の

状況というのは、仮に総務省や香川県の要請に応じなかった場合、交付税を減額さ

れてるわけですから、一般の町民がその分を肩がわりして、役場の職員の負担では

なくて一般町民に転嫁するという話になりますので、ここはもう苦渋の決断でやら

ざるを得ないと思います。 

 

○議長（秋長正幸君） 11番村上議員。 

 

○１１番（村上久美君） 本来は、国のほうが違反してることに対して疑義を申し

立てるというか、その場でちゃんとこちらの意思をはっきり申し述べるということ

が非常に自治体として、自治としてのあり方を問われる問題ですから、非常に苦渋

の決断をしたというふうなことを言われたけども、それはちょっと理解しがたいと

思うんですけども。 

 

○議長（秋長正幸君） 町長。 

 

○町長（塩田幸雄君） 世の中は微妙なバランスの上で、全体感というので考える

べきだと思います。他の市町村とか都道府県のことは私は知りませんが、小豆島町

の場合は、違法だとかいうレベルの話ではないと、常識の範囲内の、健全な常識で

どう判断するかの話だと思います。 

 

○議長（秋長正幸君） ほかに質疑はありませんか。 

 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（秋長正幸君） 質疑がないようですから、質疑を終わります。 

 本案については、総務建設常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議



ありませんか。 

 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（秋長正幸君） 異議なしと認めます。よって、議案第 71号小豆島町職員

の給与の臨時特例に関する条例については総務建設常任委員会に付託することに

決定されました。 

 本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめ延長させていただきます。 

 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  日程第２０ 発議第１号 小豆島町議会の議員の定数を定める条例の一部を

改正する条例について 

 

○議長（秋長正幸君） 次、日程第 20、発議第１号小豆島町議会の議員の定数を

定める条例の一部を改正する条例についてを議題とします。提案理由の説明を求め

ます。14番中村勝利議員。 

 

○１４番（中村勝利君） 発議第１号小豆島町議会の議員の定数を定める条例の一

部を改正する条例の制定について。 

 上記の案件を会議規則第 13条の規定により、下記のとおり提出します。平成 25

年９月 18日提出。小豆島町議会議長秋長正幸殿。提出者、小豆島町議会議員中村

勝利。賛成者、小豆島町議会議員新名教男。 

 小豆島町議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例ですが、下の表に

あるとおり、改正前は小豆島町議会の議員の定数は 16人とするとなっております

けども、これを２名減として 14名とする改正であります。 

 附則として、この条例は公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示さ



れる一般選挙から適用するとなっております。 

 提案理由の説明をいたします。 

 少子・高齢化により、人口減少が進む当町の現状や香川県下他市町の動向を踏ま

え、町民からの負託に応え得る今後の議会のあり方について、議会活性化特別委員

会で議論を重ねてきた結果、少数精鋭で質の高い議会を目指すべき結論に達したこ

とから、議員定数の削減を提案する。以上です。 

 

○議長（秋長正幸君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。12番鍋

谷議員。 

 

○１２番（鍋谷真由美君） 提案理由の中に、少数制で質の高い議会を目指すべき

とありますけれども、定数削減をすることが少数制で質の高い議会になるという保

障はないと思うんですけど、その点はどうなんでしょうか。 

 

○議長（秋長正幸君） 14番中村議員。 

 

○１４番（中村勝利君） ただいまの質問ですけども、日本共産党の議員から、議

員定数を削減すると住民の声が届きにくくなると議員定数削減反対の申し入れ書

が提出されておりますが、これは議員のやる気だと思います。議員一人一人が住民

の中に入り、十分住民の意見、また要望を聞き、町政に反映すれば、16名が 14名

になっても十分やっていけると思います。議員が多ければよいものではありません。

少数であっても、住民代表であるとの自覚を持って議員活動をしていけば町は発展

するのではないでしょうか、そう思います。 

 

○議長（秋長正幸君） ほかに質疑はありませんか。11番村上議員。 

 

○１１番（村上久美君） 人口に照らせば小豆島町は 18名いうふうなことで、当



然法的にもそれぐらいができるわけですから、あえて今回２名の減というふうなこ

と自身、数のすり合わせをやってるような感じでしか受けとめられません。16名

であろうが、18名であろうが、十分な議会の質の高い議論を行うことができるわ

けですから、少数精鋭でなければそれができないということにならないというふう

に思いますので、それを結論に達したというふうなことなんですが、非常にどこで

どう結論に達したのかという点について伺いたいと思います。 

 

○議長（秋長正幸君） 14番中村議員。 

 

○１４番（中村勝利君） 結論に達したのは、議会活性化特別委員会で多数の削減

に賛成がありましたし、先日の議会運営委員会でも全員が 14名で賛成いたしまし

た。そういうことで、18名であろうが、16名と言いますけど、14名であろうが同

じだと思いますので、以上です。 

 

○議長（秋長正幸君） 11番村上議員。 

 

○１１番（村上久美君） やはり、この委員会で結論が見られたと、達したと言わ

れました。しかし、ほとんどの委員会の議論の中では、やはりこれぐらいにしたほ

うがいい、土庄町はこれだから２名減らしてもいいと、そういう数のすり合わせ的

な議論しかほとんどなかったというふうに私自身は受けとめております。そういう

点で、達したというふうには理解できないというふうに思っております。 

 

○議長（秋長正幸君） ７番新名委員。 

 

○７番（新名教男君） 議会活性化委員会、土庄町は土庄町、うちは関係ございま

せん。小豆島町として十分民主主義にのっとって議論しました。もう何回も聞かん

と早く決してください。同じことや。 



○議長（秋長正幸君） ほかに質疑はございませんですか。 

 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（秋長正幸君） 質疑がないようですから、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論の通告がありますので、順次発言を許します。 

 まず、原案に反対の方から発言を許します。12番鍋谷議員。 

 

○１２番（鍋谷真由美君） 私は、発議第１号小豆島町議会の議員の定数を定める

条例の一部を改正する条例に反対する立場から討論を行います。 

 反対理由の第１は、定数削減は町民の声を届きにくくするとともに、町民の政治

参加を狭ばめるということです。町議会は、本来町民の持つ多様な意見やさまざま

な要望、そして地域の声を隅々から酌み上げ、できる限り反映することが議会制民

主主義の基本です。 

 また、定数削減は議員になる条件、門戸を狭めることにほかならず、政治を志そ

うとする町民にとって立候補しづらくし、町民の政治参加を制限するものだと思い

ます。 

 第２に、定数削減は議会の機能を低下させるものです。議会は、一人一人の議員

を通じて執行部に対し、住民の要求を伝える役割、地方自治体という団体意思の決

定を行う議決機関としての役割、そして執行部に対する監視機関としての役割があ

りますが、その機能を低下させることになります。 

 2006年２月に発表された全国市議会議長会、都市行政問題研究会の分権時代に

おける市議会のあり方に関する調査研究報告書では、議会の役割として政策提案や

監視機能を十分に果たすためには、相応の議員定数が不可欠である。単に議員定数

を減らしているのみでは議会改革たり得ず、削減ありきの議論ばかりでは議会制民



主主義の成熟にはつながらないとしています。 

 また、同年３月の都道府県議会制度研究会による改革地方議会のさらなる前進に

向けての報告で、議会の役割がますます重要になっている現状においては、単純な

一律削減論は適当でない。よって、定数削減を行うことは地域における少数意見を

排除するとして、定数削減は問題だと指摘しています。地方分権時代において、議

会に求められているのは議員定数の削減ではなく、住民の多様なニーズや意思を正

確に反映できる議員の数であり、議会、議員の本来の役割が発揮できるよう質的向

上を図ることとしています。 

 第３に、今回の議員定数削減には根拠がないと思います。地方自治法が定める小

豆島町の上限は 18人で、現行は既に２人少なく、さらに２人減らす理由は明確で

はありません。議員を削減するということは、議員みずからが議員というものを否

定していることになります。人口が減っているから、他町の動向を踏まえ、また少

数精鋭で質の高い議会を目指すと言われましたが、質の高い人だけが当選するとは

限りません。議会改革というならば、定数削減ではなく、より町民に開かれた議会、

活発な議論が保障される改革こそ行うときではないでしょうか。 

 また、町民の中に議員を減らせという声があるならば、これは町議会と議員活動

の質を問う声であり、今必要なのは議会議員が常に自己研さんを行い、町民のため

に働く議会にするための議会改革であって、町民と町政のパイプを細くする定数削

減は認められません。以上です。 

 

○議長（秋長正幸君） 次に、原案に賛成の方の発言を許します。５番藤本議員。 

 

○５番（藤本傳夫君） 私は、発議第１号に賛成の立場で意見を述べたいと思いま

す。 

 議員定数問題につきましては、今回の議員発議に先立ち、議会活性化特別委員会



で議論を重ね、さきの議会運営委員会で可決されたものであります。議員それぞれ

が住民の意見を聞き、周辺町議会、または香川県内同規模町の動向も踏まえ、小豆

島町の今後の人口推計等を勘案した結果が今回の２人の定数削減ということであ

ります。 

 今回の議員定数削減の提案は、単に議員定数を２名削減し、町の行財政改革に協

力したいということだけではなく、みずからがみずからの身を、定数削減という自

分の身を削るという姿勢を示すことで、町民からの負託に応え得る少数精鋭で質の

高い議会を目指すという議会改革の第一歩であり、そのような覚悟で賛成するもの

であるということを申し添えまして、私は賛成いたします。 

 

○議長（秋長正幸君） ほかに討論はありませんか。 

 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（秋長正幸君） これで討論を終わります。 

 これから採決します。 

 発議第１号は原案どおり可決することに賛成の方は起立願います。 

            〔賛成者起立〕 

 

○議長（秋長正幸君） 起立多数と認めます。よって、発議第１号小豆島町議会の

議員の定数を定める条例の一部を改正する条例については原案どおり決定されま

した。 

 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  日程第２１ 発議第２号 道州制導入に反対する意見書の提出について 

○議長（秋長正幸君） 次、日程第 21、発議第２号道州制導入に反対する意見書



の提出についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。５番藤本議員。 

 

○５番（藤本傳夫君） 発議第２号道州制導入に反対する意見書の提出について。 

 上記の案件を会議規則第 13条第３項の規定により、別紙のとおり提出します。

平成 25年９月 18日提出。小豆島町議会議長秋長正幸殿。提出者、小豆島町議会議

員藤本傳夫。賛成者、同渡辺慧。同中村勝利。 

 道州制導入に反対する意見書。全国町村議会議長会では、平成 20年の町村議会

議長全国大会以来、全国の町村議会の総意により、住民自治の推進に逆行する道州

制は行わないことと政府・与党に対し協力に申し入れてきたところであります。 

 しかしながら、与党を中心に道州制の導入を決定したかのごとき、道州制推進基

本法案が国会に提出されようとしていることはまことに遺憾であります。そもそも、

道州制導入のこれまでの議論は、政府・与党や財界主導、大都市中心により進めら

れてきたものであり、住民に一番身近な当事者である我々町村と真摯な議論も丁寧

な説明もない上、また国の形の根本であるにもかかわらず、国民的な議論もないま

ま一方的に中央から押しつけようとすることは地方分権の精神にも反するもので

あります。 

 また、基礎自治体と道州制の２層制は小規模町村の存在を否定し、国策として推

進されてきた平成の大合併に続き、事務権限の受け皿という名目のもと、事実上の

強制合併を余儀なくされるものであり、住民と行政との距離が遠くなり、住民自治

が衰退してしまうことは明らかであります。 

 こうしたことは、今まで国民の生活を支えるため、食料供給、水源涵養、国土保

全に努め、伝統文化を守り、自然を生かした地場産業を創出し、個性のあるまちづ

くりを進めてきた我々町村に対する暴挙である。 

 よって、小豆島町議会は住民自治の推進に逆行し、町村の存在を否定する道州制



の導入には断固として反対する。以上、地方自治法第 99条の規定により、意見書

を提出します。平成 25年９月 18日。香川県小豆郡小豆島町議会。提出先、衆議院

議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣。 

 

○議長（秋長正幸君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（秋長正幸君） 質疑がないようですから、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論の通告がありますので、順次発言を許します。 

 まず、原案に反対の方から発言を許します。４番柴田議員。 

 

○４番（柴田初子君） 私は、道州制導入に断固反対する意見書の提出に反対の立

場をとらせていただきます。 

 その理由として、道州制は地方分権を推進するとともに、住民に直結する政策は

道州政府や地方自治体で実施していくことにより、地方が主体性を持って特徴ある

まちづくりを進めていくことができるとされています。そうしたことは、自分たち

のことは自分たちで決めることができ、自然や農作物が豊かな町、観光に力を入れ

る町などそれぞれの個性や独自色を出しやすくなり、生き生きとしたまちづくりが

できるのではないでしょうか。 

 また、国と地方の役割分担を明確にすることは、地域の要求に柔軟に対応した効

率的、効果的な行政改革も可能となります。これにより、国会議員等の大幅削減、

二重行政の解消にもつながるのではないでしょうか。 

 また、法整備については、地方の声を十分に聞き、国民に開かれた協議を行うと

言われております。改革するにはさまざまな懸念があることはよくわかりますが、

私は今後の日本にとっては必要な取り組みだと思いますので、反対させていただき



ます。 

 

○議長（秋長正幸君） 次に、原案に賛成の方の発言を許します。10番渡辺議員。 

 

○１０番（渡辺 慧君） 私は、発議第２号の意見書の提出に賛成の立場で意見を

述べたいと思います。 

 現在、国において導入が検討されている道州制については、国民の間から導入し

てほしい強い要望があるわけでなく、まずは道州制導入という結論ありきで法案が

つくられようとしています。その中身についても、何の権限が道州に移り、町村に

は何の権限がおりてくるのか全く不明瞭であり、さらに町村には従来の事務に加え、

一律に都道府県の事務を移譲させる仕組みに変えるものです。これにより、町村は

事務権限の受け皿を言う名のもとに、事実上の強制合併を余儀なくされ、住民と行

政との距離が遠くなり、住民自治が衰退してしまうことは明らかであります。以上

のことから、私は道州制導入に反対するこの意見書提出に賛成するものです。 

 

○議長（秋長正幸君） 以上で通告により討論は終わりました。ほかに討論はあり

ませんか。 

 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（秋長正幸君） これで討論を終わります。 

 これから採決します。 

 発議第２号は原案どおり可決することに賛成の方は起立願います。 

  

           〔賛成者起立〕 

 

○議長（秋長正幸君） 起立多数と認めます。よって、発議第２号道州制導入に反



対する意見書の提出については原案どおり決定されました。 

 以上で本日の日程を終了しましたので会議を閉じます。 

 次回は明日９月 19日木曜日、午後１時 30分から会議を開きます。 

 本日はこれをもって散会します。 

 ご苦労さまでした。 

 

            散会 午後５時 09分 

 


